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 はじめに  

全国社会福祉協議会（以下、全社協）では、2020（令和 2）年 2月に「全社協 福祉ビジ

ョン 2020」（以下、福祉ビジョン 2020）を公表しました。「福祉ビジョン 2020」は、2040

年を視野に入れつつ、2030 年までに社会福祉協議会、社会福祉法人・福祉施設、民生委員・

児童委員等とともに取り組む横断的な方向性を示すものとして、取りまとめたものであり、

「地域共生社会」および SDGｓの「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社

会」の実現を包含した「ともに生きる豊かな地域社会」をめざしています。 

 

一方、国においては、「全世代型社会保障検討会議」を設置し、高齢者や子どもたち、子

育て世代、現役世代まで広く安心を支えるための社会保障全体の持続可能な改革の方針を

2020（令和 2）年 12 月にまとめています。そのなかで、とくにわが国の未来を担う子ども

たちのために、長年の課題である少子化対策を大きく前に進めるとし、その政策課題の一つ

として「里親制度、養子縁組等の周知啓発」「児童虐待の予防の観点から地域で子どもを守

る体制の強化や児童福祉施設の子育て家庭への支援」を盛り込みました。 

  

こうした方向性は、2016（平成 28）年 6 月 3 日公布・施行の児童福祉法改正がその起点

となっています。この児童福祉法改正において、子どもの権利条約の精神に則り、子どもが

権利を有する主体であると位置づけられ、「家庭養育優先の原則」という理念が法に明記さ

れました。 

 

この児童福祉法改正を受けて、2017（平成 29）年 8 月 2 日には「新しい社会的養育ビジ

ョン」が取りまとめられました。「新しい社会的養育ビジョン」では、新たな子ども家庭福

祉の構築を推進するとし、「家庭養育の原則」を実現するため、原則として就学前の子ども

たちの施設への新規入所の停止などが提起されました。このことは、日々、真摯に支援を必

要とする子どもたちを養育している全国の社会的養護関係施設の関係者に大きな衝撃を与

えるところとなりました。 

 

さらに国は「新しい社会的養育ビジョン」に基づき、児童虐待の発生予防から自立支援ま

で一連の対策のさらなる強化等をはかるために、各都道府県が社会的養育推進計画を策定す

るよう、2018（平成 30）年 7 月 6 日に推進要領を示し、2019 年度末までの策定を求めまし

た。今後は、策定された都道府県社会的養育推進計画により、2020 年度から 10 年計画で所

要の措置をはかっていくこととなっています。 

 

顧みると、全社協では 1995（平成 7）年 10 月に新たな児童家庭福祉の構築に向けた「児

童福祉施設再編への提言～児童福祉施設のあり方委員会報告」を取りまとめています。この

報告書では、児童福祉施設をめぐるニーズの変化等に対応するため、児童福祉施設の小規模

化、機能強化、専門性の向上、そして家庭養育支援等を担うための関係施設の再編などを提
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言しました。 

 

しかし、これまでの間、国において数次にわたる社会的養護分野の制度改革に向けた検討

が行われてきましたが、今日まで抜本的な制度改革とそのための大胆な財源投入の実現には

いたっていません。 

 

こうした経過をふまえ、全社協では、2020（令和 2）年度からの都道府県社会的養育推進

計画の実施を契機として、今後、いかに社会的養護関係施設が具体的に取り組んでいくか、

そのための制度上の課題をどう改善していくべきかということに関し、社会的養護関係者の

協議が必要であるとし、全社協・政策委員会のテーマ別検討会として「社会的養護関係施設

が担う役割・機能に関する検討会」を設置しました。 

 

検討会では、「社会的養護関係施設を取り巻く課題」の整理とともに、「今後の社会的養護

の取り組みの方向性」について、とくに児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等の社会

的養護関係施設の横断的・総合的な今後の役割と機能のあり方、そして「家庭養育優先の原

則」にかかる里親等への支援のあり方や連携・協働にかかる課題等について、2020 年 8 月

より 5回にわたり協議を重ねてきました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化するなかでの社会的養護関係施設等で

の現場実践への影響やコロナ禍によりみえてきた配置基準等への課題について付記するこ

ととしました。 

 

厚生労働省では、2年後に向け、児童福祉法を改正するための検討を今春から着手するこ

とを予定しています。 

この中間まとめは、2年後の児童福祉法改正に向けて福祉実践の場からの提言を行うこと

を目的に、広く社会的養護分野関係組織（者）に意見・要望を求めるため、政策委員会とし

て公表するものです。今後、社会的養護分野関係組織（者）等からの意見をふまえ、検討を

重ねたうえで、2021 年秋には最終報告を取りまとめることを予定しています。 

 

 

                        2021 年 3 月 8 日 

 

          社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策委員会 
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 Ҧӧೂव的ጊ護౮็בব֎ड༎  

（㕱） ൛ँ਼֭ුՒׁ֧֨ऌ໖֭ኴ༎֭ෆँ  

�ࠐ 1989（ᖹᡂඖ）年の1.5730ࡽࢡࢵࣙࢩ年వࡓ⤒ࢆ᪥ࡲで少子はどࡎࡽࡲ、

⌧ᅾ、政府ࡀᥖࠕࡿ࠸࡚ࡆᕼᮃฟ⏕率 1.8ࠖのᐇ⌧は、࡞り㞴࠸ࡋ≧ἣでࠋࡍఱࡼ

りもฟ⏕数ࡀ減少ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋㄢ㢟であり、2020（௧和 2）年のฟ⏕数は新ᆺࣟࢥ

りࡼのᙳ㡪⚝ࢼ 80 ேࢆࡿの新⪺ሗ道もありࠋࡍࡲ�

� � �ࠐ 1994（ᖹᡂ 6）年、少子ᑐ策ࡀࣥࣛࣉࣝࢮ࢚࡚ࣥࡋ始ࡲり、ࡑのᚋ、相ḟ࠸で

政策の見┤ࡀࡋᐇ施ࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉ、少子ࢆどࡿࡵの᭷ຠで大⫹࡞政策ᑟ入

�ࠋࡍࡲの指もありࡓࡗ࡞ࢀࡉ࡞ࡀ㈈政ᢞ入

�ࠐ ୍᪉で、少子࡞ࡴࡍࡍࡀ、ᖹᡂの代の社⤒῭άືࡸ㞠⏝形ែのኚ、᰾� �

ᐙ᪘࡞ど社⎔ቃࡸᐙᗞ⎔ቃのኚも、子どもᐙ᪘ࡿࡄࡵࢆၥ㢟はከ岐

ࡸ児童ᚅࡃࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ้῝ࡓࡲ、り࠾࡚ࡗࡓࢃ '9、子どもの㈋ᅔ等ࡀᛴ

ቑ࠾࡚ࡋり、ཝ࠸ࡋㄢ㢟ࢆᢪࡿ࠼子どもࡓちࡀᆅᇦ社Ꮡᅾࡿ࠸࡚ࡋゝࢆࡿࡊࢃ

ᚓࠋࢇࡏࡲ�

�ࠐ 1.57 の⩣年のࢡࢵࣙࢩ 1990（ᖹᡂ 2）年度は児童ᚅは全ᅜで 1�101 ௳でࡓࡋ

⣙、ࡀ 30 年ࡓ⤒ࢆ 2019（௧和ඖ）年度の児童ᚅ相ㄯᑐᛂ௳数は 19.3 ௳࡞り、

ẖ年、㐣ཤ᭱高ࢆ᭦新9'ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ も 10 ௳ࢆ㉸࠼、㠃前 '9（子ども '9 目ࢆ

ᧁࡇࡿࡏࡉ）もቑ࠼、子どもᑐ࡞้῝ࡿࡍᙳ㡪ࡀ社広ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀ�

�ࠐ 少子ありࡇ、ࡽࡀ࡞の 30 年㛫、ᚅ相ㄯ㏻ሗは᭦新ࡅ⥆ࢆ、㏻ሗ࠸࡚ࡗ⮳

ࡋ重⠜ࡀᚅ等のㄢ㢟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࡿも相ᙜ数あࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯࠸࡞

ࡋཝࡀ子どものᐙᗞᖐࡸᐙ᪘の㛵ಀᛶのᅇでは、子どもᐙ᪘㛵ಀのもࡿ࠸࡚

ࢆண㜵ⓗᨭࡽ᪩期のẁ㝵࠸࡞ࡽ⮳ᚅ、ࡀᐙ᪘㛫のㄢ㢟子どもࠋࡍࡲり࡞ࡃ

はࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗ、ᚋ、重せ࡞りࠋࡍࡲ�

�ࠐ 子どもの⏕ࢆᏲり、㇏育ࡵࡓࡴは、市༊⏫ᮧ子どもᐙᗞ⥲合ᨭᣐⅬࡸ子

育࡚ୡ代ໟᣓᨭ࣮ࢱࣥࢭ、児童相ㄯ所等の⾜政ᶵ㛵ࡀ、ᆅᇦあࡿ㛵ಀ⤌⧊・ᶵ㛵

のᐙ᪘ࡑ子どもࡿࡍᚲせࢆᨭ、࡚ࡋ㐃ᦠ・協ാయⓗ୍ࡘᶓ᩿ⓗ、も

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞重せࡀࡇࡿ࠼ᨭࢆ
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 （㕲） զऌጊࡱዓ๐է֭ྌጺேᎌ֭౪Քফெ֧児童ᆵሓूฝ  

    ¾ேᎌ֭༉的ጊ護֪֘౪Քফெ  

�ࠐ ᅜ㝿㐃合（以ୗ、ᅜ㐃）は、2009（ᖹᡂ 21）年 12 ᭶ 18 ᪥ᅜ㐃⥲ࠕ࡚࠸࠾児

童の代替養ㆤ㛵ࡿࡍ指㔪ࠖ（*XLGHOLQHV�IoU�WKH�$OWHUQDWLYH�&DUH�oI�&KLOGUHQ）

⎔ࡓࡋᇶ本ࢆ3歳未満の児童の代替ⓗ養ㆤはᐙᗞࠕ、の指㔪はࡇࠋࡓࡋࡲࡋ᥇ᢥࢆ1

ቃでᥦ౪ࡁࡿࢀࡉであࠕ、ࠖࡿᐙᗞࢆᇶ本ࡓࡋ⎔ቃࠖでの代替養育のཎ๎ࢆ♧

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ

�

�ࠐ ᪥本政府は 1998（ᖹᡂ 10）年、2004（ᖹᡂ 16）年、2010（ᖹᡂ 22）年、2019（௧

和ඖ）年の 4 ᅇ、ᅜ㐃・子どものᶒ委ဨࡽᑂᰝࡧࡼ࠾⥲ᣓ所見࠾࡚ࡅཷࢆり、

ࡃ 2019（௧和ඖ）年 2 ᭶ 7 ᪥の່࿌2では、子どものᶒ᮲⣙ᇶ࡙ࡁ᪥本ࡀ

ࢆᐙᗞ⎔ቃࠕで࡞のࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀෆᐜࡿࡓࢃከ岐、࡚࠸ࡘᥐ置ࡁࡿ

ዣࡓࢀࢃ子どもࠖᑐ2016、ࡋ（ᖹᡂ 28）年の児童福♴ἲᨵṇ等ࢆḼ㏄ࡋࡿࡍ、

2017（ᖹᡂ 29）年 8᭶ 2᪥のࠕ新࠸ࡋ社ⓗ養育ࣥࣙࢪࣅ （ࠖ以ୗ、社ⓗ養育ࢪࣅ

ࣙࣥ）の㎿㏿ࡘຠᯝⓗ࡞ᇳ⾜ࢆồࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ�

�

 ¾2016 年児童ᆵሓूฝׇ֪զऌጊࡱዓ๐ମ໋է  

�ࠐ ᅜではࡀࢃ、ᬒ⫼ࢆὶ₻ࡿࡍಖ㞀ࢆ子どものᶒ࡞ᅜ㝿ⓗࡓࡋうࡇ 2016（ᖹᡂ

28）年児童福♴ἲࡀᨵṇࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡉの児童福♴ἲᨵṇでは、子どもࢆᶒの

యࡋ、➨ 1᮲で࡚ࡍࠕ児童は、児童のᶒ㛵ࡿࡍ᮲⣙の⢭神のࡗり（୰␎）

ࡵ定ࠖࡿࡍ᭷ࢆᶒࡿࢀࡉಖ㞀ࡃࡋ等ࢆⓎ㐩（୰␎）ࡧᡂ長ཬ࡞ࡸのᚰ㌟のࡑ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚

�ࠐ ➨ἲྠࡓࡲ 2᮲➨ 2㡯ではࠕ児童のಖㆤ⪅は、児童ࢆᚰ㌟もࡸ育ᡂࡿࡍ

➨、ࡋ㈇うࠖࢆ௵ⓗ㈐⩏୍➨࡚࠸ࡘࡇ 3㡯ではࠕᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయは、児童

のಖㆤ⪅も、児童ࢆᚰ㌟もࡸ育ᡂࡿࡍ㈐௵ࢆ㈇う ࢆ政の㈐ົ⾜ࠖ

᫂☜ࠋࡓࡋࡲࡋ�

�ࠐ ➨児童福♴ἲ、࡚ࡋࡑ 3 ᮲ 2 ࠾ᐙᗞࡀᆅ᪉බඹᅋయは、児童ࡧᅜཬࠕ、࡚࠸࠾

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᨭࢆ⪅う、児童のಖㆤࡼࡿࢀࡉ養育ࡸもᚰ㌟࡚࠸

ののࡑቃ⎔ࡿ࠸࡚ࢀの⪅の置ࡽࢀࡇ、のಖㆤ⪅のᚰ㌟の≧ἣࡑࡧ児童ཬ、ࡋࡔࡓ

≧ἣ຺ࢆࡋ、児童ࢆᐙᗞ࡚࠸࠾養育ࡀࡇࡿࡍᅔ㞴でありཪは㐺ᙜで࠸࡞ሙ合

あ࡚ࡗは児童ࡀᐙᗞࡿࡅ࠾養育⎔ቃྠᵝの養育⎔ቃ࡚࠸࠾⥅⥆ⓗ養育ࢀࡉ

ࡗあሙ合࠸࡞㐺ᙜでࡀࡇࡿࡍ養育࡚࠸࠾ᙜヱ養育⎔ቃࡧᐙᗞཬࢆう、児童ࡼࡿ

�������������������������
指㔪ࡿࡍ㛵児童の代替ⓗ養ㆤࠕ��1 （ࠖ*XLGHOLQHV�IoU�WKH�$OWHUQDWLYH�&DUH�oI�&KLOGUHQ）ཌ⏕ປാ┬㞠⏝ᆒ等・児童ᐙᗞᒁᐙᗞ福
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࡚は児童ࡀでࡿࡁ㝈り良ዲ࡞ᐙᗞⓗ⎔ቃ࡚࠸࠾養育ࡼࡿࢀࡉう、ᚲせ࡞ᥐ置ࢆㅮࡌ

ࡿࡅ࠾ᵝの⎔ቃྠᐙᗞࠕࡧࡼ࠾ᐙᗞ養育ඃඛのཎ๎ࠖࠕ、ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

養育の᥎㐍ࠖの理ᛕࢆつ定ࠋࡓࡋࡲࡋ�

�

� �ࠐ は、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等（児童養ㆤ施設、ங児㝔、ẕ子⌧理ᛕのᐇࡓࡋうࡑ

⏕άᨭ施設、児童ᚰ理⒪施設、児童⮬❧ᨭ施設、⮬❧ຓ࣒࣮࣍、児童ᐙᗞ

ᨭࡀ（࣮ࢱࣥࢭᢸࡿ࠸࡚ࡗᨭのᐇែ（ᐙᗞ養育ࡸ里親、࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇ（以

ୗ、里親等）のᨭもྵࡇ、ࡽࡀ࡞࠼ࡲࡩࢆ（ࡵうࡓࡋ施設ࡀもࡿ࠸࡚ࡗᑓ㛛ᛶ

ࡍࡋう᥎ࡑࡗ࠸ࢆ施設の高ᶵ⬟・ከᶵ⬟等、ࡋάࢆேⓗ㈨※等、࢘ࣁ࢘ࣀࡸ

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡵࡍ

�

 （㕳） ဒၗᆒଡೂव的ጊࡱ෮ු૱ब֭ଙආ֭ᅢጅ性  

�ࠐ 児童福♴ἲᨵṇࡼり、2018（ᖹᡂ 30）年 7 ᭶は、ᅜは都道府県ᑐ2019、ࡋ

（௧和ඖ）年度末ࡲで都道府県社ⓗ養育᥎㐍計画（以ୗ、社ⓗ養育᥎㐍計画）

௧和）2020ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ᥦࢆう、策定せ㡿ࡼࡿࡍ策定ࢆ 2）年 8᭶ࡲで全都道府県

の社ⓗ養育᥎㐍計画ࡀබ⾲ࢀࡉ、ཌ⏕ປാ┬では取り⤌ࡳ≧ἣ࣮ࣕࢳ࣮ࢲ࣮ࣞࢆ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋでྍどࢺ

�

�ࠐ 全都道府県の社ⓗ養育᥎㐍計画10、ࡿࡳ࡚ࡳࢆ 年ᚋ（2029 年度）の代替養育

の子ども見込ࡳ数ࢫࣛࣉࢆで⟬定ࡿ࠸࡚ࡋ県は 15 都県であり、32 道府県は減少ࡿࡍ

のは東京都（㸩717ࡿ࠸でࢇで見込ࢫࣛࣉࡃࡁ大ࠋࡍࡲ࠸でࢇ見込 ே）高知県（㸩

183 ே）の 2都県どࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ�

� 社ⓗ養育ࣥࣙࢪࣅは、ࠕ市༊⏫ᮧのᨭのᐇࡼり、₯ᅾⓗࡀࢬ࣮ࢽ᥀り㉳

࡚ࢀࡉグ㍕ࠖ࠸高ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ子どもの数はቑຍࡿࡍᚲせࢆ代替養育、ࢀࡉࡇ

子࡞ᚲせࡀ代替養育本ᙜ、ࡿ࠼ࡲࡩࢆ㏆年のᚅ㏻ሗのቑຍ等࡚࠼ຍࠋࡍࡲ࠸

どもࡀ減少ࡃ࠸࡚ࡋの、᳨ドࡀᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ 目ࡃ࠸࡚ࡆ上ࡁᘬࢆのᥐ置委託社ⓗ養育᥎㐍計画では、ḟ、里親等、ࡽࡉ

標ࢆ設定୍ࡿࡍ᪉で、10 年ᚋの施設のᥐ置入所の子ども数は全県で減少の見込ࡳ

減少合の᭱大はࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ 61.6％（始期 596 ே→終期 229 ே）でࠋࡍ�

社ⓗ養育᥎㐍計画ࡤࢀࡼ、里親ࢆᨭࡿ࠼⤌ࡀࡳᚋ、ࡍࡲࡍࡲ重せࡇࡿ࡞

�ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ㄢ㢟࡞ᒙ重せ୍ࡀᶵ⬟のᐇࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ、ࡽ

�

�ࠐ のࡳのᥐ置入所見込施設、も数ࡳ子どもの見込࡞ᚲせࡀ代替養育、ࡋࡋ

せಖㆤ児童数ࡀᐇែࡓࡗࡑ⟬ฟࡓࡲ、ࡿ࠸࡚ࡗ࡞児童福♴㛵ಀ⪅のཧ画ࢆᚓ

࡚༑分᳨ウࡀ重ねࡓࢀࡽ計画ࡿ࠸࡚ࡗ࡞の、᳨ドࡋ、ಟṇࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀあ

りࡑࠋࡍࡲのう࠼で、代替養育ࢆᚲせࡿࡍ子ども、ᚲせ࡞ᨭࡿ࡞⬟ྍࡀయ

ไࢆ⥔ᣢ・整ഛࡀࡇࡃ࠾࡚ࡋồࠋࡍࡲࢀࡽࡵ�
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 （㕴） 児童ະཎസ֭ሎևड༎  

�ࠐ 2019（௧和ඖ）年度の児童相ㄯ所ࡀᑐᛂࡓࡋ児童ᚅ相ㄯᑐᛂ௳数は 19.3 ௳、

29 年㐃⥆で㐣ཤ᭱高ࢆ᭦新ࡇࠋࡓࡋࡲࡋの⫼ᬒは、児童相ㄯ所ᚅᑐᛂࣝࣖࢲ

189ࠕ の㠃前ࡽ㆙ᐹࡸࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᾐ㏱社ࡀࠖ '9 ࠸࡚࠼ቑࡀ㏻࿌ࡿࡍ㛵

ἣ☜ㄆ等のึ期≦ࡿࡍᑐᚅの㏻ሗ等、ࠎ児童相ㄯ所は᪥、ࡀࡍࡲありࡀ等ࡇࡿ

ᑐᛂ㏣ࡿࢀࢃ≧ἣࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞�

�

� � � �ࠐ 児童相ㄯ所は、ᚅ相ㄯ（養ㆤ相ㄯ）ࡅࡔでࡃ࡞、㞀ᐖのあࡿ子ども㛵ࡿࡍ相

ㄯ、㠀⾜㛵ࡿࡍ相ㄯ、子育࡚㛵࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍ相ㄯであࡿ育ᡂ相ㄯ（Ⓩᰯ相ㄯ、

ᐙᗞෆᭀຊの相ㄯ、ࡅࡘࡋの相ㄯ、㐍㊰㐺ṇ㛵ࡿࡍ相ㄯ）等ࡀᐤࢀࡽࡏ、ᑐᛂ࡚ࡋ

ᖹᡂ）2018ࠋࡍࡲ࠸ 30）年度全ᅜの児童相ㄯ所ࡀᑐᛂ࡚ࡍࡓࡋの相ㄯᑐᛂ௳数

は 504�856 �ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞3௳

�

� � � � �
（ฟ）ཌ⏕ປാ┬ࠕ児童相ㄯ所㛵㐃ࢆࠖࢱ࣮ࢹも全社協సᡂ�

�

� � �ࠐ � 児童相ㄯ所の⫋ဨは全ᅜで⣙ 14�000 ேでࡑࠋࡍのうち児童福♴ྖは 3�381 ே、

児童ᚰ理ྖは 1�570 ே2019）ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ 年 4 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾ）ࠋ�

⣙ 20 ௳のᚅ相ㄯ࡚ࡍの児童福♴ྖࡀᑐᛂࡅࢃࡿࡍではありࡓ、ࡀࢇࡏࡲ

1、ࡍ全ᅜの児童福♴ྖのே数で㝖ࢆᚅ௳数ࡤ࠼ ேあࡓり年ᖹᆒ 52.3 ࣮ࢣ

�ࠋࡍࡲりࢃࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞数ࢫ࣮ࢣ࡞り、⭾大࡞⟭計ࡓࡋᑐᛂࢫ

�

� � � �ࠐ ே口⣙ 6�600 ேのࢫࣜࢠでは࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ （࣮᪥本の児童相ㄯ所ヱᙜࡍ

�������������������������
3�ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ 30 年度福♴⾜政ሗ࿌ࠖ�

養護相談, 

228719

障害相談, 

188702

育成相談, 

43594

非行相談, 

13333
保健相談, 

1644
その他, 28864

児童相談所における相談の種類別対応件数
（2018年度）

総数

504,856件
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㹁㹑㹁㸸&KLOGUHQ�6oFLDO�&DUHࡿ ࡀ（࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿࡅ࠾ 30�670 ே࠾り、

1 ேあࡓりのࢫ࣮ࢣ数は⣙ 16.8 の児童ಖㆤࢫࣜࢠࠋࡍࡲありࡀのሗ࿌4ࢫ࣮ࢣ

ᅜの児童相ㄯ所ࡀࢃ、ࡿࡍẚ㍑数ࢫ࣮ࢣᢸᙜࡧࡼ࠾数࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿࡅ࠾

の児童福♴ྖは、㓄置数ࡀ少1、ࡃ࡞ேあࡓりの相ㄯᑐᛂ௳数ࡀ㠀ᖖከ࠸࠸うᐇ

ែࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞�

� � � � �ࠐ ᚅのࣜࡀࢡࢫ高ࡃ、ཝ࠸ࡋㄢ㢟のあࡀࢫ࣮ࢣࡿቑ࡞ࡿ࠼で、児童相ㄯ所等のࢯ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉᚲせࡀ知㆑㦂⤒ࡿ࡞ࡽࡉはࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮

のಙ㢗㛵ಀᐙ᪘ࡸ子どもࡿ࡞㇟あり、ᑐࡀື␗ே࡞政⤌⧊は定期ⓗ⾜、ࡓࡲ

の形ᡂࡸᑓ㛛ᛶの定╔ࡀㄢ㢟の指もありࠋࡍࡲ全ᅜの児童福♴ྖの⤒㦂年数ࡳࢆ

5、ࡿ 年未満の⤒㦂⪅は⣙ ࡿࡼのቑຍࢫ࣮ࢣࡁࡍ5ᑐᛂࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞61％

長㛫ົࡸᅵ᪥ኪ㛫もྵࡓࡵ⥭ᛴᑐᛂࡿࡼ⑂ປ、ࡽࡉᚅᑐᛂ等でಖㆤ⪅の

㛵ಀ等ࡿࡃࡽ⑂ᘢឤ等ࡿࡼ、㞳⫋率の高ࡉ等も指ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ�

（ฟ）ཌ⏕ປാ┬ࠕ児童相ㄯ所㛵㐃ࢆࠖࢱ࣮ࢹも全社協సᡂ�

�

�ࠐ ቑも子どもの数はே数、ᖹᆒᅾ所᪥数ࡿ࠸࡚ࢀࡉಖㆤ୍児童相ㄯ所ࡽࡉ

ຍഴྥあり、2018（ᖹᡂ 30）年は 1᪥あࡓりのಖㆤ児童数は 2�079 ே、ᖹᆒᅾ

所᪥数は 29.4 ᪥ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞入所率ࢆ�100、ࡿࡳࢆ㉸୍ࡿ࠼ಖㆤ所ࡀ

27 所、⣙ 2の୍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡰಖㆤ所でᑐᛂࡿࡍ⫋ဨのࡸ࣮࣡ࣃ࣐ࣥ施設

のᵓ㐀ࡸ設ഛ㊊のࡵࡓ、ၥ㢟⾜ືࢆ㉳ࡍࡇ子ども࡚࠸ࡀもಶᐊࡀ⏝ពで࡞࠸࡞ࡁど、

ฎ㐝上のၥ㢟ࡀ指6ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㻌

4�㈨⏕ᇽ社福♴ᴗᅋ2018ࠕ 年度� ➨ 44 ᅇ㈨⏕ᇽ児童福♴海እ◊ಟሗ࿌᭩㹼ࢫࣜࢠ� 児童福♴ࣞࢺ࣮࣏㹼ࠖ2019 年 3᭶�
5�ཌ⏕ປാ┬ࠕ௧和ඖ年度全ᅜ児童福♴⟶ㄢ長・児童相ㄯ所長㆟㈨ᩱ（௧和ඖ年 8 ᭶㸯᪥）�

6�⥲ົ┬⾜政ホ౯ᒁࠕせಖㆤ児童の社ⓗ養ㆤ㛵ࡿࡍᐇែㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖ2020 年 12 ᭶�

‧‣‒„ச࠰‣

․‒„ச࠰‥⊡‣

 ‣‒„ச࠰‧⊡‥

‒„ச࠰•‣⊡‧

․…

 ‣‒„ɥˌ࠰•‣

児童ᅦᅍӮのኺ᬴࠰ૠ （༢㸸％）�
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�ࠐ ᅜでは 2016（ᖹᡂ 28）年 4 ᭶ࠕ児童相ㄯ所ᙉࢆࠖࣥࣛࣉබ⾲ࡋ、児童相ㄯ所

のయไᙉ取り⤌࡞ࡇࡴりࠕࠋࡓࡋࡲ児童相ㄯ所ᙉࠖࣥࣛࣉでは、児童福♴

ྖの㓄置ࢆே口 4㹼7 ே 1 ே4、ࡽ ே 1 ேᘬࡁ上2019、ࡆ（௧和ඖ）年

度ࡲで㐩ᡂࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡿࡍ�

�

�ࠐ のᚋ、2018（ᖹᡂࡑ 30）年Ⓨ⏕ࡓࡋ東京都目㯮༊のᚅṚஸࡅཷࢆ、児童

相ㄯ所のࡑࡗ࠸うのᙉࡀồ2018、ࢀࡽࡵ 年 12 ᭶ཌ⏕ປാ┬はࠕ児童ᚅ㜵Ṇᑐ

策యไ⥲合ᙉࣥࣛࣉ（以ୗ、新ࣥࣛࣉ）ࠖ では、2022（௧ࣥࣛࣉ新ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ

和 4）年度ࢆ目標ே口 3ே 1ேの児童福♴ྖࢆ㓄置2017、ࡋ（ᖹᡂ 29）年度

ẚ࡚ࡋ 2�020 ேの児童福♴ྖのቑࢆᅗࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡿ�

 

 （㕵） ጰැՒ؊؟ؔז՛ؐ՛ؕՒ౮็့בব֎ඡੳ  

 ¾ጅ保護児童֭ఓँ  

�ࠐ ᖹᡂの 30 年㛫、里親等委託ࡓࢀࡉ子ども、児童養ㆤ施設、ங児㝔等ᥐ置ࡓࢀࡉ

子どもの⌧ဨ数は、⣙ 35�000 ே前ᚋで᥎⛣ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋのうち、ᥐ置施設入所児童

の⌧ဨは、児童養ㆤ施設、ங児㝔も減少࠾࡚ࡋり、ࡃ児童養ㆤ施設の就学前児

童の入所ࡀ大ࡃࡁ減少ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ�

�ࠐ ᐙᗞ⎔ቃࡽ分㞳ࡓࢀࡉ代替養育の⎔ቃᏑᅾࡿࡍせಖㆤ児童数は、ᖹᡂの 30 年㛫、

43�000 ேࡽ 46�000 ேで᥎⛣ࡋ、せಖㆤ児童のᐇ数つᶍはኚࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃ少子

༨全児童数㏫、ࡎࢀࡽ見ࡀ減少ࡓࡗ見あせಖㆤ児童の数は少子、࡞ࡴࡍࡍࡀ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲせಖㆤ児童の合は高ࡿࡵ

�ࠐ ᚅ௳数ࡀቑຍࡿ࠸࡚ࡋもࡎࡽࢃ、施設ࡸ里親等のཷࡀ─ࡅቑ࠸࠸࡞࠸࡚࠼

うࡇは、ᚅ等ࡀᠱᛕࡿࢀࡉもࡁ⾜、ࡎࡽࢃሙの࠸࡞子どもࡓちࡀⓎ⏕࠸࡚ࡋ

࡚ࡋᏑᅾ࡞は、ᆅᇦの子育࡚ᐙᗞのࡃちのከࡓ子どもࡓࡋうࡇࠋࡍでࡇう࠸ࡿ

ࡸりࢃ㛵࡞も、㏻ሗᚋの⥅⥆ⓗࡵࡓࡿࡍ㍍減ࢆࢡࢫちのࣜࡓ子ども࡞うࡼのࡇ、り࠾

見Ᏺり等のᨭయไの整ഛࡀᚲせࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞�

�ࠐ ので、社ࡿࢀࡉඃඛ࡚ࡋ㇟ᑐࡀ子どもࡿ࠼ᢪࢆㄢ㢟࠸ࡋはཝ࡚ࡗࡓあᥐ置、ࡓࡲ

ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡸ里親等は᪥ࡇ、ࠎうࡓࡋ子どもࡓちࡁྥ合࠸、養育ࢆᢸࡿ࠸࡚ࡗ

≧ἣあࠋࡍࡲ࠼࠸ࡿ

 ¾一時保護਼֭ໃ  

� �ࠐ の୍᪉、2018（ᖹᡂࡑ 30）年児童相ㄯ所୍ಖㆤࡿ࠸࡚ࢀࡉ子どもの数は 46�497

ேであり（うちᚅࡿࡼものは 24�864 ே、53.4％）、10 年㛫で⣙ 1.8 ಸ࠸࡚ࡗ࡞

�ࠋࡍࡲ
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�ࠐ 子どもはࡓࢀࡉಖㆤ୍のうち୍ಖㆤ所ࡇ、ࡽࡉ 25�764 ே（うちᚅࡿࡼ

子どもは 14�468 ே、56.1％）ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞、児童福♴施設等୍ಖㆤ委託

児童はࡓࢀࡉ 20�733 ே（うちᚅࡿࡼ子どもは 10�396 ே、50.1％）10、 年前

ẚ࡚ࡋ⣙ 5ಸቑ7ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼�

�

�ࠐ 東京都目㯮༊のᚅṚஸ࡚ࡅཷࢆ、⾜政ฎ分であࡿ児童相ㄯ所の୍ಖㆤは㌋㌉

施設では入所児ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋの委託もᛴቑ施設、ࡽࡇࡓࢀࡉᙉࡀࡇう⾜ࡃ࡞

童୍ಖㆤの児童ࡌྠࢆ⏕ά⎔ቃでᑐᛂࡇࡿࡍは㑊ࡽࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅ、

施設の୍ࡿ࡞ࡽࡉಖㆤయไ（⫋ဨయไ、施設⎔ቃ）のᙉ、ࢺ࣓ࣥࢫࢭᶵ⬟のᙉ

はႚ⥭のㄢ㢟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞�

�

�ࠐ ୍ಖㆤの期㛫はཎ๎࡚ࡋ 2018、ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉもの࠸࡞ࡽ࡞は࡚࠼㉸ࢆ᭶2

（ᖹᡂ 26）年は 2 ಖㆤは୍ࡿ࠼㉸ࢆ᭶ 5�770 ௳（2018 年度୍ಖㆤࢆゎ㝖ࡋ

数の⣙௳ࡓ �ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡰの（12％

�

�ࠐ ୍ಖㆤࡓࢀࡉ子どもࡓちはᐙᗞ⎔ቃのㄪᰝ࠸⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭࡸ、ᑐᛂࢆỴ定ࡲࡋ

ᖹᡂ）2018ࠋࡍ 26）年度の≧ἣࡿࡳࢆ、୍ಖㆤࡓࢀࡉ子どもの⣙༙数ࡀᐙᗞᡠ

�ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ

�

�
（ฟ）⥲ົ┬⾜政ホ౯ᒁࠕせಖㆤ児童の社ⓗ養ㆤ㛵ࡿࡍᐇែㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖࢆも全社協సᡂ�

�

�

�������������������������
7�ཌ⏕ປാ┬୍ࠕಖㆤの手⥆等㛵ࡿࡍᇶ♏㈨ᩱࠖ2020（௧和 2）年�

児童ᅦᅍᚨ↧の

λ„‒…․•„‒‣‗

ᚃሁ↧のۀᚠ„‒

‣ ‧ „‒…‗

‗‣‧‒„․ ‥․‒„ܡ࠙

の˂≋˂の児童

Ⴛᛩ↧のᆆᡛ⅚

ᘶЙ↧のᡛࡊܼ

ᐲሁ≌„‒‣․……„‒․ ‗

ɟ保ᜱࢸの対ࣖКʴૠ≋․•‣ࡇ࠰≌
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�ࠐ り、ၥ㢟ࢃ㛵ⓗ⥆⥅ᐙᗞࡸちࡓ子どもࡓࡗᡠಖㆤゎ㝖ᚋ、ᐙᗞ୍うࡼのࡇ

ゎỴࢆはࡿは、社ⓗ養育㛵ࡿࡍ高࠸ᑓ㛛ᛶᇶ࡙ࡓ࠸ᨭࡓࡋ⥆⥅ࡸᨭのᥦ

౪、ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯᶵ⬟のᙉࡀᚲせでࠋࡍ�

ࢆሗඹ᭷児童相ㄯ所・市༊⏫ᮧ⾜政ࡸ里親等、࡚࠸࠾社福♴ἲே、ࡵࡓのࡑ

はりࡸࢣ࣮ࢱࣇ、ࡽࡀ࡞定期ⓗ࡞ゼၥᨭ等୍ࢆయⓗᐇ施ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋồࡵ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ

 

 （㕶） དࡰภೂव֭෮ු  

�ࠐ ⌧ᅾ、ࡀࢃᅜではᆅᇦඹ⏕社のᐇ⌧ࡅྥ、ྛ ᆅでᆅᇦのከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࡀୡ代ࡸ⫼

ᬒࢆ㉸ࡀ࡞ࡘ࡚࠼り、相ᙺࢆもちࠕᨭ࠼手 ࠼ᨭ、࠼㉸ࢆう㛵ಀ࠸手ࠖࡅཷࠕࠖ

合う取り⤌ࢆࡳᵓ⠏࠸ࡃ࠸࡚ࡋうໟᦤⓗ࡞社࡙ࡃりの取り⤌ࡁືࡀࡳは࠸࡚ࡵࡌ

�ࠋࡍࡲ

�

�ࠐ ᚅࡸ㈋ᅔ、⏕άᅔ❓等のㄢ㢟ࡀ⾲ฟࡿࡍ前ᆅᇦの࡞でᨭࡃ࠸࡚࠼取り⤌ࡀࡳ重

せでࠋࡍ全ᅜⓗ、㈋ᅔᐙᗞࡦࡸり親ᐙᗞ等ᑐࡋ、社福♴協㆟ࡸᆅᇦの社福

♴ἲேࡀ、ᆅᇦࡿࡅ࠾බ┈ⓗ取り⤌࡚ࡋࡳ子ども㣗ᇽࡸ学⩦ᨭ等ࢆᐇ施ࡋ、ᨭ

࡚ࡵࡍࡍࢆりࡃのᣐⅬ࡙ࡵࡓう⾜ࢆ見Ᏺり、相ㄯᨭࢆちࡓ子どもࡸᐙᗞࡿࡍᚲせࢆ

�ࠋࡍࡲ࠸

�

�ࠐ 㢦の見ࡿ࠼ᆅᇦの࡞で、⾜政ࡸ社福♴協㆟（以ୗ、社協）、社福♴ἲே・福

♴施設、N32、市Ẹ࡞どࡀ㐃ᦠ・協ാ࡚ࡍ、ࡋの子育࡚ᐙᗞࢆど野入ࢀ、子ども・

子育࡚ᨭࡸ児童全育ᡂも、せಖㆤ児童ࡸ子育࡚ࡀ㞴࠸ࡋᐙᗞࢆᆅᇦ社でᨭ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞重せࡀ㊶りのᐇࡃうᆅᇦඹ⏕社࡙࠸ࡿ࠼

�

� �

8



14�

�

  শ൵֪ጵ֠୶֊օೂव的ጊ護֭ड༎ؠיכآרශ£ؕ؞ר¢ 

୰㛫᳨ࢆࡵࡲウࡿ࠸࡚ࡋ 2020（௧和 2）年࡚࠸࠾は新ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥのឤᰁࡀᣑ

大ࡋ、⥭ᛴែᐉゝࡀฟࡿࢀࡉ等、社全య大࡞ࡁᙳ㡪ࡀありࡇࠋࡓࡋࡲのࡇは、せ

ಖㆤ児童ࡑࡸのᐙ᪘、࡚ࡋࡑ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等も大࡞ࡁᙳ㡪ࢆもࠋࡓࡋࡲࡋࡽࡓ�

�ࠋࡍࡲࡋ整理࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡓࡁ࡚ࡋฟ⾲࡚࠸࠾⚝ࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥでは、新ᆺ࣒ࣛࢥのࡇ

¾ጅ保護児童֧֭֜ऌ໖ַ֭ࢬ 

1、࡞の⚝ࢼࣟࢥ�ࠐ 歳児デࡸ 3 歳児デ等ࡀᘏ期ࡇࡓࡗ࡞で、ᨭのᚲせ࡞ㄢ

㢟のあࡿᐙᗞ子どもࡓちの≧ἣ࠸ࡓࡗ࡞ࡃࡃ࠼ࡳࡀう指ࡀありࡽࡉࠋࡍࡲは、

全ᅜ⥭ᛴែᐉゝࡀฟࡓࢀࡉ 2020 年 4㹼5 ᭶の児童相ㄯ所・市༊⏫ᮧ⾜政のᚅ等の

ᑐᛂ௳数は前年ࡼり減少ࡋ、学ᰯ等ࡽのሗᥦ౪も減少࡞ࡿࡍど、ᚅ等のࡀࢫ࣮ࢣ

₯ᅾࡓ࠸࡚ࡋのでは࠸࡞指ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ�

の୍᪉、児童相ㄯ所のᑐᛂ௳数は、2020ࡑ�ࠐ 年 1 ᭶ࡽ 6 ᭶ࡲでの༙年㛫で 98�814 ௳

ࡿ࠸ࡀ子どもり、ᐙᗞࡼᛴែᐉゝ等⥭ࠋࡓࡋࡲり࡞ࢫ࣮࣌上り、㐣ཤ᭱ከの

ቑࡀり、ᚅ等ࡼ等ࢫࣞࢺࢫࡿࡼኻᴗ、入減等ࡸಖㆤ⪅のᅾᏯົ、ఇᴗࡸࡇ

ຍࡓ࠸࡚ࡋの指もありࠋࡍࡲ�

ࡽ᩿ࡽ⏤Ᏻࠖ等の理ࡀឤᰁࠕゼၥㄪᰝもࡿࡼ児童相ㄯ所、࡞の⚝ࢼࣟࢥࡓࡲ�ࠐ

࠸࡞ࡁでࡀࡇࡿࡍᢕᥱࢆᐙᗞのᐇែࡿࡍᚲせࢆᨭࠋࡓࡋࡲࡌ⏕ࡀど、ไ⣙࡞ࡿࢀ

も༑分࡚ࡋࡓࡋಖㆤ୍ࡓࡲ、り࡞ࡃࡋは㞴ࡇࡿࡍಖㆤ୍ࡋุ᩿ࢆで、ᚅ࡞

�ࠋࡓࡋࡲἣもあり≦࠸࡞ࡁでࡀࢺ࣓ࣥࢫࢭ࡞

�

�ࠐ ୗのዪᛶࢼࣟࢥࠕࠋࡍࡲ࠸࡚࠼り親ୡᖏもቑࡦࡿࡍ❓ᅔり、⏕άࡼ⚝ࢼࣟࢥ

のᙳ㡪ㄢ㢟㛵ࡿࡍ◊✲� ⥭ᛴᥦゝ （ࠖ2020 年 11 ᭶、ෆ㛶府）8では、2020ࠕ 年 4

᭶は㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅のዪᛶࢆ୰ᚰ就ᴗ⪅数はᑐ前᭶で⣙ 70 ேの減少（⏨ᛶの

⣙ 2 ಸ）࡞り、ዪᛶの㠀ປാຊே口はቑຍ（⏨ᛶの 2 ಸ以上）9'ࠋࡓࡋ ᛶᭀຊのࡸ

ቑຍ・῝้、ண期ࡠࡏዷፎのቑຍࡀᠱᛕ10、ࢀࡉ ᭶のዪᛶの⮬ẅ⪅数は㏿ሗ値で 851

ே、前年ྠ᭶ẚቑຍ率は 8も上ࠖࡿሗ࿌ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ�

�

�ࠐ 、ࡀ⪅のⱝࡃከࡓࡋ⫋で㐍学、就࡞社の࡚ࡋ㏥所ࢆ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等、ࡓࡲ

りࡓࡋ❓ᅔⓗ῭⤒ࡎࡅりാࡼඛのఇᴗ等ࢺࣂࣝりࡓࡋኻᴗ、࡞の⚝ࢼࣟࢥ

ᛴ⥭、ࡋᑐ⪅ⱝࡓࡋうࡇ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等ではࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆᙳ㡪࡞ࡲࡊࡲࡉ

ⓗᨭの手ࢆ差ࡋఙ࠸ࡓうሗ࿌もありࠋࡓࡋࡲ�

�

�������������������������
8�ෆ㛶府ࢼࣟࢥࠕୗのዪᛶのᙳ㡪ㄢ㢟㛵ࡿࡍ◊✲� ⥭ᛴᥦゝࠖ2020（௧和 2）年

KWWSV���ZZZ.JHQGHU.Jo.MS�NDLJL�NHQWo�FoYLG�19�VLU\o�SGI�WHLJHQ.SGI�
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�ࠐ ᆅᇦの࡞のㄢ㢟ࢆᢪࡿ࠼子どもࡸᐙ᪘ࢆ見Ᏺり、ᨭࡵࡓࡿࡍ、ཌ⏕ປാ┬は

2020 年 5 ᭶ࠕᨭᑐ㇟児童等見Ᏺりᙉᴗࠖᐇ施せ⥘ࢆⓎฟࡋ、子育࡚ᨭࢆ⾜

うẸ㛫ᅋయ等（子ども㣗ᇽ、ࡇどもᏯ㣗等）のࡀࣇࢵࢱࢫ、せಖㆤ児童ᑐ策ᆅᇦ協㆟

のᨭᑐ㇟児童等࡚ࡋⓏ㘓ࡿ࠸࡚ࢀࡉ子どものᐙࢆゼၥࡋ、≧ἣのᢕᥱࡸ㣗のᥦ౪、

学⩦・⏕ά指ᑟᨭ等ࢆ㏻ࡓࡌ子どもの見Ᏺりయไࢆᙉࠋࡓࡋࡲࡋࡇࡿࡍ�

¾ೂव的ጊ護౮็့ַ֭ࢬ 

�ࠐ 社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等の⫋ဨ、里親等は、ࢼࣟࢥ⚝の࡞、ឤᰁのᏳ⑂ᘢࢆᢪ࠼

᭱、ࡘࡘ 大㝈のឤᰁண㜵ᑐ策ࢆはりࡽࡀ࡞、社ⓗ養育ࢆᚲせࡿࡍ子どもࡓちの

ᨭ࡞ࡲࡊࡲࡉ、ࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࡅ⥆ࢆㄢ㢟ࡀ⾲ฟࠋࡓࡋࡲࡋ�

��2020ࠐ 年 3 ᭶の全ᅜ୍ᩧでのఇᰯせㄳの㝿は、児童養ㆤ施設ࡸẕ子⏕άᨭ施設

入所ࡿ࠸࡚ࡋ子どもࡓちࡀ᪥୰も学ᰯࡎࡅ⾜施設࠾り、ᛴ㑉、⫋ဨのࢆࢺࣇࢩㄪ整

ဨの㓄置ᇶ‽は⫋ももࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡓࡋᑐᛂࡋቑဨࢆဨ⫋ࡿ࠸᪥୰、ࡋ

24、ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ定ࢆἣ≦࡞༴ᶵⓗ࡞うࡼのࡇ 㛫、施設ࡿ࠸子どもࡓち㛵

ど、⫋ဨ࡞ࡿࡍṧᴗࢫࣅ࣮ࢧ࡚ࡗṧࡅり、ᐟ┤、ኪ᫂ࡓࡋ㏉上ࢆࡳఇ、ࡵࡓࡿࢃ

�ࠋࡓࡋࡲのሗ࿌もありࡔ࠸のࡋࡽࡀ࡞ࡅࢆ㈇ᢸ࡞ࡁ大

�ࠐ ࠸ちは施設ࡓは、就学期の子ども࡚࠸࠾ఇᰯせㄳの㝿のẕ子⏕άᨭ施設、ࡓࡲ

ࢆእฟ、ࡵࡓの㏻ᅬの就学前のஙᗂ児はಖ育所等ࡓࡲ、ࡵࡓẕ親は就ປの、ࡀࡓࡋࡲ

�ࠋࡓࡋࡲのヰもありࡓࡗࡋ㞴ࡀࡳ⤌の取りࡵࡓり、ឤᰁண㜵の࠾࡚ࡋ

�ࠐ 児童養ㆤ施設ࡸங児㝔等では、ឤᰁࣜࢆࢡࢫ㍍減ࡵࡓࡿࡍ、ᐙ᪘の㠃ࢆไ㝈ࡓࡋ

り、ࢫࣛ࢞㉺ࡋでの㠃ไ㝈ࢆࡿࡊࡏࢆᚓ࠸࡞≧ἣ࠸ࡓࡗ࡞うሗ࿌もありࠋࡓࡋࡲ�

�ࠐ ୍ಖㆤࡓࡋ子どもࡓちࢆங児㝔ࡸ児童養ㆤ施設でཷࡅ入ࡿࢀあ࡚ࡗࡓは、ࢼࣟࢥ

⚝の࡞で୍ࡀのឤᰁࣜࢆࢡࢫ㍍減ࡵࡓࡿࡍ、子ども୍ࢆ定期㛫、ู ᐊでཷࡅ入ࡿࢀ

࡞༑分ではࡀࢫ࣮࣌ࢫのవࡵࡓは୍ಖㆤの施設、ࡋࡋࠋࡍࡲり࡞ᚲせࡀࡇ

ࡀ定の⫋ဨ≉、ࡃ 24 㛫ᑐᛂ࡞ࡿࡍど、ᑐᛂⱞ៖࠸ࡓࡋうሗ࿌もありࠋࡓࡋࡲ�

�ࠐ ࡀࡁ里親ୡᖏはඹാ、ࡽࡉ 42.7％、∦ാࡀࡁ 里親委ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞37.9％

託ࡦࡿ࠸࡚ࡅཷࢆり親ୡᖏも 学ᰯࡸእฟ⮬⢔、࡞の⚝ࢼࣟࢥࠋࡍࡲり࡞12.9％

のఇᰯᥐ置ࡼり、ᅾᏯົのษり替ࡸ࠼ఇᴗࢆవࡓࢀࡉࡃ࡞里親も⏕ࡓࡌのሗ

࿌もありࠋࡓࡋࡲ�

�
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も࡚ࡗあἣ≦࡞ᅔ㞴࡞の⚝ࢼࣟࢥ、ಖ育所ではࡸ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設うࡼのࡇ�ࠐ

᭱大㝈のឤᰁண㜵ࢆᚭᗏࡓࡋう࠼で、子どもࡓちの⏕άࢆᨭࡀࡓࡋࡲࡁ࡚࠼、高㱋⪅施

設ࡸ㞀ᐖ⪅施設の⫋ဨᨭᘚࠕࡓࢀࡉ៘ປ㔠ࠖはᑐ㇟እࠋࡓࡋࡲࢀࡉ子どもはឤᰁࣜ

ᵝ、ឤᰁண㜵ྠ㞀ᐖ⪅施設ࡸ高㱋⪅施設、ࡀࡓࡋࡲࢀࡉ⏤理࡞ࡀࡇ࠸పࡀࢡࢫ

ࡳ㚷ࢆ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、ಖ育所の⌧ሙࡓࡁ࡚ࡗᢸࢆ子どもの育ち、ࡽࡀ࡞ࡋᚭᗏࢆ

�ࠋࡍࡲありࡀものであり、ㄢ㢟ࡿࡍ分᩿ࢆ福♴⫋ဨ、ࡿ

�

�ࠐ ⫋、ࡌ⏕ࡀり、⌧ሙではᥐ置㈝の減ࡼࡇࡓࡋ減少ࡀりᥐ置入所等ࡼ⚝ࢼࣟࢥ

ဨのฎ㐝のపୗ࡞どࡀㄢ㢟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞⌧⾜のᬻ定定ဨの取りᢅ࠸は、ᴗの⥅⥆

ᛶ大࡞ࡁᙳ㡪ࢆもࡍࡽࡓものであり、見┤ࡀࡋᚲせでࠋࡍ�

1施設上㝈）㈝⤒ࡋࡲりࡓࢀࡉᨭᘚで社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設⚝ࢼࣟࢥ、ࡽࡉ 800

、ᅜ り、2021（௧和࠾࡚ࡌ⏕ࡀ᱁差都道府県のᇳ⾜≧ἣࡿࡍᑐ（10�10 3）年

度のྛ✀ຍ⟬等の⿵ຓ率のኚ᭦あ࡚ࡗも都道府県で᱁差ࡀࡇࡿࡌ⏕ࡀᠱᛕࡲࢀࡉ

�ࠋࡍ
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�

 ҧ. ௗଢ଼֭ೂव的ጊ護֭ຎ֭־ሑ୶性  

୰㛫ࡵࡲでは、ࠕϨ㸬社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࢆ取りᕳࡃㄢ㢟ࠖ࠼ࡲࡩࢆ、以ୗ 8 Ⅼࡓࢃ

り、ᚋの社ⓗ養ㆤの取り⤌ࡳの᪉ྥᛶࢆ整理ࠋࡓࡋࡲࡋ�

ᙉࢆࡳ⤌ᚋ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、里親等では取り、もࢆの᪉ྥᛶࡳ⤌の取りࡇ

ᚲࢆไ度ᨵ㠉の᥎㐍は、社ⓗ養ㆤࡿࢀࢃ⾜で社ⓗ養育᥎㐍計画のも、ࡀࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ

せࡿࡍᙜ⪅のᛮࢆ࠸も、市༊⏫ᮧ、都道府県、ᅜ、࡚ࡋࡑ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、里

親等ࡧࡼ࠾ᙜ⪅ᅋయ等୍ࡀయⓗ・⥲合ⓗ取り⤌ࢇでࡤࢀࡅ࡞࠸ᐇ⌧でࡇ࠸࡞ࡁでࠋࡍ

⌧ẁ㝵でも市༊⏫ᮧ、都道府県ࡑ、࡚ࡗࡼの᪉ྥᛶࡸỈ‽᱁差ࡲࡩࢆࡇࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ

�ࠋࡍ重せでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆᨵၿ、ࡋド᳨政の㈐ົのも⾜ࡀయ⮬ྛ、࠼

（1）� ೂवᆵሓ֧֖֥֭ஸႷँՔႷँ֭෮ු 

（2）� ׁ֭֭֨֠ࡱ૫໗性֭॰保 

（3）� ๔ධ֭॰保֧ධࡿვམՔശ֭ू 

（4）� ׁ֭֨ଚጦዸ護֧ೂव的ጊ護౮็့֭ಱ֭୶එ 

（5）� ౦તྎ֭Ⴗ੫ँ֧児童ະཎസ့֧֭ᎌૢ 

（6）� ࣧཉ的Ք総的֩ೂव的ጊ護౮็体૩֭ଣྞ֖ 

（7）� ಛጵ౫࣍ 

（8）� ఖଳ֭॰保                                

�

 （1） ೂवᆵሓ֧֖֥֭ஸႷँՔႷँ֭෮ු  

�ࠐ 社福♴ἲேは、2016（ᖹᡂࡿࡍ᭷ࢆの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡽࢀࡇ 28）年の児童

福♴ἲᨵṇ࡞ど࠼ࡲࡩࢆ、ᐙᗞࡿࡅ࠾養育里親等のᨭࢆᙉࡉ、ࡇࡃ࠸࡚ࡋ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆࡇࡿはࢆ養育ᣐⅬのᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓ等の整ഛࡽ

�ࠐ ⬟高ᶵ࡚ࡋ社福♴ἲே、ࡃ࡞では࡚ࡋ施設༢య、࡚ࡋの᪉ྥᛶࡳ⤌の取りࡑ

・ከᶵ⬟ࢆᅗࡇࡃ࠸࡚ࡗで、ᐙᗞᖐࢆᨭࡿࡍᴗࡸ里親ᨭᴗࢆᢸ࠸࡚ࡗ

ົ⩏ࡵࡓࡿࡍᐇ施Ᏻ定ⓗࢆのᴗࡽࢀࡑ、࡚ࡏࢃあࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ期ᚅࡀࡇࡃ

、ࡵࡓのࡑࠋࡍ重せでࡀࡇࡿࡅࡁാう、ᅜ等ࡼࡿࡍಖ☜ࢆ※㈈࡞ᚲせ࡚ࡏࢃあ、ࡋ

ྛ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設は社福♴ἲே࡚ࡋ୰期⤒Ⴀ計画ࢆ策定ࡋ、高ᶵ⬟・ከᶵ⬟

ࢆはࡽࡉ、ࡇࡿᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓ等ࡑࡗ࠸ࢆう計画ⓗ㐙⾜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ

�ࠋࡍᚲせでࡀ

�ࠐ ᅾ、全ᅜྛᆅでᆅᇦබ⌧ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ᆅᇦの社福♴ἲே㛫の㐃ᦠも重せ、ࡓࡲ

┈άືの取り⤌ࢆࡳᙉࡵࡓࡿࡍ、社福♴ἲே社協の㐃ᦠ・協ാ࡚ࢀࡽࡵࡍࡍࡀ

子ࡿ࠼ᢪࢆのㄢ㢟࡞ᆅᇦのࢆࡳ⤌社福♴ἲேの㐃ᦠ・協ാの取りࡓࡋうࡇࠋࡍࡲ࠸

どもࡑࡸのᐙ᪘も広ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡆ大ษでࠋࡍᆅᇦの࡞の社福♴ἲே等の㐃ᦠ・

協ാࢆはり、ᙺࢆ࠸⿵ࡇࡿࡍで、ᆅᇦの࡞で子どもࡓちの育ちࢆᨭࡿ࠼
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�

�ࠋࡍࡲࡁでࡀࡇ

�

 Ғ ൚ਊኟँՔདࡰᇀైँ֧֒ב౫ևؓネبؖト֭੫ँ  

�ࠐ 社ⓗ養育᥎㐍計画では、社、もࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆ⌧ᐙᗞ養育ඃඛのཎ๎ࠖのᐇࠕ

ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡀᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓࢆはࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿの㌿期、

社福♴ἲே࡚ࡋព㆑ᨵ㠉࠸⾜ࢆ、యⓗᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓࢆ計画ⓗ᥎ࡍࡋ

�ࠋࡍᚲせྍḞでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡵࡍ

�ࠐ 社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設の⌧ሙ࡚࠸࠾は、୍ ேࡦりの子どものㄢ㢟ࡸ≧ែᛂࡓࡌ養

育のᐇ㊶ࡀồࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵ養育⎔ቃのᑠつᶍあ࡚ࡗࡓは、子どもࡀᏳᚰࡋᏳ定

でࡿࡁ子どものᒃሙ所࡙ࡃり࡞ࡸ✜⏕άの࣒ࣜࢬのᥦ౪ࡀ大ษでࡑࠋࡍのࡵࡓ、子

ども養育ࢆᢸう⫋ဨのಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡵࡓࡃの㛵ࢃりࡼࡀりồࠋࡍࡲࢀࡽࡵ�

�ࠐ 社ⓗ養ㆤ施設のᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓあ࡚ࡗࡓは、ᑓ㛛⫋の☜ಖ⫋ဨయไのᣑ

ࡀᚲせでࠋ୍ࡍ ேࡦりの⫋ဨࡀᏳ定ⓗ就ປ⥅⥆でࡼࡿࡁう、⫋ဨࡀാࢀࡽࡅ⥆ࡁ

はࢆဨのฎ㐝ᨵၿ等⫋ࡽࡉ、ࡇࡃ࠸࡚ࡋᑐᛂ᪉ᨵ㠉ࡁാ、ࡋ整ഛࢆປാ⎔ቃࡿ

ࠋࡍᚲせでࡀ㈈※☜ಖの᮲௳整ഛࡵࡓのࡑ、重せでありࡀࡇࡿ

�ࠐ ᑠつᶍ࡞養育ᣐⅬ、児童指ᑟဨಖ育ኈ࠸う⏕άᨭのᑓ㛛⫋はもࡼり、ᚰ理

⫋、┳ㆤ⫋、⮬❧ᨭ⫋ဨ、27�37、ᰤ養ኈ等の≉定のᑓ㛛⫋ࢆ㓄置・☜ಖࡇࡿࡍは

⌧ᐇⓗではありࠋࢇࡏࡲ社福♴ἲே全యで≉定のᑓ㛛⫋ࢆ☜ಖࡋ、ᑠつᶍ・ᆅᇦ分

ᩓࡃ࠸࡚ࡋ養育ᣐⅬ≉定のᑓ㛛⫋ࡀᕠᅇ指ᑟ等ࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆ、ᑠつᶍ࡞養育ᣐⅬ

�ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ᚲせࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᨭࢆ（等࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ）

�

�ࠐ ᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓは、࡞࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢど養育ᣐⅬࡀᆅᇦⅬᅾࡋ、ᑠつᶍ

ࡀ࡞ࡵࡍࡍࢆᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓࠋࡍࡲありࡀ等のᠱᛕࡿࡍであり、ᐦᐊࡇࡿ࡞

は、社福♴ἲேࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᢸಖࢆ子どものᶒ᧦ㆤ、ࡋಖ☜ࢆ養育ᐇ㊶の㉁、ࡽ

全యで⤫ᣓ（ࢺ࣮ࣞࢢࢸࣥ）ࡲࡘ、ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐、ࡋりࢬࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ

ᶵ⬟ࢆ高ࡀࡇࡿࡵᚲせྍḞでࠋࡍ�

�

�ࠐ 2019 年度のḟୡ代育ᡂᨭᑐ策施設整ഛ㔠ಀࡿ᥇ᢥ᪉㔪では、ձඃඛⓗ᥇

ᢥࡿࡍのはࠕᆅᇦᑠつᶍ、分ᅬᆺᑠつᶍ 、ࠖղ᮲௳ࡁで᥇ᢥはࠕ本య施設ᩜ୍ྠᆅ

ෆࡓࡲは施設ෆ 、ࠖճ᥇ᢥ࠸࡞ࡋのはࠕ大・୰・ᑠ⯋（ᑠつᶍࢣࣉ࣮ࣝࢢ以እ）の整

ഛࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ᚋは社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡇ、࡚࠸࠾の᥇ᢥ᪉㔪ࢆ理ゎࡋ、ព

㆑࡚ࡋᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓも、高ᶵ⬟・ከᶵ⬟のᴗࢆ✚ᴟⓗは࡚ࡗ

�ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆで、施設整ഛ㈝⿵ຓࡇࡃ࠸
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�

 ғ חצ՛֭ׯஸփׁ֧֭֨֜ऌ໖ַ֭౫֭࣍ഊಲ  

�ࠐ �、ཌ⏕ປാ┬は、ࢆࢫ࣮ࢣ࠸の高ࢬ࣮ࢽࢣ

�ሙ合࡞ᅔ㞴ࡀ里親等での養育、ࡽ⏤のၥ㢟等の理ື⾜ࡸのᚲせᛶࢣ་⒪ⓗ（

ᐙࡸᐙ᪘ࠖࠕど、年長の子どもで࡞ࡿࡍ㦂⤒ࢆ里親ㄪࡸయ㦂࣐࢘ࣛࢺᐙᗞෆでの（

ᗞ⎔ቃᑐࡿࡍᣄྰឤࡀᙉ࠸ሙ合であ࡚ࡗ、ᚰ理⫋ࡸ་ᖌ、┳ㆤᖌ࡞どのᑓ㛛⫋の

༶のᑐᛂࢆᚲせࢫ࣮ࢣࡿࡍ�

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋど࡞

࡚ࡏࢃあㄢ㢟ࢬ࣮ࢽの子どものࡑ、は࡚ࡋᑐ子ども࠸の高ࢬ࣮ࢽࢣࡓࡋうࡇ

⏕άᨭのᑓ㛛⫋ࡸ≉定のᑓ㛛⫋の༶のᑐᛂࢆᅗࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ、施設形ែ（本య）

子ど、ࡋ少ே数の⏕ά༢ࡅࡔࡿࡁも、でࡘࡘもありࡇࡿࡍ㞟合ࡀά༢⏕࡚ࡋ

もࡀᏳᚰ・Ᏻ定࡚ࡋ⏕άࢆႠࡿࡵᒃఫ✵㛫ࢆ整ഛࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ 全ᅜங児福♴協㆟（以ୗ、全ங協）では、ࢬ࣮ࢽࢣの高࠸ஙᗂ児ᐙ᪘の⠊ᅖࢆ、�

、ほᐹື⾜࡞ありᑓ㛛ⓗࡀ࠸は࠸ࡿあ、ࡿあࡀᯝ、㌟యⓗᚋ㑇⤖ࡓࡅཷࢆᚅ（

�ஙᗂ児ࡿࡍᚲせࢆㆤ┳࡞ᐦ⃰ࡧࡼ࠾

�ஙᗂ児࡞ᚲせࡀࢣ་⒪ⓗ、ࢣ࡞ᐦ⃰ࡸほᐹ࡞あり、ᖖのᑓ㛛ⓗࡀࡸ㞀ᐖ（

�ஙᗂ児࠸ࡋ㞴ࡀのᑐᛂࡑ、࠼ᢪࢆ養育の⤖ᯝ、ᚰ理・⢭神ⓗㄢ㢟࡞ᚅ等㐺ษ（࢘

⥅どで࡞୰ẘ、∗ẕ㛫ᭀຊ、ᚅの༴㝤ᛶ࣮ࣝࢥࣝ、≀⸆、親の⢭神ᝈࡽࡉ（࢚

⥆ⓗ࡞ᨭ、見Ᏺりࢆᚲせࡿࡍ∗ẕ�

�ࠋࡍでࡁࡿࡆ広ࢆᨭのᑐ㇟⠊ᅖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟࢆのᥦゝࡁࡍ

�

�ࠐ 子どもᐙ᪘のၥ㢟ࡀከ岐ࡓࢃり重⠜࡞ࡿ࠸࡚ࡋで、ࢬ࣮ࢽࢣの高࠸子ども

はࢆ高ᶵ⬟・ከᶵ⬟࡚ࡋは、社福♴ἲேࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᑐᛂᐙ᪘のㄢ㢟

ࡋయไ࣒࣮ࢳࢆ⫋ᑓ㛛ࡽࡉࠋࡍᚲせでࡀࡇࡿࡏࡉ上ྥࢆで、⫋ဨのᑓ㛛ᛶࡇࡿ

࡚ᣑࡑ、ࡋのᶵ⬟ᙉࢆはࡀࡇࡿᚲせでࠋࡍ�

㻌

� � � �ࠐ ㏆年、㞀、子どもࡓࢀࡉ委託里親等ࡸ子どもࡓࡋ入所社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡓࡲ

ᐖのあࡿ子ࡀቑࡃࠋࡍࡲ࠸࡚࠼、ẕ子⏕άᨭ施設࡚࠸࠾は、㞀ᐖのあࡿ子ども

⣙ࡀ 5 ᛴቑࡋ、ẕ親も '9 等ࡼりཝ࠸ࡋ⿕ᐖࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚ࡅཷࢆもከ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ

ẕ子⏕άᨭ施設の、ࡀࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆᨭࢀࡒࢀࡑ子ẕࠋࡍࡲ 1施設

あࡓりのᖹᆒ⫋ဨ数は⣙ 10 ேであり、⫋ဨ㓄置ᇶ‽のᢤ本ⓗᨵၿᑓ㛛⫋の㓄置ࡀᚲ

せでࠋࡍ�

�

� � � �ࠐ 㞀ᐖのあࡿ子どもࡑのᐙ᪘のᨭのࡵࡓ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、里親等は、児

童Ⓨ㐩ᨭࡸ࣮ࢱࣥࢭ㞀ᐖ児入所施設、㞀ᐖ児㏻所ᨭᴗ等の㐃ᦠࢆはり、ᨭ

యไࢆᵓ⠏ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᚲせでࠋࡍ�
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�

�
（ฟ）ཌ⏕ປാ┬ࠕ児童養ㆤ施設入所児童等ㄪᰝの概せࠖࢆも全社協సᡂ�

 Ҕ ஸႷँՔႷँ֭෮ු  

�ࠐ 取り高ᶵ⬟・ከᶵ⬟࡚ࡋ社福♴ἲே、ࡁ࡙もࠖ┈子どもの᭱ၿのࠕ

�ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆのᙺࡑ、ࡳ⤌

�ࠐ ⌧ᅾの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設の㏥所≧ἣࡿࡳࢆ、児童養ㆤ施設では༙数以上ࡀ、ங児

㝔࡚࠸ࡘは 63％以上ࡀ、ᐙᗞ養育のᖐ・里親委託等のᐙᗞ養ㆤの⛣⾜ࡗ࡞

ࡗ⾜ࢆのᨭ里親等養育ࡿࡅ࠾社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設は、ᐙᗞ、でࡍࠋࡍࡲ࠸࡚

�ࠋࡍࡲ࠼ゝࡀࡇう࠸ࡿ࠸࡚

�

� �
（ฟ）ཌ⏕ປാ┬ࠕ社ⓗ養育の᥎㐍࡚ࡅྥ （ࠖ௧和 2 年 10 ᭶）ࢆも全社協సᡂ�
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ᡶܖ„‒…․‧„‒‗

܇„‒‥‣„‒‣‗

ᚃ„‒‣‣…„‒․‗

˂の児童ᅦᅍ

ᚨ„‒‧  „‒‣‣‗ の˂„‒‥•․„‒ ‗

児童ᜱᚨⅺ↸ᡚↆ児童のཞඞ
≌ɶࡇ࠰•‥≋ （༢㸸ே、％）

（༢㸸％）�
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（ฟ）ཌ⏕ປാ┬ࠕ社ⓗ養育の᥎㐍࡚ࡅྥ （ࠖ௧和 2 年 10 ᭶）ࢆも全社協సᡂ�

�

�ࠐ ྍ、でありࡁࡿࢀࡉ࡞ࡳは᭱終手ẁࡇࡿࡏࡉ⬺㞳ࡽᐙ᪘の養ㆤࢆ児童ࠕ ⬟で

あ୍ࡤࢀⓗ࡞ᥐ置であࡁࡿであり、でࡿࡁ㝈り▷期㛫であࡁࡿであࠋࡿ（୰␎）

児童ࢆ親の養ㆤୗᡠࡀࡇࡍ児童の᭱ၿの┈࡞うࡁࡍุ᩿であࡿ ࡓࡋࠖ

ᅜ㐃ࠕ児童の代替ⓗ養ㆤ㛵ࡿࡍ指㔪ࠖࢆᐇ⌧ࡵࡓࡿࡍ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設は、

ᚋ、社福♴ἲே࡚ࡋ、ᐙᗞࡿࡅ࠾養育里親等のᨭࡽࡉࢆᣑࡃ࠸࡚ࡋᚲ

せࡀありࠋࡍࡲ�

�ࠐ ⌧ᐇ࡚ࡋᐙᗞᖐはࣜࡀࢡࢫకࠋࡍࡲ࠸ᐙᗞᖐᨭࡃ࠸࡚ࡵࡍࡍࢆあ࡚ࡗࡓ

は、親子㛵ಀの理ゎ、ᖐの㐺ษุ᩿࡞ᐙ᪘ᶵ⬟の⿵・ᅇࡓࡅྥ取り⤌ࡳ

࣮ࢱࣇ㏥所ᚋのࡓࡲ、のᐙ᪘の㛵ಀᛶのᵓ⠏ࡑ子どもࠋࡍ重せでࡀࢣ࣮ࢱࣇ

⫋ࡿࡍ᭷ࢆᑓ㛛ᛶ࠸高ࡿࡍ㛵ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࣮࣑ࣜࣇ、はࡵࡓࡿࡵࡍࡍࢆࢣ

ဨの☜ಖ・養ᡂࡀᚲせでࠋࡍ�

�ࠐ 里親等࡚࠸࠾も、ᚋはᐙᗞᖐࡓࡅྥ理ゎのඹ᭷ࢆᅗࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗᚲせで

あり、ࡑのࡵࡓも里親等ᑐࡿࡍ◊ಟ等のᐇࡀᚲせ࡞りࠋࡍࡲ�

�ࠐ 親子の୍ಖㆤのཷ託のಁ㐍ࡸண㜵ⓗ࡞ᐙ᪘ᨭ、ࡽࡉ、ࢣ࣮ࢱࣇ育児指ᑟࡸ

≉定ዷ፬のཷࡅ入ࢀ等࡚࠸࠾は、ࡃẕ子ಖ࡞どの㐃ᦠ・協ാもᚲせでࠋࡍ�

�ࠐ ẕ子⏕άᨭ施設は、ẕ子ᐙᗞのẕ親のㄢ㢟（'9、⢭神ᝈ、就ປ、⤒῭ⓗᅔ、ࡓࡲ

❓、⸆≀、ᛶ⿕ᐖ等）ᑐࡋ、㏥所ᚋのࢣ࣮ࢱࣇもྵࡵ、長期ⓗᨭࡀࡇࡿࡍ

ᚲせࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞、ẕ子ᐙᗞのᨭ࡚࠸࠾は⤒῭ⓗ࡞ᅔ❓等ᑐᛂࡓࡿࡍ

ࡿࡵ༨ࢆẕ子⏕άᨭ施設の入所⪅の༙数以上、ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞⟶所ࡀ福♴ົ所ࡵ

࠙ࣄࡊܼ

‣‣

……‗

܇

‥

‧‗

ᚃ

․ •

‣…‗

˂のᅈ˟

ᅦᅍᚨ

 ‥‥

‥…‗

の˂

‧‧

‥‗

ʐ児ᨈⅺ↸ᡚↆ児童のཞඞ≋‥•ࡇ࠰ɶ≌

（༢㸸ே、％）
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'9 児童は、福♴ົ所ࡵࡓう⾜ࢆẕ親のᨭ子どもࡓࡅཷࢆᚰ理ⓗᚅࡿࡼ

相ㄯ所のሗඹ᭷等ࢆはࡀࡇࡿྍḞでࠋࡍ�

�

�ࠐ 里親等のᨭࢆᣑࡵࡓࡿࡍは、社福♴ἲேの᭷ࡿࡍᶵ⬟ࢆⓎࡋ、ᆅᇦのᅪ

ᇦの࡞で社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設里親等のࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᵓ⠏ࡋ、㐃ᦠ・協ാࡍࡍࢆ

�ࠋࡍ重せでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡵ

�

�ࠐ 以上のࡼう࡞どⅬ❧ち、社福♴ἲேの高ᶵ⬟・ከᶵ⬟のᑐ㇟࡚ࡋ、ୗグの

ࡎㅮࢆ㈈政ᥐ置࡞Ᏻ定ⓗࡿࡼ㈝⤒ⓗົ⩏、ࡋไ度࡚ࡋ社福♴ᴗࢆᴗ࡞うࡼ

�ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡿ

�

 㕱Ӣऌᆲב੫ँ֘  

 ࡴಐᇱ୦ 

 بؖװח 

 ಛጵ౫࣍૱ब֭ప࿊Քू࿊ 

 ऌ໖௺ျ౫࣍ 

 ැႚസ౫࣍ 

 ״؊ח՛חצՔሞኴ౫࣍ 

 㕲Ӣጰැ့ַ֭౫ב࣍੫ँ֘  

 ؊ץب؟״מಈӡᆗਸ້ුՔؠפ؟՛ಈՒጰැଞೲՔء՛ץب 

ಈՒጰැ࡙༛෮ු့ಈՒጰැሞኴ့౫࣍ಈӢ 

 ඏ॔ಋ౫࣍ 

 ӽӢಛጵ౫ב࣍੫ँ֘  

 ුॺՔධ౫࣍ 

 ״؊ח՛חצՔሞኴ౫࣍ 

 ҕ ౦તྎׁ֭֨ऌᆵ౫֭࣍ธᅏ֭੫ँ  

 児童ऌ౫״بװ࣍՛ู֭ઇ的֩༛  

�ࠐ ᆅᇦの子どもࡓちの育ちࢆᨭࡵࡓࡿ࠼は、児童養ㆤ施設ࡸங児㝔、ẕ子⏕άᨭ施

設等ࡀ児童ᐙᗞᨭࢆ࣮ࢱࣥࢭ✚ᴟⓗཷ託・ᐇ施ࡇࡃ࠸࡚ࡋもᚲせでࠋࡍ子育࡚ᨭ

࣮ࢱࣥࢭのࡼう、児童ᐙᗞᨭ࣮ࢱࣥࢭも୍⯡ᆺࡸ㐃ᦠᆺࡓࡗ࠸㢮ᆺࡃࡘࢆり、

༢⊂でも⫋ဨࢆ㞠⏝ࡋᴗࡀᒎ㛤でࡼࡿࡁうࡿࡍも、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設࠾

も᭷ࡇࡿࡍう᳨ウࡼࡿࢀࡽࡅཷࢆ委託、ࡋ設置ࢆ㐃ᦠᆺ࣮ࢱࣥࢭも児童ᐙᗞᨭ࡚࠸

⏝でࠋࡍ�

�

�ࠐ ᆅᇦඹ⏕社の理ᛕのも、ᆅᇦࡿࡅ࠾ໟᣓⓗ࡞子どもᐙᗞ福♴ᨭᣐⅬ᭱ࢆも

㌟㏆࡞市༊⏫ᮧで᪩ᛴ整ഛࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᚲせでࡃࠋࡍᚅṚஸの 6ࡀ 0

㹼2歳のஙᗂ児であࡿ࠼ࡲࡩࢆࡇࡿ、子どもᐙ᪘ࡀ相ㄯᨭࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡅཷࢆ
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�ࠋࡍࡲࢀࡀᛴࡀࡇࡿࡍ整ഛ全市༊⏫ᮧࢆ子どもᐙᗞ福♴ᨭのᣐⅬ、ࡵ

�

�ࠐ 子どもᐙᗞ福♴ไ度ࡿࡅ࠾ሗの分᩿ᑐᛂの整合ࡇࡍࡃ࡞ࢆもᚲせでࠋࡍ都

道府県⾜政市༊⏫ᮧ⾜政の㛫のᑐᛂの整合ࡍࡃ࡞ࢆも、せಖㆤ児童ᑐ策ᆅᇦ

協㆟のᶵ⬟ࢆάࡋ、福♴、ಖ、་⒪、ᩍ育࡞どㅖไ度の⦪りࢆゎᾘࡇࡃ࠸࡚ࡋ

ࡅࡔ⪅子どもᐙᗞ福♴㛵ಀ、࡚ࡅྥᐙ᪘のᨭᆅᇦの子ども、ࡓࡲࠋࡍᚲせでࡀ

ではࡃ࡞、ྖἲ、㆙ᐹ等㛵ಀ⤌⧊・ᶵ㛵、市Ẹᅋయ等ࡀᶓ᩿ⓗ㐃ᦠ・協ാ࡚ࡋᑐᛂࡋ

�ࠋࡍもᚲせでࡇࡃ࠸࡚

 

 Җ ጰැ့ַ֭ህউ的֩౫֭࣍੫ँ  

�ࠐ 里親の☜ಖ、育ᡂは㏵就ࡤࡓ࠸りで2019ࠋࡍ（௧和ඖ）年度のࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇᶵ

㛵の⿵ຓ㔠ᐇ⦼ሗ࿌ではࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇᶵ㛵のయไ整ഛ࡚ࡋは、4ᴗ（ձ࣮ࣜࣝࢡ

ண⟬☜ಖも⮬య、ࡃከࡀ未ᐇ施࡚ࡋ㛵（ճ委託、մゼၥᨭ、ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺղ、ࢺ

で大࡞ࡁ᱁差ࡀありࠋࡍࡲᚋ、ᴗࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇࡸᶵ㛵のᣑ、࡚ࡋࡑẸ㛫委託ࢆ

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡵࡍࡍ

�ࠐ 社福♴ἲேࡀ里親等のᨭࢆᣑࡃ࠸࡚ࡋあ࡚ࡗࡓは、ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇᶵ㛵の

ཷ託ࡀࡇࡿࡵࡍࡍࢆᚲせで2019ࠋࡍ（௧和ඖ）年度のࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇᴗᐇ施≧ἣで

は、児童相ㄯ所等⮬య┤Ⴀࡀ 120 ࡀ所、社福♴ἲே等Ẹ㛫ཷ託 102 所（うち社

福♴ἲேࡀ 51 ࡓࡁ࡚ࡗᇵࡀで社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等ࡲࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞（所

ᑓ㛛ᛶࢆ里親等のᨭάࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋも、社福♴ἲே等のẸ㛫ࡀ✚ᴟⓗཷ託

�ࠋࡍ重せでࡀࡇࡿࡍ

�

�ࠐ 㐃⤡・ㄪ整ࡸᶵ㛵ྠኈのሗඹ᭷ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇࡿࡍ㛵ᶵ㛵の㐠Ⴀࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ

ࡓࡃ࠸࡚ࡆ上ࡁᘬࢆᑐᛂຊࠖࠕࡸᑓ㛛ᛶࠖࠕᶵ㛵のࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇࡓࡲ、ᚲせでありࡀ

㉁のྥ上ࡸᶵ㛵のᖹ‽ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇࠋࡍ大ษでࡀಟ等◊のయไのᙉࡑ、はࡵ

等ࢆᅗࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ、全ᅜⓗ࡞㐃⤡協㆟࡚ࡋの⤌⧊もᚲせࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞�

�ࠐ 里親等࡚ࡗも、社福♴ἲே等の㐃ᦠ・協ാࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀで、子ども本

ேࡸ子どもの㛵ಀᛶㄢ㢟ࡓࡌ⏕ࡀ㝿ᨭࡀࡇࡿࡅཷࢆでࠋࡍࡲࡁங児㝔ࡸẕ子

⏕άᨭ施設等は親子ᨭのࢆ࢘ࣁ࢘ࣀ᭷ࡽࡇࡿ࠸࡚ࡋ、里親等ࡀᢪࡲࡊࡲࡉࡿ࠼

ࣞ、りࡓࡋࢫࣂࢻࢆのᑐᛂㄢ㢟࡞ ࡽࡉࢆ⬟ᶵࡿࡍりࡓࡋᐇ施ࢆࢣ・ࢺࣃࢫ

ᣑࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ 子ども里親等の㛵ಀᛶ㛵ࡋ、養育ࠕㄪࠖ等の≧ἣࡼ࠸࡞ࡽ⮳うࡓࡃ࠸࡚ࡋ

ࢵ࣐での࠼うࡓࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭࡓࡋりࡗࡋ、ࡿࡼᶵ㛵ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ、もࡵ

ࣇは、児童相ㄯ所・市༊⏫ᮧ⾜政ࡵࡓのࡑࠋࡍ大ษでࡀ委託ᚋのゼၥᨭࢢࣥࢳ

�ࠋࡍࡲり࡞ᚲせࡀの㐃⤡・ㄪ整ᶵ㛵ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛
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 （2） ׁ֭֭֨֠ࡱ૫໗性֭॰保  

�ࠐ 社ⓗ養育ࡀᚲせ࡞子どもࡓちのᨭᑐ࡚ࡋは、子どもの育ちの⥅⥆ᛶ࠼⪄ࢆ、

ᆅᇦの社㈨※であࡿ子どもᐙᗞ福♴㛵ࡿࡍ⤌⧊・ƫ 㛵୍ࡀయⓗᑐᛂࡇࡃ࠸࡚ࡋ

�ࠋࡍᚲせでࡀ

�

�ࠐ 子どもの育ち࡚ࡋ⥆⥅ࢆᨭࡵࡓࡃ࠸࡚࠼、ẕ子ಖ（≉定ዷ፬のᨭྵࡵ）ࡽ、

ಖ育、࡚ࡋࡑ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡸ里親等、N32 重せࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ㐃ᦠ・協ാࡀど࡞

でࠋࡍ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等での養育はもࡼり、子どもࡓちࡀᐙᗞᖐࡓࡋᚋࡸ里

親委託ࡓࢀࡉᚋ、࡚ࡋࡑ子どもࡓちࡀ施設ࡽ༞所ࡓࡋᚋも社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等ࡀ

�ࠋࡍ重せでࡀࡳ⤌取りࡃ࠸࡚ࡋり、ᨭࢃ㛵࡚ࡋ⥆⥅

�ࠐ 子どもࡓち୍ேࡦりࠕ子育࡚ᨭࣥࣛࣉ ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆࡇࡿࡍసᡂࠖࢆ

ありࠋࡍࡲ子育࡚ᨭᑓ㛛ဨࡀ児童ᐙᗞᨭ࣮ࢱࣥࢭ置࡙ࢀࡽࡅ、指ᑟ委託ࡅཷࢆ

�ࠋࡍもᚲせでࡇࡃ࠸࡚ࡋᐇ施ࡽࡉࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋసᡂࢆࣥࣛࣉࢣ子どものࡓ

�

�ࠐ ᐙᗞ⎔ቃの㞴ࡸࡉࡋ養育上のㄢ㢟ࡽ社ⓗ養ㆤのᨭࡀ長期ࡿࡍ子どもࡀቑ࠼

�ࠋࡍࡲ࠸࡚

� � 子どものពᛮࡸᕼᮃ等ࢆ༑分ࡁ⪺取り、社福♴ἲேෆのங児㝔ࡸ児童養ㆤ施設

⮬ࡽࡉ、里親ࡽᶵ㛵ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇἲேෆの、࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇἲேෆの、ࡽ

う、社福♴ἲே全ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࣒࣮࣍ຓ❧⮬ࡸ࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡅྥ❧

యで子どもの育ち࡚ࡋ⥆⥅ࢆᨭ᳨ࢆࡇࡃ࠸࡚࠼ウࡿࡍᚲせࡀありࠋࡍࡲ�

�ࠐ ࢀࡉุ᩿㐺ษࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋでᨭࡲࡲᅾᏯのࠕ、ではࣥࣙࢪࣅ社ⓗ養育、ࡓࡲ

のᨭᐙᗞ࡞ᚲせࡀᅾᏯᨭ࡞ど、㞟୰ⓗ࡞ᐙᗞࡓ࠼ᢪࢆࢡࢫのࣜࢺࢡࣞࢢࢿࡸᚅࡿ

はࠗᅾᏯᥐ置࡚࠘ࡋ、ࠗ 社ⓗ養ㆤ࠘の୍部置࡙ࡅ、児童相ㄯ所ࡀ児童福♴ἲ

➨ 27�᮲➨ 1�㡯➨ のሙ合ࡇࠋࡿࡍものࡴྵのᥐ置࡚ࡋ政ฎ分⾜ࡃᇶ࡙2�ྕ

は、ᐇ㝿のᨭは市༊⏫ᮧࡀ㞟୰ⓗ⾜う࡞ど、ᅾᏯでの社ⓗ養ㆤ࡚ࡋのᨭࢆᵓ

⠏ࡑ、ࡋの᪉ἲㄽࢆⓎᒎࡃ࠸࡚ࡏࡉᚲせࡀあࠋࠖࡿ ᚲせࢆᨭࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᥦ㉳

࡚ࡋウ᳨ࢆᅾᏯᥐ置ࠖのලయ策ࠕ、ࡵࡓࡿ࠼でᨭ࡞ᆅᇦのࢆちの育ちࡓ子どもࡿࡍ

�ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸

�

�ࠐ 子どもࡀᆅᇦの࡞で⥅⥆࡚ࡋ育ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗは、ᆅᇦの࡞の㛵ಀᶵ㛵ࡀㄢ㢟ࢆ

ඹ᭷ࡋ、⥲合ⓗどⅬ࡚ࡗ❧㐃ᦠ・協ാࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀありࠋࡍࡲ⌧ᅾ、子ども・子育

࡚㆟せಖㆤ児童ᑐ策ᆅᇦ協㆟は㐃ᦠࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ、ᆅᇦの࡞で子どもの育ち

の部ࡇ、りࡃࡘࢆ部ち、子ども・子育࡚㆟のも❧うどⅬ࠸ࡃ࠸࡚࠼ᨭࢆ

�ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆせಖㆤ児童ᑐ策ᆅᇦ協㆟の㐃ᦠ・協ാ

�
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�

 （3） ๔ධ֭॰保֧ධࡿვམՔശ֭ू  

�ࠐ 社ⓗ養育ࢆᚲせࡿࡍ子どもࢆ㐺ษᨭࡋ、社ⓗ⮬❧ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ

は、ᑓ㛛ᛶのあࡿ⫋ဨの㓄置のᣑ等、ᢤ本ⓗ࡞ປാ⎔ቃ、ฎ㐝のᨵၿࡀᚲせྍḞ

でࡽࡉࠋࡍ、社福♴ἲே࡚ࡋ高ᶵ⬟・ከᶵ⬟ࢆᅗࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ、社福

♴ἲே児童福♴ྖࡸಖ育ኈࢆはࡓࡋࡵࡌᑓ㛛⫋の㓄置ࢆᣑࡏࡉ、ᑓ㛛ᛶのྥ上

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᣑࢆయไ࣒࣮ࢳの࡚ࡋ⫋ᑓ㛛、もࡿᅗࢆ

�

�ࠐ 子どもࢆ㐺ษ養育ࡃ࠸࡚ࡋ⎔ቃࢆᵓ⠏ࡵࡓࡿࡍは、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡑࡀの

ᑓ㛛ᛶࢆⓎࢀࡒࢀࡑ、ࡋの子どもあࡁ࡚ࡏࢃち࠸⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭࢇ、⮬❧ᨭ

計画ࢆ策定ࡋ、ᚲせᛂ࡚ࡌ⮬❧ᨭ計画ࢆ見┤ࡋ、ᨵ定ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᚲせでࠋࡍ

定≉ࡸ⫋ᑓ㛛ࡿࡁᐇ施で࡚ࡋ⥆⥅ࢆᨭ࡚ࡋᑐちࡓ子どもࡓࡋうࡇ、もࡵࡓのࡑ

のᑓ㛛⫋の育ᡂࡀႚ⥭のㄢ㢟でࠋࡍ�

子どもの᭱ၿの┈のಖ㞀のほⅬࡸࢺ࣓ࣥࢫࢭࡽ⮬❧ᨭ計画の理ゎ、手ἲ

の◊ಟ等はᚭᗏ࡚ࡋ⾜うᚲせࡀありࠋࡍࡲ�

�

�ࠐ ᐙᗞᖐᨭࡵࡓࡿࡵࡍࡍࢆは、ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࣮࣑ࣜࣇのᑓ㛛ᛶのあࡿே

ᮦࡀᚲせでࡓࡲࠋࡍ、ங児㝔ࡸ児童養ㆤ施設、ẕ子⏕άᨭ施設等は㞀ᐖのあࡿ子

どもࡓちの入所もከࢬ࣮ࢽࢣ、ࡃの高࠸子どもࡸᐙᗞのᨭࡵࡓࡿࡵࡍࡍࢆのᑓ

㛛ᛶࡀㄢ㢟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ᑓ㛛ᛶのあࡿேᮦࢆ☜ಖ・育ᡂࡵࡓࡿࡍは、◊ಟ等の

ேᮦ育ᡂの取り⤌ࡀࡳྍḞであり、ࡑの㈈政ⓗ࡞ࡀࡅᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ ᅜࡿ࠸࡚ࡵࡍࡍࡀ施設のᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓࡸ高ᶵ⬟・ከᶵ⬟࡚ࡅྥは、

⫋ဨ㓄置のᣑேᮦ☜ಖࡀᚲせྍḞでࠋࡍ�

⌧ᅾの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設のண⟬は、ຍ⟬ࡼり里親ᨭᑓ㛛相ㄯဨࡸᐙᗞᨭᑓ

㛛相ㄯဨ、ᇶᖿ⫋ဨ、ᚰ理⫋、┳ㆤᖌ、⫋ᴗ指ᑟဨ等ࡀ㓄置ࡽࢀࡇ、ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ

ࡿࡁ数㓄置で「࡚ࡌᛂ所数ᣐⅬࡓࢀࡉᑠつᶍ、ࡋᇶ本㓄置（ṇつ⫋ဨ）ࢆ

社ⓗ養ㆤ㛵ಀࡸり、⮬యࡓࢃከ岐ࡀண⟬㡯目ࡓࡲࠋࡍᚲせでࡀࡇࡿࡍうࡼ

施設等での理ゎࡀ༑分࡞≧ἣありࠋࡍࡲໟᣓⓗ࡞ண⟬設定ᰂ㌾࡞ά⏝の᪉㏵の

ලయࡀᚲせでࠋࡍ�

� �

�ࠐ 県でᅾはᅜ⌧ࠋࡍᶵ㛵の㈈政のᏳ定のどⅬもᚲせでࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ 1�2 ⿵ຓ

のయࡵࡓのࡑࡸᴗࡁᢸうࡀᶵ㛵ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇは࡚ࡗࡼり、都道府県࠾࡚ࡗ࡞

ไ☜ಖࡸࢺ࣮ࣝࢡࣜ、ࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉࡀேᮦ養ᡂᴗࡀᐇ施ࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ、里親委託ࡀ

ᶵࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ、࡚ࡗࡓあࡿࡵࡍࡍࢆ里親委託ࠋࡍࡲもありࢁࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜

㛵のᴗࡸேဨయไᙉはᚲせྍḞであり、⿵ຓ率のࡉ上ࡀࡆᚲせで2021）ࡍ（௧

和 3）年度ࡼり 2024（௧和 6）年度末ࡲでࢆ㞟୰取⤌期㛫࡚ࡋ、⿵ຓ率ࢆ 1�2 ࡽ

2�3 �ࠋ（ࡆ上ࡉ

�
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�

�ࠐ ࡋ社福♴ἲேࢆయไࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆ養育ᣐⅬ࡞ᑠつᶍ、ᛴ、⅏ᐖ⥭ࡽࡉ

࡚ᵓ⠏ࡇࡃ࠸࡚ࡋもᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ 2020（௧和ඖ）年は、ཌ⏕ປാ┬ࠕ子どもᐙᗞ福♴㛵ࡋᑓ㛛ⓗ࡞知㆑・ᢏ⾡

ࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࡿࡍ㛵の㈨㉁のྥ上策ࡑう⪅の㈨᱁のᅾり᪉⾜ࢆᨭࡿࡍᚲせࢆ

での᳨ウの⤖ᯝ、2021（௧和ࣉ࣮ࣝࢢࢢࣥ࢟の࣮࣡ࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡉ設置ࡀࠖࣉ࣮ࣝ 3）

年 2᭶ 2᪥は、୧ㄽేグの形でࠕりࡀࠖࡵࡲබ⾲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ�

社ⓗ養ㆤࡿ㈨᱁㛵࡚ࡋは、新࠸ࡋ㈨᱁ࡿࡃࡘࢆのではࡃ࡞、ಖ育ኈྵࢆ

♴㈨᱁は、子どもᐙᗞ福ࡿࡍ᭷ࢆ⾡ᑓ㛛ⓗ知㆑・ᢏࠋࡍでࡁう⾜ࢆ⦆㈨᱁のࡓࡵ

全分野ࡇ、ࡋうࡓࡋேᮦࢆⓏ㘓ࡋ、子どものᶒࢆᏲり、㉁ࢆ☜ಖࡵࡓࡿࡍも、

⩏ົⓗ࡞◊ಟࢆ⾜うも᭦新の⤌ࡳもᚲせでࠋࡍ�

 

 （㕴） ׁ֭֨ଚጦዸ護֧ೂव的ጊ護౮็့֭ಱ֭୶එ  

�ࠐ 社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡸ里親等࡚࠸࠾は、ࡲࢀࡇで以上子どものᶒࢆ᧦ㆤࡿࡍ

取り⤌ࢆࡳព㆑࡚ࡋ⾜うࡀࡇᚲせࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ子どものᶒ᮲⣙では、子ども

ᶒのࡿࡍᶒ、մཧຍࡿࢀࡽᶒ、ճᏲࡘᶒ、ղ育ࡿࡁ⏕ձちࡓ 4 ཎ๎ࢆಖ㞀

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉうつ定ࡼࡿࡍ

�

�ࠐ 子どもࡓちは、Ẽ等でࢆዣࡼ࠸࡞ࢀࢃうࡸࡇࡿࡍ、Ẽࡓࡋࢆࡀࡅࡸ

ࢀࡽ取ࡀᥐ置࡞ᚲせࡵࡓࡿࡁ⏕ࡀど、子ども࡞ࡿࡅཷࢆ་⒪ᶵ㛵で⒪ࡄࡍはࡁ

ᡂࡸ、ࡽࡀ࡞ࡅཷࢆᩍ育࡞ᚲせࡓࡲ、ありࡀᶒࠖࡿࡁ⏕ࠕࡿࡍಖ㞀ࢆࡇࡿ

長ࠕࡃ࠸࡚ࡋ育ࡘᶒࠖࡀありࡓࡲࠋࡍࡲ、あࡿࡺࡽ✀㢮のᚅࡸᦢ取ࡽ子どもࢆ

Ᏺり、ᖹ等ಖㆤࠕࡿࢀࡉᏲࡿࢀࡽᶒࠖࢆ᭷ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࡸ里

親等では、ࡇうࡓࡋᇶ本ⓗ࡞子どものᶒのಖ㞀も、子どもの᭱ၿの┈は

ఱ࠼⪄ࢆ、୍ேࡦりの子どものࢬ࣮ࢽあࡓࡏࢃ養育ࢆᢸࡃ࠸࡚ࡗᚲせࡀありࡲ

�ࠋࡍ

�

�ࠐ 里親等ࡸ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、も子どものᶒのಖ㞀࡞上㏙のᇶ本ⓗࡃ

でᚋ、ព㆑ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋは、ࠕཧຍࡿࡍᶒࠖのಖ㞀でࡤ࠼ࡓࠋࡍ⮬❧ᨭ

計画のసᡂ࡚࠸࠾、子ども⮬㌟のཧ画ࢆᚲ㡲࡞ࡿࡍど、ᨭのࢫࢭࣟࣉ子ども

本ேのពᛮࡸព見ࡀᫎࡿࢀࡉ⤌ࢆࡳᵓ⠏ࡿࡍᚲせࡀありࠋࡍࡲ�

�

�ࠐ 施設ෆᚅの㜵Ṇࡸ子ども㛫のᛶⓗᚅの㜵Ṇの取り⤌ࡽࡉ、ࡳは /*%7 の㓄៖

等もồࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࢆ᭷ࡿࡍ社福♴ἲேࡸ里親等では、子

どもࡓちのᶒࢆ᧦ㆤࡋ、子どもࡓちの育ちࢆಖ㞀࠸ࡿࡍうどⅬで取り⤌ࢆࡳᙉ

�ࠋࡍ重せでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ

�
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�

�ࠐ 社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等の㉁のྥ上の3、ࡵࡓ年୍度の➨三⪅ホ౯のཷᑂࡀ⩏ົ࡙

௧和）2020ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡅ 2）年度は➨ 3期ཷᑂ期ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞（新ᆺ࢘ࢼࣟࢥ

➨りࡼ⚝ࢫࣝ 3期は 1年ᘏ長ࢀࡉ 2021 年度ࡲで）、ホ౯ᶵ㛵ࡸ施設のഃのㄢ㢟も

あり、形ᘧ࡚ࡋ㉁のྥ上のࡵࡓのホ౯⤖ᯝ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞の指もありࠋࡍࡲ➨

三⪅ホ౯ᴗのព⩏ࢆあ࡚ࡵࡓࡽᤊࡋ┤࠼、㉁のྥ上ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ ࠋࡍㄢ㢟でࡀࡃ࠸࡚ࡗどうᅗࢆ里親等の㉁の☜ಖ、ࡀࡍࡲ࠸࡚࠼ቑࡀ里親等ࡽࡉ

ࡀ‽は➨三⪅ホ౯ᇶ࡚ࡋ㛵࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇ 2012（ᖹᡂ 24）年㏻知ࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ

ᖹᡂ）2018、ࡀ 30）年は のࡇࡿᐙᗞࠖであࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲど所のཷᑂ1

㞴ࡉࡋはありࡀࡍࡲ、子どもࡓちのᶒࢆᏲࡵࡓࡿ、ᐦᐊࡼ࠸࡞ࡋうእ部の㛵

のあり᪉᳨ࢆウࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀありࠋࡍࡲ�

�

 （㕵） ౦તྎ֭Ⴗ੫ँ֧児童ະཎസ֧֭။  

�ࠐ ⌧ᅾの⿕ᚅ児のᛴቑࡸ῝้等ᑐࡋ、児童相ㄯ所はึ期ᑐᛂ㏣࠾࡚ࢀࢃり、

⌧ᐇ࡚ࡋ子どもࡓちのಖㆤ、ᨭ等のᙺࡲで༑分ᯝࡇࡍࡓは㞴࠸ࡋ≧ἣୗ

ありࠋࡍࡲ�

�

�ࠐ 子どもࡓちの育ちࢆᆅᇦでᨭࡵࡓࡿ࠼は市༊⏫ᮧのᶵ⬟ᙉࡀ重せでࠋࡍಖㆤࢆ

ᚲせࡿࡍ子どもࢆ市⏫ᮧࡀ児童相ㄯ所協ാ࡚ࡋᨭࡃ࠸࡚ࡋ⤌ࢆࡳᵓ⠏ࡿࡍᚲ

せࡀありࠋࡍࡲ子どもᐙ᪘のㄢ㢟のⱆࡀᑠ࠸ࡉうちⓎ見ࡋ、ᨭࢆᚲせ࠸࡚ࡋ

�ࠋࡍᚲせでࡀ㛵࡞う✚ᴟⓗ࠸ࡃ࠸࡚ࡋ㛤始ࢆᨭᐙᗞࡿ

児童、もࡿࡍ㐍ಁࢆも、市༊⏫ᮧ子どもᐙᗞ⥲合ᨭᣐⅬの設置ࡵࡓのࡑ

ᐙᗞᨭ࣮ࢱࣥࢭの設置ಁࢆ㐍ࡋ、ᶵ⬟ࢆᙉࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀありࠋࡍࡲ�

�

�ࠐ 児童相ㄯ所のあり᪉ࡀᅜで᳨ウࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ、児童相ㄯ所ࡀᑐᛂࡿࡍ㐺ṇே口は

どのࡑ、࠸ࡽࡃのࡵࡓయไࢆどうᵓ⠏ࡿࡍの࡞ど、࡞ࡲࡊࡲࡉほⅬで᳨ウࡍ

�ࠋࡍでࡁ

ᚋは、児童相ㄯ所は相ㄯࡅཷࢆཷࡿࡅᶵ⬟ᚅᐙᗞの入ᶵ⬟、࡚ࡋࡑ

社福♴ἲே等、Ẹ㛫ᶵ㛵ࡿࡼᨭࢆ⟶理⤫ᣓࡿࡍᶵ⬟≉ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ、ࡋ

⮬、ࢣ࣮ࢱࣇ、ᨭ計画の策定・ᨵ定❧⮬、ࢺ࣓ࣥࢫࢭ、ಖㆤ児の養育୍ࡸ

❧ᨭ等のᴗࢆ、Ẹ㛫ᶵ㛵（社福♴ἲேࡸ㹌㹎㹍等）のᴗࡋ、㐃ᦠ・協ാࡋ

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚

�

�ࠐ 児童相ㄯ所のᚰ理⫋ࡀᚅ㏻࿌ᑐᛂ㏣࡚࠸࡚ࢀࢃ、ᆅᇦの࡞ฟ࡚ࡇ࠸࡞ࡅ࠸

ࡿࡍウ᳨のࡿࡅ࠸࡚ࡋどう㑏ඖᆅᇦࢆᑓ㛛ᛶࡿ࠸࡚ࡗᚰ理⫋のもࠋࡍもㄢ㢟で

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡿはࢆቑဨ、も

�
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�

�ࠐ 福♴ົ所児童相ㄯ所の㐃ᦠࡃ࡞ࡀሗࡀඹ᭷ࡼࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉり、子ども

等の☜ㄆどうࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᐖ⿕9'ࡀẕ親࡚࠸࠾ᐙᗞࡓࢀࡉᚅ等で୍ಖㆤࡀ

ࡁࡿ࡞㇟ẕ子⏕άᨭ施設のᨭᑐ、ࡃ࡞ࡀ '9 ⿕ᐖ⪅ࡸ⢭神㞀ᐖのあࡿẕ子ࡀẕ

子⏕άᨭ施設ᥐ置ࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࢀࡉも⏕ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌᥐ置᥍࠼等ࡼり、ẕ子

⏕άᨭ施設ᥐ置ࡁࡿࢀࡉẕ子ᐙᗞ࡞どࡀẸ㛫࡞ࢺ࣮ࣃどࢆ⤂ࢫ࣮ࢣࡿࢀࡉ

もありࠋࡍࡲ福♴ົ所児童相ㄯ所の㐃ᦠ・協ാࢆᅗࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗᚲせでࠋࡍ�

�

 （㕶） ࣧཉ的Ք総的֩ೂव的ጊ護౮็体૩֭ଣྞ֖  

�ࠐ ᚋ、社ⓗ養育᥎㐍計画の᥎㐍のも、里親等の委託ࢇࡍࡍࡀでࡿࡍࡃ࠸、

ከࡃの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設では定ဨつᶍࢆ⦰ᑠࢆࡿࡊ࠸࡚ࡋᚓࡓࡗ࠸࠸࡞⎔ቃኚ

ࡀ定ࡑࠋࡍࡲࢀࡉの10、ࡵࡓ 年࡚ࡗࡓࢃ社ⓗ養育᥎㐍計画ࢆලయࡃ࠸࡚ࡋ

・ᚋの施設のᙺ、࠸合ࡁྥのἲேの⤒Ⴀㄢ㢟ࡽ⮬で、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設は࡞

ᶵ⬟ᑐࡿࡍ᪉ྥᛶࢆᡴちฟࡽࡀ࡞ࡋ、計画ⓗ࡞取り⤌ࢆࡳᅗࡀࡇࡃ࠸࡚ࡗồࡽࡵ

�ࠋࡍࡲࢀ

�

�ࠐ ᑗ᮶ࡿࡓࢃ社ⓗ養ㆤࢆ取りᕳࡃ≧ἣࢆ見ᤣ࠼、ᶓ᩿ⓗ・⥲合ⓗ施設య⣔のあ

り᪉ࢆ見┤ࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀありࠋࡍࡲ全ᅜ児童養ㆤ施設協㆟（以ୗ、全養協）、全

ங協ではᨵṇ児童福♴ἲの取り⤌ࡳの᪉ྥᛶㄢ㢟ࢆ整理ࡵࡓࡿࡍ≉᳨ูウࢆ設

置ࡋ、ሗ࿌ࢀࡎ࠸ࠋࡓࡋࡲࡵࡲࢆも、ᨵṇ児童福♴ἲの理ᛕࢆ⌧ሙᐇ㊶࡚ᐇ⌧ࡋ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞の᪉ྥᛶは重ࡑ、り࠾࡚ࡋࡃ࠸࡚

�

�ࠐ 全ங協では、ࠗࠕஙᗂ児⥲合ᨭ࡚ࠖࡋࡊࡵࢆ࣮࠘ࢱࣥࢭ（ங児㝔のᚋのあり᪉

᳨ウ委ဨ� ሗ࿌᭩、2019（௧和ඖ）年 9᭶）の࡞でࠕஙᗂ児⥲合ᨭ࣮ࠖࢱࣥࢭ

のᐇ⌧ࢆᥖࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆ、社ⓗ養育ࣥࣙࢪࣅのᕤ⛬࡚࠸࠾も、2021（௧和 3）

年ࢆ目㏵ங児㝔のྡ⛠ኚ᭦ࢆ⾜うࡀࡇグ㍕ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉஙᗂ児⥲合ᨭࣥࢭ

ゎࢆ࣐ࢢࢸࢫ、ࡵ高ࢆࢫࢭࢡで、相ㄯᨭのࡇࡃ࠸࡚ࡅࡁാࢆ⌧のᐇ࣮ࠖࢱ

ᾘࡀࡇࡿࡍでࠋࡍࡲࡁ�

�

�ࠐ 全養協では、ࠕᚋの児童養ㆤ施設ồࡿࢀࡽࡵものࠖ（児童養ㆤ施設のあり᪉

㛵ࡿࡍ≉ู委ဨ� ➨ 1ḟሗ࿌、2019（௧和ඖ）年 11 ᭶）の࡞で、施設の高ᶵ⬟

⮬のಖ㞀ࡋ࠾࡞りの育ちࡦ子ども୍ேࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᥦ㉳ࢆࡳ⤌ከᶵ⬟の取り

❧ᨭのಶู養育ᶵ⬟、ேᮦ育ᡂࢆはࡿࡍࡵࡌᨭᣐⅬᶵ⬟、࡚ࡋࡑண㜵ⓗᨭࡸ

�ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆᥖࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋ᥎㐍࡚ࡋ施設、ࢆ⬟どのᆅᇦᨭᶵ࡞ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ

�

�ࠐ 社福♴ἲேの取り⤌ࢆࡳホ౯ࡸࢺ࣓ࣥࢫࢭ、ࡋ⮬❧ᨭ計画の策定࡞どの࣮ࢯ

ࡇࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆࣈࢸࣥࢭࣥ、ど࡞ࡿࡍࡃཌࢆ㈈政ⓗ㓄分⣔のᴗࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ

ホࢆで施設ࡅࡔ里親委託率ࡸは、ᐙᗞᖐ率の㝿ࡑࠋࡍࡲありࡀᚲせࡿࡍウ᳨ࢆ
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౯ࡿࡍのではࡃ࡞、施設⫋ဨの定╔ࢆࣉࢵࣜࣕ࢟ࡸᅗࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗの⤌ࢆࡳᵓ

⠏ࡀࡇࡿࡍᚲせでࠋࡍ�

࣮࢛ࣇࣃ高ᶵ⬟・ከᶵ⬟等の、࡚࠸ࡘ㈈政ᨭࡿࡼ㈝は、ᥐ置ࡵࡓのࡑ

ࡳ⤌ࡃࡼࢫࣥࣛࣂࢆのᨭᘚࡵࡓࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㈝ே௳㈝等のᅛ定ᨭᘚࡓࡌᛂࢫ࣐ࣥ

合ࡿࡏࢃも、全యࢆ⩏ົⓗ⤒㈝࡚ࡗࡼᏳ定ⓗ࡞㈈政ᥐ置ࡀࡇࡿࡍᚲせで

�ࠋࡍ

�ࠐ ᚋ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等のయ⣔ࢆ見┤ࡍ㝿は、㞀ᐖ児施設もあ࡚࠼⪄࡚ࡏࢃ

ᑓ、ࡋಖ☜ࢆ里親等の㞀ᐖ児ᨭのయไࡸ社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設ࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸

㛛ᛶࢆ高ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡵ重せでࡓࡲࠋࡍ、児童ᚰ理⒪施設ࡸ児童⮬❧ᨭ施設、⮬

❧ຓࢆ࣒࣮࣍どう置࡙ࡃ࠸࡚ࡅ、あ᳨࡚ࡏࢃウࡇࡃ࠸࡚ࡋもᚲせでࠋࡍ�

（７）自立支援

〇 子どもたちの自立後の進路を考えていくためには、子どもの意思を尊重し、その子ど

もの社会への適応力、家族との関係性等を十分に考慮し、最善の選択ができるように支

援していくことが必要です。また利用可能な社会資源に関する情報を提供するとともに、

各種手続きに対する支援などを行っていくことも必要です。 

 〇 とくに、家族との関係のなかで、もっとも信頼すべき親から虐待を受けたこと等によ

り、自尊感情と自己有用感が低い子どもも多く、社会のなかで自分らしく生きていくま

でに時間がかかるケースが多くなっています。 

退所に向けたリービングケアとともに、退所後等の社会的養護関係施設等の継続的な

アフターケアの支援が必要であり、気軽に相談でき、支援してもらえるという安心感の

もてる関係を構築するとともに、退所児童を緊急的に施設で受け入れ、支援していくこ

とのできる仕組みを拡充していくことが必要です。 

〇 2019（令和元）年度の児童養護施設の退所後の状況をみると、就職は 62.9％、大学・

短大への進学は 14.0％となっており、全高卒者の大学・短大への進学率の 51.9％とま

だ大きな格差があります9。とりわけ、就職したものの非正規雇用を余儀なくされたり

転職を繰り返したりする子どもに対する継続的な支援は重要であり、社会的養護関係施

設等を有する社会福祉法人が支援を継続していくことが必要です。 

〇 さらに、里親等から進学・就労していく子どもに対する自立支援やアフターケアを行

うために、フォスタリング機関に担当職員を配置し、委託解除前から継続的に支援を行

うことが必要です。 

9
ཌ⏕ປാ┬ࠕ社ⓗ養育の᥎㐍2020࡚ࠖࡅྥ（௧和 2）年 10 ᭶�
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�

 （㕸） ఖଳ֭॰保  

�ࠐ 社ⓗ養ㆤの㈈※ࡀ༑分☜ಖでࡇ࠸࡞࠸࡚ࡁはㄢ㢟で2020ࠋࡍ（௧和 2）年度のᥐ

置㈝では、入所施設ᥐ置㈝等は 1�153 ൨、里親委託㈝は 129 ൨ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞、

入所施設ᥐ置㈝は⟬ࡿࡍ 1ேあࡓり年㛫 250 （1�2 ⿵ຓ）でࠋࡍ�

�

�ࠐ 2015（ᖹᡂ 27）年の 2(&' ᪥、ࡿࡼ（6oFLDO�([SHQGLWXUH�'DWDEDVH）ࢺ࣮࣏ࣞ

本のᐙ᪘㛵ಀᨭฟは *'3 ẚ ものの、Ḣᕞྛ࠸りは高ࡼ࣓࢝ࣜ、り࠾࡚ࡗ࡞1.36％

ᅜẚ㍑࡚ࡋもప࠸Ỉ‽どࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲᐙ᪘㛵ಀᨭฟのከࡃは、児童手ᙜの⤥

であり、᪥本では子どもᐙᗞ福♴、ࡽࡉ社ⓗ養育ࡀᚲせ࡞子どもの㈈政ⓗᨭ

はᙅ࠸のࡀᐇែでࠋࡍ�

�

�ࠐ 社ⓗ養育᥎㐍計画ࢆලయࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋは、㈈※☜ಖࡀᚲせྍḞで5ࠋࡍ年前

子ども・子育࡚ᨭ新ไ度でࠕࡓࢀࡉ♧政策目標で 1 ☜ಖࡓࡋࠖࡿࡍうちの

3�000 ൨はࡔࡲ࠸☜ಖ2021ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࡉ（௧和 3）年度のᅜ㈝ࡀࢫ࣮࣋ᚅண㜵

のቑ㢠で 1900 ൨ᘬࡁ上ࡇࡓࢀࡽࡆはḼ㏄ࡇࡁࡍでࡀࡍ、施設、里親等ᑐ

ண⟬はࡿࡍ 2020（௧和 2）年ど࠾り࠾࡚ࡗ࡞り、ࡿ࡞ࡽࡉ☜ಖࡀᚲせでࠋࡍ�

 Ҩӧௗଢ଼֪୶֥  

�ࠐ ࡇ、は࡚࠸࠾里親等ࡸᚋの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設、うࡼࡓࡁ࡚ࡋでグ㍕ࡲࢀࡇ

♴社福、もࡃ࠸࡚ࡋうᨭࡼࡿࡁで❧⮬、࠼ᨭࢆでྠᵝ、子どもの育ちࡲࢀ

ἲேྛ࡚ࡋ都道府県の社ⓗ養育᥎㐍計画のも、高ᶵ⬟・ከᶵ⬟、ᑠつᶍ

・ᆅᇦ分ᩓࢆどうᅗࡃ࠸࡚ࡗの、యⓗࡑの取り⤌ࢆࡳᐇ⾜ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ

ᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ ᚋも社ⓗ養育᥎㐍計画࡚࠸ࡘ、༑分᳨࡞ドࢆ重ね࡚ࡀࡇࡃ࠸ᚲせでࠋࡍཌ

⏕ປാ┬では、2021（௧和 3）年度ண⟬ࠕ、࡚࠸࠾里親委託・施設ᆅᇦ分ᩓ等ຍ

㏿ࣥࣛࣉ（௬⛠）ࠖ ࡿࡓあ社ⓗ養育᥎㐍計画の୰㛫年、ࡋண⟬ࢆ 2024（௧和

6）年度ࡲでࠕࢆ㞟୰取⤌期㛫࡚ࠖࡋ、里親等の委託施設のᆅᇦ分ᩓ等ࢆຍ

㏿ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡿࡍ�

ྛ都道府県、市⏫ᮧの社ⓗ養ㆤ㛵ಀ⪅は、社ⓗ養育᥎㐍計画のࡇのຍ㏿ࣛࣉ

ࡁᘬ、࡚ࡅྥᚋのᨵ定、もࡿࡍὀどࢆἣ≦ࡳ⤌都道府県の取りྛࡿࡼࣥ

ᚲࡀࡇࡃ࠸でࢇ⤌取りうࡼ࠸࡞ࡌ⏕ࡀ子ども࠸࡞ሙのࡁ⾜、࠸⾜ࢆࡅࡁാࡁ⥆

せでࠋࡍ�

�

�ࠐ 子どもࡑのᐙ᪘のᢪࡿ࠼ㄢ㢟は、ᆅᇦのࡿࡅ࠾࡞⏕άㄢ㢟ࡸ福♴ࢬ࣮ࢽ等

ᑐࡿࡍⓎ㟢でࠋࡍᆅᇦඹ⏕社ࡸ 6'*Vࠕㄡ୍ே取りṧ࠸࡞ࡉᣢ⥆ྍ⬟でከᵝᛶໟ

ᦤᛶのあࡿ社࡙ࠖࡃりࢆ᥎㐍࡞ࡿࡍで、高㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅、⏕άᅔ❓⪅等のᨭ
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�

ᨭయไ࡞うໟᣓⓗ⾜ࢆᨭのᐙ᪘も୍యⓗࡑࡸで、子ども࡞ᆅᇦの、も

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᵓ⠏、㛵ಀᅋయ等の㐃ᦠ・協ാのもࡸ社協、ࢆ

�

�ࠐ 2022 年ண定ࡿ࠸࡚ࢀࡉ児童福♴ἲᨵṇ࡚ࡅྥ、子どもの᭱ၿの┈ᇶ࡙ࡁ、

ᥦゝࡁࡃ࠸࡚ࡋ㡯ࢆ整理ࡃ࠸࡚ࡋᚲせࡀありࡓࡲࠋࡍࡲ、社ⓗ養ㆤ㛵ಀ施設等

のᚋのᙺ・ᶵ⬟㛵ྛࡿࡍㄽ࡚࠸ࡘは、ࢀࡒࢀࡑの協㆟⤌⧊᳨࡚࠸࠾ウࡋ

ᩍ育、もは、ྛ⤌⧊での᳨ウ࡚ࡗࡓあウ᳨、ࡽࡉࠋࡍࡲありࡀᚲせࡃ࠸࡚

ᶵ㛵もྵ࡚ࡍ、ࡵの子ども㛵ࡿࡍ㛵ಀᶵ㛵の㐃ᦠࢆᅗࡃ࠸࡚ࡗᚲせࡀあり、どの

�ࠋࡍᚲせでࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋの❧ሙで᳨ウࢀࡒࢀࡑ、のࡃ࠸࡚ࡋ㐃ᦠ・協ാうࡼ

� � �

�ࠐ ᪥本の未᮶ࢆᢸう子どもの育ちࢆᶓ᩿ⓗ・⥅⥆ⓗᨭࡵࡓࡿࡍは、都道府県

ᴗ市⏫ᮧᴗの୍యⓗ࡞㐠Ⴀࡀᚲせでࡽࡉࠋࡍᅜの子どもᐙᗞ福♴施策ࡀ、ཌ⏕

ປാ┬、ᩥ部⛉学┬、ෆ㛶府分࠾࡚ࢀり、ࢀࡒࢀࡑの㐃ᦠ・協ാࡀ༑分でࠋࡍ

全社協では、ね࡚ࡼりᶒ㝈୍ࢆඖࡁࡃ࠸࡚ࡋᙇࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋ、ᑗ᮶ⓗ

は୍ඖࠕࡵࡓࡿࡍ子どもᐙᗞ┬（௬⛠）ࠖ の設置᳨ࢆウࡀࡇࡿࡍᚲせでࠋࡍ�

�

�ࠐ ࡵࡓࡿࡵồࢆព見・せᮃ（⪅）⧊⤌社ⓗ養ㆤ分野㛵ಀࡃは、広ࡵࡲの୰㛫ࡇ

ࡩࢆのព見ࡽ社ⓗ養ㆤ分野㛵ಀ⤌⧊（⪅）等ࡽࡉ、ᚋࠋࡍものでࡿࡍ⾲බ

で、2021࠼うࡓ重ねࢆウ᳨、࠼ࡲ 年秋は᭱終ሗ࿌ࢆ取りࢆࡇࡿࡵࡲண定࡚ࡋ

�ࠋࡍࡲ࠸

�

�

� �
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全国社会福祉協議会 政策委員会 

社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 名簿 

（敬称略） 

学識 柏女 霊峰 淑徳大学 教授 

学識 増沢 高 子どもの虹情報研修センター 研究部長 

学識 藤井 康弘 全国家庭養護推進ネットワーク 代表幹事 

髙橋 誠一郎 全国児童養護施設協議会 副会長 

横川 哲 全国乳児福祉協議会 副会長 

村上 幸治 全国母子生活支援施設協議会 副会長 

 河内 美舟 全国里親会 会長 

 北川 聡子 日本ファミリーホーム協議会 会長 

 橋本 達昌 全国児童家庭支援センター協議会 会長 

 渡邊 守 NPO 法人キーアセット 代表 

【オブザーバー】 

   全国児童養護施設協議会   会長 桑原 教修 

   全国乳児福祉協議会     会長 平田 ルリ子 

   全国母子生活支援施設協議会 会長 菅田 賢治 

�

�

（検討経過） 

2020（令和 2）年 8 月 5 日  第 1 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

・「社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会」 

論点に関する検討について 

2020（令和 2）年 10 月 23 日  第 2 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

・子ども家庭福祉の主な動向と課題 

・第 1 回検討会における主な意見等について 

・テーマ別検討会における追加の検討課題について 

2020（令和 2）年 12 月 7 日  第 3 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・これまでの検討を踏まえた議論の骨格について 

2021（令和 3）年 1 月 20 日  第 4 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・中間まとめ（素案）について 

2021（令和 3）年 2 月 8 日  第 5 回社会的養護関係施設が担う役割・機能に関する検討会 

                  ・中間まとめ（案）について 

（委員長） 
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改
ਫ
）
や
岣新
しい
社
ভ
的
養
育
崻崠
嵏ン
岤（
20
1�
ফ
8া

2
）
、峇
して
都
道
府
県
社
ভ
的
養
育

ਤ
ੑ

に
よ
り、
岽れ
ま
で
ਰ
上
に
ੇ
൦
に
お
け
る
養
育
と⾥

親
等
へ
の
⽀
援
を
ਘ

化
して
い
く岽
と、
岿ら
に
養
育
ು
点
の
৵
規
模
化
・
ୠ
分
ങ
化
等
の
整
備
を
は
か
る
岽と
を

め
られ
て
い
る
。

০

岝
ভ

ു
૧
ঢ়
બ

ਝ
ಉ
峙
岝ৣ
੶
8ਡ

峕
੦
峏
岷
岝
ভ
ૣ
ක
১
য
峒峁
峐
র

৽

ੑ

峼
ੁ

峁岝

ৈ
ਃ
ચ
৲
嵣
ਃ
ચ
৲
峼
峙
岵
峵
岽峒
岝৵
ૠ
ெ
৲
嵣
ୠ
ী
ങ
৲
ಉ
峼
岮
峍峇
岰ੑ



峕
ຄ
ষ
峁峐
岮
岹岽
峒岶

ਏ
岞

�

（1
）
 

ೂ
व

ᆵ


ሓ


֧
֖

֥
֭

ஸ


Ⴗ
ँ

Ք


Ⴗ
ँ

֭
෮

ු
 

（2
）
 


֨

ׁ
֭

ࡱ
֠

֭
૫

໗
性

֭
॰

保
 

（3
）
 

๔


ධ
֭

॰
保

֧
ධ

ࡿ
ვ

མ
Քശ


֭

ू


 

（4
）
 


֨

ׁ
֭

ଚ
ጦ

ዸ
護

֧
ೂ

व
的

ጊ
護




౮
็

့
֭

ಱ
֭

୶
එ

 

（5
）
 

౦
ત

ྎ


֭


Ⴗ
੫

ँ
֧

児
童

ະ
ཎ

സ
့

֧
֭

ᎌ
ૢ

 

（6
）
 

ࣧ
ཉ

的
Ք総


的

֩
ೂ

व
的

ጊ
護




౮
็

体
૩

֭
ଣ

ྞ
֖

 

（7
）
 

ಛ
ጵ

౫
࣍

 

（8
）
 

ఖ
ଳ

֭
॰

保
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

�

岡০

に
向
け
て
岢

س
০

も
社
ভ
的
養
育

ਤ
ੑ

に
つ
い
て
、ે

分
な
ਫ਼

を

峗
て
い
く。

س
20
22
ফ
に
予
定
岿れ
て
い
る
児
童
ૣ
ක
১
改
ਫ
に
向
け
て
、⼦

ども
の
最
ఒ
の
利
இ
に
基
峏
き
、


して
い
く峣
き
事
ඨ

を
岿ら
に
整
理
して
い
く。

س
岣⼦
ども
ੇ
൦

（
ෘ
ู
）
岤の
設
置
も
அ
め
て


して
い
く。

س
岽の
岣中
間
ま
とめ
岤を
も
とに
社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
者
等
の
৮

を
ᄁ
କ
し、
峇の
ਔ
ৄ
等
を
峟
ま
え
、2
02
1ফ


ႃ
に
最

ી
報
ઔ
を

りま
とめ
る
（
予
定
）
。
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ʤ
̏
ʥ
社
会
ෳ
ࢳ
๑
ਕ
ͳ
͢
ͱ

߶
ؽ

Կ
・
ଡ
ؽ

Կ

推
進

社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
は
、社

ভ
ૣ
ක
১
⼈
とし
て
、ৣ

੶
ଳ
点
に
⽴
峋
、ৈ

ਃ
ચ
化
・


ਃ
ચ
化
を

ਤ
して
い
く。

⋇
৵
規
模
化
・
ୠ
分
ങ
化
と岽
れ
を
⽀
え
る
マ
崵
崠
嵉ン
トの
ਘ
化

⋈
崙
崊
崳ー
崢
の
ৈ
い
⼦
ども
と峇
の
ੇ
ఔ
へ
の
⽀
援
の
ౄ
実

⋉
ৈ
ਃ
ચ
化
・
ਃ
ચ
化
の

ਤ

⋊
市
区
町
村
の
⼦
ども
ੇ
൦
ૣ
ක
⽀
援
ು
点
の
整
備
の
ਘ
化

ع
児
童
ੇ
൦
⽀
援
崣
ンタ
ー
の

ா
的
な
受


⋋
⾥
親
等
へ
の
ෆ
括
的
な
⽀
援
の
ਘ
化

ʤ
̐
ʥ
子
ど
も

育
ͬ

ܩ
କ


֮
ฯ

س
⼦
ども
の
育
峋
の
継
続
ਙ
を
ન
保
す
る
た
め
に
は
、

ୠ
の
社
ভ
ৱ
౺
で
岬
る
⼦
ども
ੇ
൦

ૣ
ක
に
ঢ়
す
る
ੌ
௶
・ਃ
ঢ়
が
一
৬
的
に
対
ૢ
して
い
く岽
とが
必
要
。

╒
⺟
⼦
保

（
્
定

婦
へ
の
⽀
援
を
அ
め
）
か
ら、
保
育
、社

ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
、

⾥
親
等
、1
32
等
が
৴

・ੈ
௮
して
い
く岽
とが
必
要
。

س
社
ভ
的
養
育
が
必
要
な
⼦
ども
た
峋
が
、⾥

親
等
に


、ま
た
は
施
設
か
ら෮

所
した


も
継
続
して
社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
等
が
ঢ়
わ
り、
⽀
援
して
い
く
りੌ

峩
が

要
。

ʤ
̑
ʥ


৮

֮
ฯ
ͳ
৮
ҽ
ഓ

・
ॴ
۲

ր
વ

س
ৈ
ਃ
ચ
化
・
ਃ
ચ
化
等
の

ਤ
に
岬
た
峍て
は
、௧


ਙ
の
岬
る
職
員
の
ન
保
、

職
員
配
置
の
拡
ౄ
と௷

ম
的
な
ௌ
௮
୭

・૪

の
改
ఒ
が
必
要
ਂ
૭
ಳ
。

س
崊
崣
ス
嵉ン
トや
⾃
⽴
⽀
援
ੑ

の
策
定
・改
定
を
⾏
う岽
との
で
き
る
௧

職
や
ファ

ミリ
ー
崥
ー
崟
嵋ル
嵗
ー
クの
௧

ਙ
の
岬
る
職
員
の
育
成
が
必
要
で
岬
り、
峇の
た
め
の

研
修
等
の

りੌ

峩
が
大
જ
。

ʤ
̒
ʥ
子
ど
も

ݘ
ཤ
༶
ޤ
ͳ
社
会
的
養
ޤ
ؖ
ܐ
ࢬ
અ
等

࣯




س
岽れ
ま
で
ਰ
上
に
⼦
ども
の
ਥ
利
を
ཕ
護
す
る

りੌ

峩
を
ਔ

して
⾏
う岽
とが
必
要
。

س
基
ম
的
な
⼦
ども
の
ਥ
利
の
保

とと
も
に
、০


は
とく
に
岣
ਸ
す
る
ਥ
利
岤の
保


を
ਔ

して
⾏
峍て
い
く岽
とが

め
られ
る
。⽀

援
の
崿
ロ崣
ス
に
⼦
ども
の
ম
⼈
の
ਔ
ઓ

や
ਔ
ৄ
が
ખ

岿れ
る
ல
ੌ
峩
を
ଡ
ണ
す
る
必
要
が
岬
る
。

ʤ
̓
ʥ
ࢤ
ۢ
ௌ
ଞ

ؽ

ک
Կ
ͳ
ࣉ
ಒ
૮

ॶ
ͳ

ڢ
ಉ

س
⼦
ども
の
育
峋
を

ୠ
で
⽀
え
る
た
め
に
は
市
区
町
村
の
ਃ
ચ
ਘ
化
が
必
要
。

ୠ
の

な
か
で
ୖ

が
৵
岿い
う峋
に
、⽀

援
を
必
要
とす
る
⼦
ども
や
ੇ
൦
に
⽀
援
を
は
峂め
る


ா
的
な
ঢ়
ଖ
が

め
られ
る
。

س
児
童
相
談
所
の
ਃ
ચ
を
相
談
を
受
け
付
け
る
ਃ
ચ
とྦ

ୄ
ੇ
൦
へ
の
ஂ
入
ਃ
ચ
、社

ভ
ૣ
ක
১
⼈
等
、ড়

間
ਃ
ঢ়
に
よ
る
⽀
援
を
ଵ
理
ଁ
括
す
る
ਃ
ચ
に
્
化
し、
フ崑
ス

タリ
ン崘
や
一
時
保
護
児
の
養
育
、崊
崣
ス
嵉ン
ト、
⾃
⽴
⽀
援
ੑ

の
策
定
・改
定
、崊

フタ
ー
崙
崊
、⾃

⽴
⽀
援
等
の
事
業
を
ড়
間
ਃ
ঢ়
の
事
業
とし
、৴


・ੈ
௮
を
して
い
く

よ
うに
ૡ
ఌ
して
い
く岽
とを

੧
。

ʤ
̔
ʥ
ԥ
இ
的
・
૱

的
͵
社
会
的
養
ޤ
ؖ
ܐ
ࢬ
અ
ର
ܧ

見

͢

س
ల
ਟ
に
わ
た
る
社
ভ
的
養
護
を

りඕ

く状
況
を
ৄ
ྚ
え
、૯

断
的
・
合
的
に
社
ভ

的
養
護
ঢ়
બ
施
設
の
施
設
৬
௺
を
ৄ
ઉ
す
岽と
が
必
要
。

س
ೈ
置
費
に
よ
る
ଃ

⽀
援
に
つ
い
て
、ৈ

ਃ
ચ
化
・
ਃ
ચ
化
等
の
パ
フ崑
ー
マ
ンス
に

ૢ
峂た
⽀
ఉ
と⼈

੯
費
等
の
ಕ
定
費
を
カ崸
ー
す
る
た
め
の
⽀
ఉ
を
崸
嵑ン
ス
よ
くੌ
峩

合
わ
峅
る
とと
も
に
、৸

৬
を
ଝ
務
的
経
費
に
よ
峍て

定
的
な
ଃ

ೈ
置
とす
る
岽と
が

必
要
。

ʤ
̕
ʥ
ࣙ
ཱི
ࢩ
ԋ

س

所
に
向
け
た
リー
崻ン
崘
崙
崊
とと
も
に
、

所

等
の
社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
等
の

継
続
的
な
崊
フタ
ー
崙
崊
の
⽀
援
が
必
要
で
岬
り、
ਞ
ೄ
に
相
談
で
き
、⽀

援
して
も
らえ

る
とい
う

⼼
感
の
も
て
る
ঢ়
બ
を
ଡ
ണ
す
る
とと
も
に
、

所
児
童
を
ಸ

的
に
施
設

で
受
け
入
れ
、⽀

援
して
い
く岽
との
で
き
る
ல
ੌ
峩
を
拡
ౄ
して
い
く岽
とが
必
要
。

ʤ
̖
ʥ
ࡔ
ݱ

֮
ฯ

س
社
ভ
的
養
育

ਤ
ੑ

を

৬
化
して
い
くた
め
に
は
、ଃ

౺
ન
保
が
必
要
ਂ
૭
ಳ
。

社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
、⾥

親
等
へ
の
ଃ
౺
の
岿ら
な
る
ન
保
が
必
要
。

１
）
ੇ
൦
୮
ష
を
ਘ
化
す
る


一
時
保
護


崊
崣
ス
嵉ン
ト


⾃
⽴
⽀
援
ੑ

の
策
定
・改
定


ੇ
ఔ
ગ
ଁ
合
⽀
援


親
⼦
入
所
⽀
援


崊
フタ
ー
崙
崊
・௰
ਖ
⽀
援

ڮ
）
⾥
親
等
へ
の
⽀
援
を
ਘ
化
す
る


フ崑
ス
タリ
ン崘
事
業
（


യ
ਤ
・リ
クル
ー
ト事

業
、⾥

親
研
修
・ト
レ
ー

崳ン
崘
事
業
、⾥

親



ਤ
等
事
業
、⾥

親
௰
ਖ
等
⽀
援
事
業
）



૩
児
⽀
援

�）
⾃
⽴
⽀
援
を
ਘ
化
す
る


ਤ
৾
・
職
⽀
援


崊
フタ
ー
崙
崊
・௰
ਖ
⽀
援

Ẏӕ
ụ
ኵ

Ớ
ỉ
ᵖ
ế
ỉ
૾

Ӽ
ࣱ

ẏ
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ڭ
ਝ
置
の
ະ
旨

改
ਫ
児
童
ૣ
ක
১
が
ί
う理


の
実
ਠ
に
向
け
、社

ভ
的
養
護
を
必
要
とす
る
一
⼈
峜
とり
の
⼦
ども
や
ੇ
ఔ
に
ి
જ
な
⽀
援
が
ඍ
く
ಽ
的

な
施
策
の
ଡ
ണ
が

め
られ
る
。社

ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
の
૽
સ
・ਃ
ચ
の
整
理
を
⾏
い
、০


の

りੌ

峩
の
্
向
ਙ
へ
の
理
ੰ
യ
ਤ
を
図

る
岽と
、峇
して
峇の
ਫ਼
ୈ
の

ટ
を
踏
ま
え
ঢ়
બ
ਃ
ঢ়
へ
の


・要

を
⾏
う岽
とを
৯
的
に
、৸

社
ੈ
・
策

員
ভ
の
崮
ー
マ
શ
ਫ਼
ୈ
ভ
とし

て
ఏ
੶
ਫ਼
ୈ
ভ
を
設
置
し、
ਫ਼
ୈ
を
⾏
峍た
。

２
主
な
検
討
項
目

・
社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
を

りඕ

くୖ

の
整
理

・
০

の
社
ভ
的
養
護
の

りੌ

峩
の
্
向
ਙ

・
社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
が
૿
う૽

સ
・ਃ
ચ
に
つ
い
て

等

３
ଡ
成
৩
�ร
ู
റ
�

ڰ
検
討
५
ॣ
४
গ
ش
ঝ

（
ਸ਼
１

）
20
20
ফ
8া

�
岣社
ভ
的
養
護
ঢ়
બ
施
設
が
૿
う૽

સ
・ਃ
ચ
に
ঢ়
す
る
ਫ਼
ୈ
ভ
岤
点
に
ঢ়
す
る
ਫ਼
ୈ
に
つ
い
て

（
ਸ਼
ڮ

）
20
20
ফ
10
া
2�


⼦
ども
ੇ
൦
ૣ
ක
の

な
動
向
とୖ


、ਸ਼

1
ਫ਼
ୈ
ভ
に
お
け
る

な
ਔ
ৄ
等
に
つ
い
て
、

୯
ਸ
の
ਫ਼
ୈ
ୖ

に
つ
い
て

（
ਸ਼
گ

）
20
20
ফ
12
া
�

岽れ
ま
で
の
ਫ਼
ୈ
を
踏
ま
え
た
৮

の

ત
に
つ
い
て

（
ਸ਼
ڰ

）
20
21
ফ
1া

20


中
間
ま
とめ
（
ಞ
੧
）
に
つ
い
て

（
ਸ਼
ڱ

）
20
21
ফ
2া

8
中
間
とり
ま
とめ
੧
に
つ
い
て

৸
社
ੈ
؞

ੁ

৩
会
َ
社
会
的
ു
護
ঢ়
બ

ਝ
が
૿
अ
૽
સ
؞
ਃ
ચ
に
ঢ়
す
る
ਫ਼
ୈ
会
ُ


員
শ

ฃ



໕

ᆧ

大
৾
ઇ
౸

増


ৈ
⼦
ども
の
ᇐ
情
報
研
修
崣
ンタ
ー
研


শ

ઢ
੩

೨
൞

৸
国
ੇ
൦
養
護

ਤ
崵
ット
嵗
ー
ク代


ୌ
事

❅
ଶ

ย
一


৸
国
児
童
養
護
施
設
ੈ
৮
ভ
ౢ
ভ
শ

૯
ਆ

າ
৸
国
乳
児
ૣ
ක
ੈ
৮
ভ
ౢ
ভ
শ

村
上

ౘ
治

৸
国
⺟
⼦
⽣
活
⽀
援
施
設
ੈ
৮
ভ
ౢ
ভ
শ

ఖ
内


༐

৸
国
⾥
親
ভ
ভ
শ

ਨ
ਆ

ც
⼦


ম
ファ
ミリ
ー
ホ
ー
ム
ੈ
৮
ভ
ভ
শ

ଶ
ম




৸
国
児
童
ੇ
൦
⽀
援
崣
ンタ
ー
ੈ
৮
ভ
ভ
শ

渡
⁕

ஹ
13
2
১
⼈
崕
ー
崊
崣
ット
代


岧崒
崾
崞
ー
崸
ー
岨

৸
国
児
童
養
護
施
設
ੈ
৮
ভ

ভ
শ

༅
ਉ

ઇ
修

৸
国
乳
児
ૣ
ක
ੈ
৮
ভ

ভ
শ


ি

ル
リ⼦

৸
国
⺟
⼦
⽣
活
⽀
援
施
設
ੈ
৮
ভ

ভ
শ

ඔ
ি

ཛྷ
治
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止↭↸↙ⅳ܇ݲ化

年 ܢେഐ࣎ ड़生਼ 合計ಝच
ड़生ི

1949 ࣏̏ϗϑーϔーム 2͕696͕638ਕ 4͘32

1973 ࣏̐ϗϑーϔーム 2͕091͕983ਕ 2͘14

1989 ঙ子Կ1͘57εϥρέ 1͕246͕802ਕ 1͘57

2005 合計ಝचड़生ི࠹ఁԾ 1͕062͕530ਕ 1͘26

2019 90ຬਕׄΗ գ࠹ڊঙ 865,234 1.36 ැس合計ಝचड़生ི

1͘8

2025年э75ࡂҐ

2040年э65ࡂҐ

ঙ子Կଲࡨݗ౾
࢟

（全社協స成）

ᅜ ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡
䝣䝷䞁䝇 1.88
䝇䜴䜵䞊䝕䞁 1.76
䜰䝯䝸䜹 1.73
䜲䜼䝸䝇 1.68
䝗䜲䝒 1.57
᪥ᮏ 1.42
䜲䝍䝸䜰 1.29

ʮ֦ࠅ計ಝचड़ਫ਼率ʤϮϬϭϴ೧ʥʯ

Јဃૠ⅚ӳᚘཎഷЈဃྙのਖ਼ᆆ

ฟ㸸ࠕ令和2年度ཌ⏕ປാⓑ᭩ࠖཌ⏕ປാ┬
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児童ᅦᅍඥሁのɟᢿ⇁ોദↈ↺ඥ≋ࢷ․࠰ඥࢷᇹ ‥ӭ≌のಒᙲ

全てのుญが全に成औれるよう、ుญྦୄについて⽣ଆऊら⾃⽴⽀援ऽで連のৌ策のಌなるਘ化等を図るため、ుญ
福祉法の理念を明ન化するとともに、ಟ೨ෆฐ⽀援७থॱشの全国ன৫、市町村及びుญ相談所の体制のਘ化、の推
進等の所要の措置を講ずる。

１．ుญ福祉法の理念のન化等
（1）ుญは、ిજなുをਭけ、やऊな成শ؞や⾃⽴等を৳औれること等のਥਹをથすることを明ન化する。
（2）国؞地方公共੮体は、৳૧者を⽀援するとともに、ੇ൦と同様の環境におけるుญのുを推進するものとする。
（3）国؞都道府県؞市町村それझれの૽સ؞ிਜを明ન化する。
（4）ਥ者は、ుญのしつけにして、૰૧؞ઇに必要な೧を超えてుญをしてはならない旨を明記。
２．ుญྦୄのেଆ
（1）市町村は、႔ऊらてऽでのજれ目ない⽀援を⾏うಟ೨ෆฐ⽀援७থॱشのਝ置に努めるものとする。
（2）⽀援を要するഎ等を把握したୢ機関や৾ૅ等は、その旨を市町村にੲਾするよう努めるものとする。
（3）国؞地方公共੮体は、ಟ৳施策がుญྦୄの⽣ଆ؞ଫৄにৱすることにਔすसきことを明ન化する。
３．ుญྦୄেৎのဌச؞的નなৌૢ
（1）市町村は、ుญ等にৌする必要な⽀援を⾏うためのುਡの整備に努めるものとする。
（2）市町村がਝ置する要৳૧ుญৌ策地域協৮ভの調整機関について、௧をଦ置するものとする。
（3）ഥで定める્શયは、ుญ相談所をਝ置するものとする。
（4）都道府県は、ుญ相談所に①ుญੱ理ఘ、②ୢపྼは৳ప、⋉指؞ઇ૿ਊのుญ福祉ఘを置ऎとともに、

ఉ૧のଦ置ྼはこれにずる措置を⾏うものとする。
（�）ుญ相談所等ऊらめられたৃ合に、ୢ機関や৾ૅ等は、ྦୄుญ等に関するৱમ等をできるものとする。
ྦୄుญषのঽয়⽀援．ڰ
（1）関係ગଡണ⽀援について、施ਝ、、市町村、ుญ相談所なनの関係機関等が連携して⾏うसき旨を明ન化する。
（2）都道府県（ుญ相談所）のਜとして、の৫ิऊらుญの⾃⽴⽀援ऽでのฮした⽀援を位置હける。
（3）ുੌを法定化するとともに、都道府県（ుญ相談所）のਜとして、ുੌに関する相談؞⽀援を位置હける。
（4）⾃⽴援ஃشについて、22ୃの年২ଜऽでのにあるপ৾等৾রの者をৌに୯加する。
（検討規定等）
○施⾏後சやऊに、要৳૧ుญの৳૧措置に係るুਢにおけるଇਖ਼所の関ଖのॉ方、્શുੌ制২のਹ৷促進のॉ方を検討する。
○施⾏後２年ਰに、ుญ相談所のਜのॉ方、要৳૧ుญの通ઔのॉ方、ుญ福祉ਜのజ事者のৱସ上の方策を検討する。
○施⾏後ڱ年を目途として、রற市્؞શયがుญ相談所をਝ置できるよう、そのਝ置に係る⽀援等の必要な措置を講ずる。

改正の概要

平成29年（3）２、ڭ）⽇ڭ⽉ڰについては公布⽇、２（2）、３（4� （⽇ڭ⽉については平成28年10（1）ڰ、（��
ষ

（平成28年�⽉27⽇成⽴3⽉6؞⽇公布）

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

Ⅴૼↆⅳᅈ˟的Ꮛ⇹⇞∍∙Ⅵ↚ⅳ↺策ѣӼ

≔≑․•• உ․․ଐ‣‣࠰‛‣‚ Ⅴᅈ˟的ᜱ˳СのΪܱ⇁↺↰の૾策↚↓ⅳ↕Ⅵ

ᅈ˟保ᨦݙᜭ˟児童ᢿ˟ᅈ˟的ᜱݦᧉۀՃ˟إԓ

 ࠰‛‥․‚‣‣•․≑≔உ‣‣ଐ Ⅴᅈ˟的ᜱのᛢ᫆↗ݩஹⅥ

児童ᜱᚨሁのᅈ˟的ᜱのᛢ᫆↚᧙ↈ↺౨᚛ۀՃ˟・

ᅈ˟保ᨦݙᜭ˟児童ᢿ˟ᅈ˟的ᜱݦᧉۀՃ˟↗↹↭↗↰

உ․․ଐ࠰‛…․‚․‣•․≑≖ ≌உᘍ…࠰ ․≋ࠋᏋ↕᧙ᡲ‥ඥのπ܇・↱↘܇

≋․•‣…‚․ ‛࠰‣․உ․…ଐ ᇹ‥ഏ̿ܤϋ᧚ႆឱ ≌˓ݼᐫٻʁҽဃі߃ط

உ․•ଐ‥࠰‛ ․‚‧‣•․≑≗ Ⅴ܇ݲ化ᅈ˟対策ٻዠⅥ ≋᧚ᜭൿܭ≌

ℋ ≔≑ໜᛢ᫆⊡児童虐待の防止⅚ᅈ˟的ᜱのΪܱ

உ‥•ଐ ࠰‛ ․‚‧‣•․≑≘ Ⅴኺฎᝠᢃփ↗ો᪃のؕ本૾ᤆ․•‣‧↚↓ⅳ↕≋ᭌٽの૾ᤆ․•‣‧≌Ⅵ

உ․ଐ࠰≌ ․≋‧‣•․≑≙ ᅈ˟保ᨦݙᜭ˟児童ᢿ˟・児童虐待防止対策のⅱ↹૾↚᧙ↈ↺

ԓإ˟Ճۀᧉݦ

․≌࠰‥உ‣•ଐ≋ ‣•․≑≚ Ⅴૼ↙ࡊܼ↱↘܇ᅦᅍのⅱ↹૾↚᧙ↈ↺ݦᧉۀՃ˟Ⅵإԓ≋੩ᚕ≌

․≌࠰ உ‥ଐ≋ ‣•․≑≛ Ⅴ児童ᅦᅍඥሁのɟᢿ⇁ોദↈ↺ඥࢷⅥπ≋ࠋ․࠰ඥࢷᇹ ‥ӭ≌

≜≑․•‣ உ․ଐ࠰≌․≋ Ⅴૼↆⅳᅈ˟的Ꮛ⇹⇞∍∙Ⅵ
‚ૼ↙ᅈ˟的Ꮛのנ↹૾↚᧙ↈ↺౨᚛˟إԓ‛

‣•≑․•‣ உ․‧ଐ•‣࠰≌․≋ ᅈ˟保ᨦݙᜭ˟児童ᢿ˟Ⅴᅈ˟的ᏋݦᧉۀՃ˟Ⅵのᚨፗ

（全社協స成）
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Ճ˟Ⅵۀ↺のೌМ↚᧙ↈ↱↘܇ᡲⅤ
ଐ本ࡅ↚対ↈ↺੩క↗Ѱԓ ‵⁄‵‡‣‧‡″⁖⁖†• ࠰ உ≋抜ቦ≌‣

39. 委ҽ会ͺɼగ༁ࠅにଲ͢ɼಝพ͵ࢩԋɼίΠおΓ;ฯޤΝචགྷͳ͢ͱ
͏る子どもͪͬにଲ͢ͱՊఋڧに代ΚるもΝͤڛるͪΌにઅ͠Η
るɽͤࠄשԿͤるͪΌીΝͳるΓ͑کଆΝߑͪ

45ɿʤྲྀʥ委ҽ会ͺɼՊఋɼίΠͪΌࢬઅ おΓ;ͨଠࢬઅに
おけるରΝ๑ཱͲͤࢯےるΓ͑ͤࠄשるもͲ͍るɽ

（እົ┬௬ヂ、ᢤ⢋は全社協）

ોദ児童ᅦᅍඥ≋․࠰ உ‥ଐᘍ≌↚ⅹↀ↺ᅈ˟的Ꮛ˳С

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬基࡙ࡁ全社協స成
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ᇹɤۀՃ˟إԓ≋″‡ …‡…‥…≌↚᧙ↈ↺ᡲዮ˟৸ൿᜭ

 …‡‣…․†‒Ⅴ児童のˊஆ的ᜱ↚᧙ↈ↺ਦᤆⅥ

65յસରճ٠ 2009年12݆18ೖ
ϩ�一⯡ཎ๎とࡑの家᪘
㸿�児童とࡑの家᪘

̑ɿ家᪘は社の基ᮏⓗ㞟ᅋで࠶ると同時、児童の成㛗、⚟♴及ࡧ保護
とࡗて⮬↛な⎔ቃで࠶るため、➨一、児童ࡀ୧ぶ（ཪはሙ合ᛂࡌて
ཪはかかる養護ୗ、ࡋ࠺ࡼるࡁのの㏆ぶ者）の養護ୗで⏕活でࡑ
ᡠࢀる࠺ࡼすることを┠ᣦࡋて活動すࡁで࠶る。ᅜは、家᪘ࡑࡀの
養護機能対するᵝࠎなᙧែの支援をཷࢀࡽࡅる࠺ࡼ保㞀すࡁで࠶る。

ϭϰ͘児童を家᪘の養護かࡽ㞳⬺ࡏࡉることは᭱⤊ᡭẁとࡳなࢀࡉるࡁで࠶
り、ྍ能でࡤࢀ࠶一時ⓗなᥐ置で࠶るࡁで࠶り、でࡁる㝈り▷ᮇ間で
り、㞳⬺の࠶でࡁるࢀࡉ┤見る。㞳⬺のỴ定は定ᮇⓗ࠶でࡁる࠶
᰿ᮏཎᅉࡀゎỴࢀࡉཪはゎᾘࡋたሙ合、ୗ記➨ϰϵ㡯でண定ࢀࡉるホ౯
ἢࡗて、児童をぶの養護ୗᡠすことࡀ児童の᭱ၿの┈かな࠺とุ᩿
すࡁで࠶る。

（ཌ⏕ປാ┬㞠⏝均等・児童家庭ᒁ家庭⚟♴ㄢ�名⛠は当時）௬ヂ、ᢤ⢋は全社協）

˟ՃۀのೌМ↱↘܇≝ᡲ ɟᑍ的ॖᙸ ӭ உ࠰‧••․
Ⅴʐ࠷児↚ⅹↀ↺܇↘↱のೌМのܱⅥ

ʰ༰غࣉʱۂࡠఈٝͺɼͤ΄ͱ乳༰児Ͳ͍Εɼͤ͵Κͬɼड़ਫ਼͖Δ
ͳͤΖɽΝغߨҢߏָ;おΓغ࣎સରɼमָغࣉ

༰ࣉͺɼড়༁に͝ܟΔΗͪͤ΄ͱݘཤฯ༙ंͲ͍るɽ乳༰児ͺɼಝพ
͵ฯ護ીଲেͳ͠Ηɼ͖ͯɼͨୣ͍ͯͯ͢ΖྙͶͪ͗ͮ͢ͱ自ހ
ݘཤΝશదͶͤ࢘ߨΖ֪ࣁΝ༙ͤΖɽ

ड़ਫ਼͖ΔϴࡂΉͲغ࣎Νɼ乳༰児غన͵ۂࡠఈٝͳ͢ͱҌͤΖɽ
༰ࣉͺɼਐର͕Γ;ਈܧܨज़ɼՆಊɼαミϣωίーεϥϱʀηΫϩ
͕Γ;எదྙଁՅɼ͵Δ;Ͷɼؖ心͕Γ;ྙٺଐ͵ͳ͏͑Ͳɼ
ਕؔϧϓηϏϱ͵͖Ͳもͮͳもٺଐ͵ௗͳรԿغ࣎Νͤݩܨるɽ

子ʹͶؖΚΖ͍ΔΑΖߨಊͶ͕͏ͱ子ども࠹વཤӻ͗Ҳٝ的にྂߡ
͠Η͵けΗͻ͵Δ͵͏ͳݬଉΝఈΌͱ͏るɽ

おͳ͵͗ɼ子どもৼସౕΝͳΕɼ༰ࣉにࣘΝܑけるͳͳもにɼͨ
ଜݭおΓ;ݺਕͳ͢ͱࢻ఼Νଜ॑ͤる͞ͳ͗චགྷͳ͠ΗΖɽおͳ͵͗ɼ
༰ࣉؖৼɼཀྵմਭ६おΓ;қࢧ௪घஊにؖͤるΊに͍Κͦͱࣙ
ͪͬغଶΝरਜ਼ͤる͞ͳにΓΕɼೞଳͳଆΝࣖͤ͞ͳචགྷͲ͍Ζɽ

（እົ┬௬ヂ、ᢤ⢋・ୗ⥺は全社協）
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˟ՃۀのೌМ↱↘܇≝ᡲ உ․•ଐのѰԓ ࠰•‣•․
ᇹ‥ׅଐ本إࡅԓݙ௹ இኳᙸ

親養ޤ͵͏ࣉಒ
52. 委ҽ会ͺɾ親養ޤ͵͏ࣉಒΝଲেͳͤるՊଔخ൭ܗ代替的ࣉಒ養ޤ
にͯ͏ͱࡨଏɾՊଔにΓる養͖ޤΔӀ͘͠Ηͪࣉಒ数ଁՅɾ
ঘوໝͲՊଔܗ養ޤΝͤڛるखૌに͖͖ΚΔͥଡ͚ࢬઅॉ͵
೨ΝݔにࠄΚΗͱ͏るͳๅߨଶٰ͚͗߁અにお͏ͱࢬޤಒ養ࣉ६ɾ代替خ
༙ͤるɽ఼͞にؖ͢ɾ委ҽ会ͺɾ೨͵͗Δ͠ࢬࣰ͚߁Ηͱ͏͵͏௪ๅ
ౕཱི֮にཻқͤるɽ委ҽ会ͺɾ里親͗ٝແ的ݜरΝणけͱ͏る͞ͳΏ
Ӏ͘͝ΔΗͪ里親घΝणけͱ͏る͞ͳΝͤܶる͗ɾҲ෨里親͗ࡔ
的にࢩԋ͠Ηͱ͏͵͏͞ͳにݔ೨Ν༙ͤるɽ

（እົ┬௬ヂ、ᢤ⢋は全社協）

%. 代替的養ޤ
22ɿՊ༙ྙ͵қ見にΓΗͻɼ༰͏ࣉಒɼಝに3ࡂາຮࣉಒ代替的
養ޤͺՊఋΝخຌͳͪ͢ڧͲ͠ڛΗる΄͘Ͳ͍るɽ͞ݬଉにଲͤる
ޤΏɼ͖͖る代替的養Ν的ͳͤるࢯຕࢠܓͺɼྭ
ΔΗͪݸΝ༙͢ͱおΕɼͺ͍Δ͖ͣΌఈΌΔΗͪඉにٺە͗ࢬࣰ
༩ఈ͠Ηͱ͏る͖ɼ͗ؾͲ͍ͮͱɼӀ͘କ͘ՊఋͲ͍るؔغ
ͺ݃Վͳ͢ͱଠన͵ௗغ的養ޤીࣰ͗ͤݳるͲ͍Θ͑ɽ

23ɿࢬઅ養ޤͳՊఋΝخຌͳͤる養ޤͳ͗૮ޕにึࣉͯͯ͢ಒωʖθΝ
ຮͪ͢ͱ͏る͞ͳΝࣟͯͯ͢もɼوໝ͵ࢬઅ養͗ޤଚͤるݳয়に
お͏ͱɼ͖͖るࢬઅ進ิ的͵ഉࢯΝࢻにΗͪɼ֮͵ඬٶ;的
Νͯ࣍સର的͵୦ࢬઅԿ๏ਓにলΔͪ͢Ͳɼ代替ࡨͺఴͤ΄͘Ͳ͍るɽ
͖͖る的ͪΌ֦ࠅͺɼݺพ的͵ঙਕ数Ͳ養ޤ͵どɼࣉಒにༀཱིͯ
養ޤ࣯ٶ;ড়݇Νฯ্ͤるͪΌ養خޤ६Νࡨఈͤ΄͘Ͳ͍Εɼ͖͖る
અͲ͍る͖ؔࢬڠઅΝՃͤ΄͘Ͳ͍るɽޮࢬଚع६にলΔ͢ͱخ
Նにؖͤるڒઅઅͺઅࢬޤઅ養ࢬઅͲ͍る͖ΝΚͥɼࢬ
݀ఈͺɼ͞୦ࢬઅԿ的ٶ;๏ਓΝॉͤྂߡ΄͘Ͳ͍るɽ

ޤઅ養ࢬ .&
125ɿࠅͺஏ๏ॶۃͺɼ͖͖るࢬઅͺన͵ॶΊ͗ΌΔΗ
るΓ͑ɼ֪ݭ͵મൊ๏๑Νઅける΄͘Ͳ͍るɽ

（ཌ⏕ປാ┬㞠⏝均等・児童家庭ᒁ家庭⚟♴ㄢ�名⛠は当時）௬ヂ、ᢤ⢋・ୗ⥺は全社協）

37



ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

૧̱̞২ٛഎူ֗Ϋΐοϋ
Ȫȶ૧̹̈́২ٛഎူ֗のह༷̳ͤͥͅ۾൦ٛȷ ଼3:ා˔ˎ͂ͤ͂͛͘ນȫ

平成��年児童福祉法改正により、子どもが権利の主体であること、実親による養育がᩊであれば、里

親やཎК養子ጂ組などで養育されるよう、ܼࡊ養育Οέの理ࣞ等が規定された。この改正法の理ࣞをφ体

化するため、ҽ生іٻᐫが参ᨼし開͵された有識者による検討会（※）で「ૼしい社会的養育ȓǸȧン」

がとりǇとめられた。

※「ૼたな社会的養育の在り方に関する検討会」（ࡈᧈᲴ （ኔ子ここǖのᚮၲᢿᧈޛښᇌ成育Ҕၲᄂᆮǻンǿー

ኺ ዾ

化と一̬護改᪃、③ˊஆ養育におけࢍとした支援体制のನሰ、②児童Ⴛᛩ所のೞᏡ࣎ғထを中ࠊ①

る「ܼࡊとӷಮの養育ؾ」ҾЩに関してʐ࠷児からെ᨞をᡙっての徹底、ܼࡊ養育がᩊな子どもǁの

施設養育のݱ規化・ע؏分化・᭗ೞᏡ化、④൨ዓ的解決（ȑーȞȍンシー̬ᨦ）の徹底、İˊஆ養育

やᨼ中的在ܡǱǢを受けた子どものᐯᇌ支援の徹底などをはơめとする改᪃Ⴘについて、ᡮやかに平成

��年度からბし、Ⴘ年ᨂをႸਦしᚘဒ的に進める。

これらは子どもの権利̬ᨦのために最ٻᨂのǹȔードをもって実ྵする必要があり、そのᆉにおいて、

子どもがɧ利Ⴉを被ることがないよう、十分な配慮を行う。

ᲶᆉでᅆされたႸ年ᨂの̊Ჸ
・ くとも平成��年度Ǉでにμで行われるȕǩǹǿȪンǰೞ関事ಅのૢͳをᄩ実にܦʕする。

・ ग़ბ࢟成に最も重要なである３ബசについてはಒƶ５年ˌϋに、それˌٳのܖݼЭの子どもについてはಒƶ
７年ˌϋに里親委ᚠྙ��Ჟˌ上を実ྵし、ܖ童ˌᨀはಒƶ1�年ˌϋをႸ途に里親委ᚠྙ��Ჟˌ上を実ྵする（平成
��年度の里親委ᚠྙ（μ年ᱫ）1���Ჟ）。

・ 施設での๛在᧓は、ҾЩとしてʐ࠷児は数か月ˌϋ、ܖ童ˌᨀは１年ˌϋ。（ཎКなǱǢが必要なܖ童ˌᨀ
の子どもであっても３年ˌϋをҾЩとする。）

・ ಒƶ５年ˌϋに、ྵ状の約２̿である年᧓1���人ˌ上のཎК養子ጂ組成ᇌをႸਦし、その後もف加をる。

ȝイント

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬
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児童虐待Ⴛᛩ対ࣖˑૠⅹ↷↢‶⁈Ⴛᛩˑૠ↞فь

平成21年度 令和元年度 （速報値）

総 数 42,664件 193,780件
身体的虐待

16,343( 38.3%) 49,240( 25.4%)

ネグレクト
15,905( 37.3%) 33,345( 17.2%) 

性的虐待
1,324( 3.1%) 2,077( 1.1%)

心理的虐待
9,092( 213%)

109,118
（56.3%) 

一時保護児童数 26,829件 46,497（H30）

ಒٰଶ૮ଲԢ݇数ࣉಒ૮ॶͲࣉ

平成21年度 平成30年度

総 数 68,196件 114,481件

ഓ۰ंྙ૮ࢩԋιϱνʖ�s૮݇数
ड़ఱʁਫ਼࿓ಉࣁྋにخͰ͘સ社ࡠڢ

ड़ఱʁ಼ֵ府ࣁྋにخͰ͘સ社ࡠڢ

ฟ㸸ࠕ令和元年度児童┦ㄯ所での児童虐待┦ㄯ対ᛂ௳数㸺㏿ሗ್㸼ࠖཌ⏕ປാ┬
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○ါ༗護ൺତのଔ֊

ᢅӊ１０年で、里親等委ᚠ児童数は約２̿、児童養護施設の入所児童数は約２лถ、ʐ児ᨈが約１лถと
なっている。

Ũ児童養護施設の設置数 Ũ ʐ児ᨈの設置数

Ũ ʐ児ᨈの入所児童数

（ද）児童養護施設・ʐ児ᨈについてはӲ年
度1�月1ଐྵ在（社会福祉施設等ᛦ௹、平
成�1年度ˌᨀはܼࡊ福祉ᛢᛦǂ）

里親・ȕǡȟȪーțーȠについては、
Ӳ年度�月ଐྵ在（福祉行報告̊）

Ũ 里親・ᴤᴨᴰᴈᴦᴈᴩǁの委ᚠ児童数

平成��年1�月
���か所

平成��年1�月
���か所
（1�1̿）

平成��年1�月
1��か所
（1�1̿）

平成��年1�月
1�1か所

平成��年度
�����人

平成��年度
��1��人

（1��̿）
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平成��年1�月
������人

平成��年1�月
��1��人

平成��年1�月
�����人

（���̿）

平成��年1�月
������人
（���̿）

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

ၖ  における養育を里親にࡊܼ
委ᚠ

ႇ録里親数 委ᚠ里親数 委ᚠ児童数 έηςȜ
γȜθ

養育者の˰އにおいてܼࡊ養護
を行う
定員５᳸ᲰӸ�1���1�ɭ࠘ �����ɭ࠘ �����人

ғ分

（里親は
重複ႇ録
有り）

養 育 里 親 1��1��ɭ࠘ ����1ɭ࠘ �����人
ț ー Ƞ 数 ���か所

ݦ ᧉ 里 親 ���ɭ࠘ 1��ɭ࠘ ���人

養 子 ጂ 組里 親 �����ɭ࠘ �1�ɭ࠘ ��1人
委ᚠ児童数 1����人

親 ଈ 里 親 ���ɭ࠘ ���ɭ࠘ ���人

 ܰ ࿅ Έ σ Ȝ ί Ή ͺ 1����か所

౷֖ܰ࿅ൺူ護ঔ୭ ���か所

̬護者のない児童、被虐待児などܼࡊؾ上養護を必要とする児童などに対し、π的な責任として、社会的に
養護を行う。対ᝋ児童は、約４ɢ４Ҙ人。

○ၖତȂঔ୭ତȂൺତ൝

ঔ ୭   ֭ ൺူ護ঔ୭
ൺၑহၷ
ঔ ୭

ൺুၛ׳
ঔ ୭

༦子ڰ׳
ঔ ୭

ু ၛ ׳ ੩
γ Ȝ θ

చ ય  ൺ

ʐ児（ཎに必要
な場合は、࠷児
を含む）

̬護者のない児童、
虐待されている児
童その˂ؾ上養
護を要する児童
（ཎに必要な場合
は、ʐ児を含む）

ఄܖ、ؾࡊܼ
におけるʩӐ関
̞その˂のؾ
上の理ဌにより
社会生活ǁの適
応がᩊとなっ
た児童

ɧᑣ行ໝをなし、
Ӎはなすおそれ
のある児童ӏƼ
˂そのؾࡊܼ
のؾ上の理ဌ
により生活ਦݰ
等を要する児童

配ͪ者のないڡ
子Ӎはこれに準
ƣる事情にある
子ӏƼその者ڡ
のႳ護すǂき児
童

፯Ѧ育をኳʕ
した児童であっ
て、児童養護施
設等をᡚ所した
児童等

ঔ ୭ ତ 1��か所 ���か所 ��か所 ��か所 ���か所 1��か所

 ֥ �����人 �1����人 1����人 �����人 �����ɭ࠘ 1�1��人

࡛ ֥ �����人 ������人 1����人 1����人
�����ɭ࠘

児童�����人
���人

 ֥  ତ �����人 1�����人 1����人 1��1�人 �����人 ���人

※里親数、᳀᳂țーȠ数、委ᚠ児童数、ʐ児ᨈ・児童養護施設・児童࣎理ၲ施設・子生活支
援施設の施設数・定員・ྵ員は福祉行報告̊（平成�1年�月ྵ在）

※児童ᐯᇌ支援施設・ᐯᇌ援яțーȠの施設数・定員・ྵ員、ݱ規ǰȫープǱǢ、ݱ؏ע規
児童養護施設のか所数はܼࡊ福祉ᛢᛦǂ（平成��年1�月1ଐྵ在）

※職員数（ᐯᇌ援яțーȠをᨊく）は、社会福祉施設等ᛦ௹報告（平成��年1�月1ଐྵ在）
※ᐯᇌ援яțーȠの職員数はܼࡊ福祉ᛢᛦǂ（平成�1年�月1ଐྵ在）
※児童ᐯᇌ支援施設は、ᇌ�施設を含む

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬
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ਜ਼ፗᚨλのถݲ⅚ɟ保ᜱのفь

ࣉӅ અࢬޤಒ養ࣉ 子ਫ਼ࢩԋࢬઅ

೧ౕ ฑϮϭ೧ౕ ฑϯϬ೧ౕ ฑϮϭ೧ౕ ฑϯϬ೧ౕ ฑϮϭ೧ౕ ฑϯϬ೧ౕ

અ数ࢬ ϭϮϰ͖ॶ ϭϰϬ͖ॶ ϱϳϱ͖ॶ ϲϬϱ͖ॶ ϮϳϮ͖ॶ ϮϮϲ͖ॶ

ఈҽ ϯ͕ϳϵϰਕ ϯ͕ϴϱϳਕ ϯϰ͕ϱϲϵਕ ϯϭ͕ϴϮϲਕ ϱ͕ϰϯϬଵ ϰ͕ϲϳϮଵ

ҽݳ Ϯ͕ϵϲϴਕ Ϯ͕ϲϳϴਕ ϯϬ͕ϱϵϰਕ Ϯϰ͕ϵϬϴਕ ϰ͕ϬϬϮଵ
ಒϱ͕ϴϵϳਕࣉ

ϯ͕ϳϯϱଵ
ಒϲ͕ϯϯϯਕࣉ

ैଏ率 ϳϴ͘Ϯˍ ϲϵ͘ϰˍ ϴϴ͘ϱˍ ϳϴ͘ϯˍ ϳϯ͘ϳˍ ϳϵ͘ϵˍ

৮ҽ૱数 ϯ͕ϴϲϭਕ ϱ͕Ϭϰϴਕ ϭϰ͕ϴϵϮਕ ϭϴ͕ϴϲϵਕ ϭ͕ϵϵϱਕ Ϯ͕Ϭϴϰਕ

Ҳ࣎ฯޤ ϭ͕ϱϬϮ݇ ϯ͕ϭϱϵ݇ Ϯ͕ϵϰϴ݇ ϲ͕ϵϯϴ݇ ϲׄࢬઅͲࣰࢬ

ड़ఱʁਫ਼࿓ಉࣁྋにخͰ͘સ社ࡠڢ

（ද）要̬護児童数は、里親・ȕǡȟȪーțーȠの委ᚠ児童数、ʐ児ᨈ・児童養護施設・児童࣎理ၲ施設・児童ᐯᇌ支援施設・子生活支援施設・ᐯᇌ援яțーȠの入所児童数の合ᚘ（ȕǡȟȪーțーȠは平成
�1年度ˌᨀ、ᐯᇌ援яțーȠは平成1�年度ˌᨀの数）

（出χ）
・里親、ȕǡȟȪーțーȠ、ʐ児ᨈ、児童養護施設、児童࣎理ၲ施設、子生活支援施設は、福祉行報告̊（Ӳ年度�月ྵ在）
・児童ᐯᇌ支援施設は、平成��年度Ǉでは社会福祉施設等ᛦ௹、平成�1年度ˌᨀはܼࡊ福祉ᛢᛦǂ（Ӳ年度1�月1ଐྵ在）
・ᐯᇌ援яțーȠは、ܼࡊ福祉ᛢᛦǂ（平成1�年度、平成��年度はμᐯᇌ援яțーȠᡲዂ協議会ᛦǂ）

Ȫ४ࣉȫါ༗護ൺତȪఘȫのଔ֊
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�����

����1 ���1� ����1 ����� ����� ����� ��1�� ��1�� ��1�� ��1�� ���11���1�

���11 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����1 ����� ��1�� ����� �����

�����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��1�� �����

����� ����� ����� ���1� ����� ����� ����� ����� �����

���������� ����� ���������1 ����������

�1� ��� ��1 ��� ��� 1�1�� 1���11���� 1���� 1�����

�����

1�����

1�����

������

������

������

������

������

������

������

*� *� *� *� *� *� *� *� *1� *11 *1� *1� *1� *1� *1� *1� *1� *1� *�� *�1 *�� *�� *�� *�� *�� *�� *�� *�� *��

要̬護児童μ体

児童養護施設

里親

ʐ児ᨈ

ȕǡȟȪーțーȠ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬
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ந౾ൺ൝ͅచ̳ͥݘఞ͒のచ؊のၠͦȪͼιȜΐȫ

議会ݙထ、福祉事Ѧ所ӏƼ児童Ⴛᛩ所（児童委員をኺဌする場合を含む）ɳƼに都道府県児童福祉ࠊ

虐待を受けた被措置児童等

事実ᄩ認・ᚧբᛦ௹等・被措置児童等の状況や事実
ᄩ認

一̬護
報告ࣉӓ・ᇌ入ᛦ௹・改善Ѱ告等の権ᨂの行̅

施設運営改善のための取組の継ዓ的なਦݰ

報告

届出・通告・˂のೞ関からの通ჷのϋܾの検討
今後の対応方ᤆについて決定

虐待を受けたと࣬われる被措置児童等をႆ見した者

通
知

Ǳーǹ会議（事̊対応ȁーȠ、ݦᧉܼȁーȠ等）

被措置児童等虐待が認められる場合

被措置児童等虐
待のܤμᄩ̬が
必要な場合

被措置児童等虐待がွわれる場合

都道府県（担当ᢿፙ）※

児童Ⴛᛩ所

意見

報告

意見

報告

意見

虐待を受けた児童に対する支援ӷơ施設等にいる
˂の被措置児童等に対する支援

˂の児童に対す
る支援が必要 施設運営等に関し改善が必要

ᡲઃ
協щ

被措置児童等の
見守り等必要な
支援

虐待ˌٳの場合
で関わりが必要
な場合

ᲤӲ都道府県において担当の主担当となる担当ᢿፙを定めておくことが必要

通
告

通
告

届
出




相
談�

届
出
（
相
談
）

都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会

入所児童から
虐待を受けた
ଓのᚫƑを受
けた施設職員
等はᡮやかに
ᐯ体にᡲዂ

ҽіႾやᐯ
体が作成して
いるガイドラ
インに基づき
適Џに対応

虐待のʖ防ӏƼଔႆ見のための取組の推進（ᐯ体職員・施設職員・入所児童に対するգႆ等）

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

ฟ㸸ࠕ一時保護のᡭ⥆ࡁ等関する基♏㈨ᩱࠖཌ⏕ປാ┬
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改正社会福祉法の概要
（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律による改正）

岣ୠુেভ岤峘ৰਠ峕岻峉ୠ峏岹峴嵣ෆฐ峔੍ର৬峘ତ

１．地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、⽀援を必要とする住⺠（世帯）が抱える多様で複合的な地域⽣活課
題について、住⺠や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを
目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住⺠の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住⺠に⾝近な圏域において、分野を超えて地域⽣活課題について総合的に相談に応じ、関係機関
と連絡調整等を⾏う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関等の関係機関が協働して、複合化した地
域⽣活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、
上位計画として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉⽀援計画についても同様。）

、例え峚、区社ੈ、市区町村社ੈの区૿当、ୠෆ括⽀援崣ンター、相談⽀援事業所、ୠ⼦育て⽀援ು点（ٮ）
利⽤者⽀援事業、社ভૣක১⼈、ۄۅۃ১⼈等

※ 附則において、法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。

※ 2017年（平成29年）6⽉2⽇公布。2018年（平成30年）4⽉1⽇施⾏。

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬
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⇙∓⇰ɦ↚ⅹↀ↺ࣱڡ↚対ↈ↺ࢨ᪪≋‶⁈Ⴛᛩˑૠのਖ਼ᆆ≌

ฟ㸸ෆ㛶ᗓࢼࣟࢥࠕୗのዪᛶへのᙳ㡪とㄢ㢟関する◊✲ ⥭ᛴᥦゝࠖཧ⪃㈨ᩱ

⇙∓⇰ɦ↚ⅹↀ↺ࣱڡ↚対ↈ↺ࢨ᪪≋ᨽဇᎍૠのਖ਼ᆆ≌

ฟ㸸ෆ㛶ᗓࢼࣟࢥࠕୗのዪᛶへのᙳ㡪とㄢ㢟関する◊✲ ⥭ᛴᥦゝࠖཧ⪃㈨ᩱ
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○વٺ൝の̜ͥൺの௩ح

社会的養護を必要とする児童においては、μ体的にᨦܹ等のある児童がف加しており、里親におい
ては２４ᲨᲳᲟ、児童養護施設においては３Ჰ�７Ჟが、ᨦܹ等ありとなっている。

児童養護施設入所児童等ᛦ௹ኽௐ
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Ũ社会的養護を必要とする児童のうち、ᨦܹ等のある児童のл合

里親 児童養護施設 児童ᐯᇌ支援施設児童࣎理ၲ施設ʐ児ᨈ 子生活支援施設 ȕǡȟȪーțーȠ ᐯᇌ援яțーȠ

#&*&（ද意എᨋٶѣࣱᨦܹ）については、平成1�年より、࠼൮ࣱႆᢋᨦܹおよƼ.&（ܖ፼ᨦܹ）については、平成��年より、ហ܌ᢿ分
については、平成��年よりᛦ௹。それǇではその˂の࣎៲ᨦܹǁ含ǇれていたӧᏡࣱがある。

Ũᨦܹ等のある児童数（里親・児童養護施設・ʐ児ᨈ・児童࣎理ၲ施設・児童ᐯᇌ支援施設・子生活支援施設・ȕǡȟȪーțーȠ・ᐯᇌ援яțーȠのዮ数）
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45,551 17,961 881 208 46 247 142 360 5,144 467 599 2,494 3,914 758 4,235 454 240 207 44 2,568 51

100.0% 39.4% 1.9% 0.5% 0.1% 0.5% 0.3% 0.8% 11.3% 1.0% 1.3% 5.5% 8.6% 1.7% 9.3% 1.0% 0.5% 0.5% 0.1% 5.6% 0.1%

47,776 13,569 1,357 250 386 504 5,043 563 2,242 551 2,764 4,002

100.0% 28.4% 2.8% 0.5% 0.8% 1.1% 10.6% 1.2% 4.7% 1.2% 5.8% 8.4%

48,154 11,655 1,771 300 417 618 3,940 586 1,249 526 1,374 3,904

100.0% 24.2% 3.7% 0.6% 0.9% 1.3% 8.2% 1.2% 2.6% 1.1% 2.9% 8.1%

45,407 9,181 1,731 274 365 636 3,147 591 816 3,834

100.0% 20.2% 3.8% 0.6% 0.8% 1.4% 6.9% 1.3% 1.8% 8.4%

41,257 4,811 1,464 262 358 445 1,417 544 1,605

100.0% 11.7% 3.5% 0.6% 0.9% 1.1% 3.4% 1.3% 3.9%

㻴30

ᚰ㌟の状ἣ䠄㔜」ᅇ⟅䠅
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㻴20
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ుญു૧ਝಉ峕岴岻峵峓峬৷嵆崡崗භোಉ峘ഉఁপଆૃৌੁ峕બ峵੍ର
児童養護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、都道府県や市町村が児童養護施設等へ配布する⼦ども⽤マ
スクの卸・販社からの一括購入等、児童養護施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発、個室化に要する改修に必要となる経費等を補助する。

᪤ᐃண⟬のᣑ䠄ඣ❺ᚅ䞉�sᑐ⟇➼⥲ྜᨭᴗ䠅

⋇ ਿಉ峘峓峬৷嵆崡崗ಉභোા
感染経路の遮断のため、必要なマスク、消毒液等の需給が逼迫し、児童養護施設等が⾃⼒で購入できない状況を踏まえ、都道府県等が

児童養護施設等へ配布する⼦ども⽤マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等に必要な費⽤について補助

⋈ ుญു૧ਝಉ峘৽ા
感染が疑われる者が発⽣した場合に、施設内で感染が広がらないよう、利⽤者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒に必要な費⽤につい

て補助

⋉ ্ঽ৬峘ઁਾ嵣ཟ৽ા
施設で活動する⼦ども等に必要な情報が⾏き渡るよう、感染症予防の広報・啓発経費について補助（例︓⼦ども向けのポスター・パンフレッ

ト）

⋊ ుญു૧ਝಉ峕岴岻峵৲峕ਏ峃峵ఊાಉ
事業継続が必要な児童養護施設等において、感染が疑われる者を分離する場合に備え、感染が疑われる者同⼠のスペースを空間的に分離

するための個室化に要する改修費等について補助
※改修規模が大きいものは次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦により⽀援（補助率︓定額（国1/2相当）、補助基準額︓上限なし）

⋋ ৩岶ഉඪৌੁ峘ජೲ峼峴峔岶峳ਜ峼ಲਢ峕ৰ峁峐岮岹峉峫峕ਏ峔৽ા
事業継続が必要な児童養護施設等において、 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費（研

修受講、かかり増し経費等）を補助

ৌਝ ଓஃ૨ ଓஃ੦પ ৰ৬
児童養護施設、児童⾃⽴⽀援施設、⺟⼦⽣活⽀援施設、
乳児院、児童⼼理治療施設、婦⼈保護施設、婦⼈相談所
一時保護所、⾃⽴援助ホーム、ファミリーホーム、⾥親、児童
相談所一時保護所 等

国10／10 １カ所当たり
最大800万円

都道府県、指定都市、中核市、
児童相談所設置市、市区町村

੍ର峘ઍ

ଓஃಉ

ৗૠ嵉崳嵍嵤峼୯ਸ
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47



１ᲨӲ施設が策定しているݱ規化・ע؏分化に向けたᚘဒをݱ規かつע؏分化に向けて見Ⴚし。

２Შ今後ᚘဒされる施設のૼሰや改ሰ、فሰのᨥには、ݱ規かつע؏分化された施設の設置をΟέ。

３Შݱ規かつע؏分化等を進めるᢅᆉで、人育成のᚇໜから、本体施設からഏ分化施設をᇌさせていく場合や、ᢅบ
的に本体施設のȦȋȃト化をኺてᇌさせていく場合にも、ಒƶ1�年ᆉ度でע؏分化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭をるᚘဒを、
人育成も含めて策定するよう൭める。ᢅบ的にȦȋȃト化する場合でも、

・ ӷ一עϋでのৎて˰ܡӍはǰȫープƝとにᇌした関のある合ሰの施設ϋȦȋȃトとするなど、生活ҥˮをᇌ
させるとともに

・ な関ࣱ̞のನሰを十分に行うڤ社会とのᑣ؏ע
といったپを行うよう൭める。

４Შଏ܍の施設ϋȦȋȃト施設についてもӷಮに、ಒƶ1�年ᆉ度でע؏分化等をるᚘဒの策定を൭める。そのᨥ、ଏ܍Ȧ
ȋȃトは、ٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭に向けてᆢಊ的に活用を進めていく。

ٳ分化の̊؏ע規かつݱ※
・ ǱǢȋーǺが᩼ࠝに᭗い子どもにݦᧉ的なǱǢを行うため、࣎理職やҔࠖ、Ⴣ護ࠖなどのݦᧉ職のұの対応が必要な場合

には、生活ҥˮがᨼ合する場合もありࢽる。

・ このような場合においても、十分なǱǢがӧᏡになるように、できるƩけݲ人数（ݩஹ的には４人ᆉ度Ǉで）の生活ҥˮと
し、そのᨼ合する生活ҥˮの数もٻきくならない（ಒƶ４ҥˮᆉ度Ǉで）ことが൭められている。そのため、ҽ生іႾとし
ては、��1�年度ˌᨀのʖምにおいて、引きዓき検討し、ܤ定的なᝠเのᄩ̬に向けて、最ٻᨂѐщ。

第ï 改正児童福祉法や᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭を៊ǇƑたݱ規かつע؏分化のなる推進

・ ᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭、ݱ規かつע؏分化を通ơて「ע؏の社会的養育を支Ƒるݦᧉ的なਗໜ」ǁの変᪃を進
めるうƑでは、それを担う職員の人育成やᄩ̬が必要ɧӧഎ。人育成に向けて、ྵ在、活用ӧᏡなʖም制度等をኰʼ。

・ ҽ生іႾにおいては、職員の人育成に向けて、職員向けのᄂ̲プȭǰラȠの開ႆやਦݰ者養成ᄂ̲の実施等に取り組ǜで
いくこととしており、都道府県等においても、人育成のೞ会のᄩ̬にѐめる。

第ð ᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭、ݱ規かつע؏分化に向けた職員の人育成

・ 都道府県等においては、Ӳ施設の᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭に向けたᚘဒや、ݱ規かつע؏分化を進めるᚘဒの見
Ⴚしの検討状況・ᛢ᫆等について᨟ȒǢȪンǰを行うことにより、̾ŷの実情を৭੮し、関̞者との᧓でዪ݅な協議を重ƶな
がら、適ܯ適Џなяᚕや支援を行い、Ӳ施設においてφ体的かつ実ྵӧᏡなᚘဒが策定されるよう配慮。

第ñ ᚘဒ的な推進に向けて

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

֭Ȇൺူ護ঔ୭のࣞܥෝ͍ݞاఉܥෝاȆܥෝഢ۟Ȃܰ࿅̥̾౷֖८اのૺ༷͛ɃٽါɄȪ3129ා˓˒ȫ

・ ʐ児ᨈや児童養護施設については、ܼࡊ養育ΟέҾЩを進める中においても、施設での養育を必要とする子どもの養育に関
し、「できるᨂりᑣڤなܼࡊ的ؾ」において、᭗ೞᏡ化された養育や̬護者等ǁの支援を行うとともに、里親や在ࡊܼܡǁの
支援等を行うことなど、施設のٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭をることにより、にݦᧉࣱを᭗めていくことが待されている。

・ この「進め方」は、平成��年度ʖምにおいてӧᏡである措置ᝲ等の活用方法、職員配置、運営方法などについてとりǇとめ、
ό๖に取組を進められるよう、施設ӏƼᐯ体関̞者向けのȞȋȥǢȫ、参ᎋ૰として੩̓。

・ 取組をに進めていくためには、必要なᝠ支援の在り方がᛢ᫆。ҽ生іႾは、これらのᛢ᫆ǁの対応について、��1�年度
ˌᨀのʖምにおいて、ܤ定的なᝠเのᄩ̬に向けて、引きዓき最ٻᨂѐщし、それらを៊ǇƑて、本もᡣഏ改正。

はơめにᲴ᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭、ݱ規かつע؏分化に向けてႸਦすǂき方向ࣱ

・ 改正児童福祉法に基づくܼࡊ養育ΟέҾЩの下では、施設のࢫл・ೞᏡをݱさせるものではなく、これǇでˌ上にݦᧉ的で
。くしていくことが൭められる࠼ࠢ

・ φ体的には、ʐ児ᨈ・児童養護施設においては、ע؏におけるȋーǺやเの状況、ᐯらの「ࢍみ」・「ࢊみ」も៊ǇƑつ
つ、ˌ下のφ体的なۋを᪽ࣞに、施設ᧈ等のȪーȀーシȃプの下、施設職員とともに、「ע؏の社会的養育を支Ƒるݦᧉ的なਗ
ໜ」となるよう、ᐯらの施設を変᪃していくことをႸਦしていくǂき。

・ 、的な生活をすることにԁ的になっている子どもに対してࡊᩊな子どもӏƼ年ᧈで今Ǉでのኺዾよりܼでの養育がࡊܼ
ଔのܼ࠙ࣄࡊや里親委ᚠ等に向けたݦᧉ的な支援やᐯᇌ支援を含め、にݦᧉࣱの᭗い施設養育を行うこと。

・ そのためのݦᧉࣱのある職員の配置ӏƼݱ規かつע؏分化を推進すること。

・ にݦᧉࣱを᭗めた上で、ע؏におけるܼࡊ養育の支援を行うこと。

・ φ体的には、ע؏の実情等に応ơ、ˌ下に取り組むこと。
①一̬護委ᚠの受入体制のૢͳ
②養子ጂ組支援やȕǩǹǿȪンǰೞ関（里親養育Ѽਙ支援ೞ関）の受ᚠをはơめとする里親支援ೞᏡのࢍ化
化ࢍの支援ۡک支援やཎ定ܡғထとᡲઃした在ࠊ③

第í ᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭、ݱ規かつע؏分化に向けてႸਦすǂき方向ࣱ

施設養育の᭗ೞᏡ化の方向ࣱ

ೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭の方向ࣱٶ

・ ᭗ೞᏡ化ӏƼٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭に向けたˌ下の取組を進める上で、ྵ在、活用ӧᏡなʖም制度の要件やᙀя᫇等をኰʼ。
１Შ職員配置・ݦᧉ職の配置のΪ実、ݱ規かつע؏分化による養育ೞᏡの᭗ೞᏡ化
２Შ在ܡ支援ೞᏡや里親支援ೞᏡをはơめとするٶೞᏡ化・ೞᏡ᠃੭

第î 取組を進める上で活用ӧᏡなʖም制度

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬
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ड़ఱʁʰྫݫ೧ౕक؇՟ௗ会ࣁ٠ྋʱਫ਼࿓ಉ

․•‣ೞ᧙の˳Сૢͳのཞඞ⇖∙∐⇥⇟⇏⇻ࡇ࠰≌ԧΨˋ≋

ʽޛࠕ՟ୌʾ
 自治ରӨͳؔフΧηνリϱ

ήؖؽͳ࿊ཙʀɼૌ৭
Կ

 フΧηνリϱήؖؽۂࣆ֨ै
ͶΓΖʰଲԢྙʱکԿ

 子ʹͳ里親ؖܐ支援
 子ʹͳ里親Ν支援ͤΖ施設ͳ

࿊ܠʀڢಉ

ड़ఱʁਫ਼࿓ಉࣁྋにخͰ͘સ社ࡠڢ

⾜政┤営（児童┦ㄯ所等） 120か所

Ẹ間 102か所

社⚟♴ἲே 51か所

බ┈社ᅋἲே 4か所

N32ἲே 14か所

㔛ぶ 15か所

のࡑ 18か所

＜フォスタリング事業実施先＞ 合計222か所

普及ಁ㐍・ࣜ
ᴗࢺーࣝࢡ

㔛ぶ◊ಟ・ࢺ
ࣞーࢽンࢢ

㔛ぶጤク᥎㐍
等ᴗ

㔛ぶゼၥ等支
援ᴗ

⮬体（120か所） 91か所 89か所 99か所 69か所

Ẹ間（102か所） 63か所 79か所 28か所 48か所

合 ィ 154か所 168か所 127か所 117か所

＜実施事業＞
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ड़ఱʁʰྫݫ೧ౕक؇՟ௗ会ࣁ٠ྋʱਫ਼࿓ಉ

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕ社ⓗ養育の᥎㐍ࡅྥてࠖをもと全社協స⾲

児童ᜱᚨ児童のᡶݼ・ܖᎰのཞඞ

Ṟɶఄܖҡಅࢸのᡶែίᵑᵎࡇ࠰ỆɶఄܖửҡಅẲẺδᇜのˋԧΨ࠰ᵓஉᵏଐྵנのᡶែὸ

ᡶܖ Ꮀݼ Ẹの˂

᭗ఄሁ ሁఄܖ̲ݦ

δᇜᜱᚨδᇜ ᵐᵊᵑᵎᵔʴ ᵐᵊᵏᵕᵓʴ ᵗ4ᵌᵑή 4ᵑʴ ᵏᵌᵗή 4ᵑʴ ᵏᵌᵗή 4ᵓʴ ᵐᵌᵎή

ίӋᎋὸμɶҡᎍ ᵏᵊᵏᵑᵏҘʴ ᵏᵊᵏᵏᵖҘʴ ᵗᵖᵌᵖή ᵐҘʴ ᵎᵌᵐή ᵐҘʴ ᵎᵌᵐή ᵕҘʴ ᵎᵌᵕή

ṟ᭗ሁఄܖሁҡಅࢸのᡶែίᵑᵎࡇ࠰ỆɶఄܖửҡಅẲẺδᇜのˋԧΨ࠰ᵓஉᵏଐྵנのᡶែὸ

ᡶܖ Ꮀݼ Ẹの˂

ሁܖٻ ሁఄܖ̲ݦ

δᇜᜱᚨδᇜ ᵏᵊᵕᵓᵐʴ ᵐ4ᵓʴ ᵏ4ᵌᵎή ᵐᵓᵏʴ ᵏ4ᵌᵑή ᵏᵊᵏᵎᵐʴ ᵔᵐᵌᵗ
ή

ᵏᵓ4ʴ ᵖᵌᵖή

ίӋᎋὸμ᭗ҡᎍ ᵏᵊᵏᵑ4Ҙʴ ᵓᵖᵗҘʴ ᵓᵏᵌᵗή ᵐ4ᵔҘʴ ᵐᵏᵌᵕή ᵐᵎᵑҘʴ ᵏᵕᵌᵗ
ή

ᵗᵔҘʴ ᵖᵌᵓή

児童養護施設児童ͺ生࿓ಉՊఋෳࢳ՟΄ʤʰऀճద養護ڱݳͶؖͤΖࠬʱʥɽ
સଖंɼસ߶ଖंͺָخߏຌࠬʤྫݫ年5݆1ೖࡑݳʥɽ

ͤʰ߶ߏʱ͗ɼ߶ָߏɼگүָغޛߏ՟ఖɼಝพ支援ָߏ߶෨ɼ߶ָߏɽ
ͤʰָʱͺɼָɼغָɼ߶ָߏ4ָ年ɽ
ͤʰरָߏʱͺɼָگߏү๑ͶخͰ͚रָٶߏ;֦झָߏɼด;Ͷ৮ۂྙଇ๑ͶخͰ͚ޮڠ৮܉ۂ࿇施設
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①子どもの権利擁護の推進

・ 子どもの権利擁護は、子どもの基本的人権を護ること。子どもの権利条約では、「生きる権利」「育つ権利」
「守られる権利」「参加する権利」の４つの権利が定められているとされる。

・ 平成２３年の児童福祉施設最低基準改正で、「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するととも
に、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない」と規定。

・ 平成２８年の改正児童福祉法において、第1条に児童が権利の主体であることを明記。

○子どもの権利擁護

②子どもの意見をくみ上げる仕組み

・ 社会的養護の施設等では、子どもの気持ちを受け入れつつ、子どもの置かれた状況や今後の支援について説明。

・ 「子どもの権利ノート」を活用し、意見箱や、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、都道府県社会
福祉協議会の運営適正化委員会等を活用する。

・ 当事者（社会的養護の下で育った元子どもを含む。）の声を聞き、施設等の運営の改善や施策の推進に反映さ

せていく取組も重要。

④子どもの養育の記録

・ 社会的養護による主たる養育者が途中で変わる場合の記録やその引き継ぎの在り方について検討する必要。
→平成２３年４月に「育てノート」（第１版）を作成。

・ 複数の養育者や支援者が関わる場合に、情報共有の在り方も、子どものプライバシーにも配慮しながら、実践
の中で、取り組みの在り方を検討していく必要。

③被措置児童等虐待の防止

・ 平成２０年の児童福祉法改正による被措置児童虐待の通報制度や、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」に
基づき、施設職員や里親による虐待の防止を徹底。
（平成２８年度の届出・通告受理件数は２５４件、うち都道府県等が虐待と認めた件数は８７件）

※平成２７年度の届出・通告受理件数は２３３件、うち都道府県等が虐待と認めた件数は８３件

・ 職員の意識の向上や、風通しのよい組織運営、開かれた組織運営、子どもの意見をくみ上げる仕組みの推進に
より、防止を徹底。

ฟ㸸ཌ⏕ປാ┬

のೌМவኖ↱↘܇

子どもの権利の4原則
ᶅਫ਼͘るݘཤ ͤ΄ͱ子どもໍ͗गΔΗる͞ͳ
ᶆ育ͯݘཤ もͮͱਫ਼ΉΗͪྙΝॉに৵ͻ͢ͱௗͲ͘るΓ͑ɼҫྏ

Ώگ育ɼਫ਼ࢩԋ͵どΝणけɼ༓ୣͳ༣ΞͫΕͤる͞ͳ
ᶇगΔΗるݘཤ ྙΏࡣखɼ༙֒͵࿓ಉ͵ど͖ΔगΔΗる͞ͳ
ᶈࢂՅͤるݘཤ ࣙ༟にқ見Νනͪ͢ΕɼରΝͪͮࡠΕͲ͘る͞ͳ

「子どもの権利条約」 一般原則
・ਫ਼ໍɼਫ਼ଚٶ;ୣにଲͤるݘཤʤໍΝगΔΗௗͲ͘る͞ͳʥ
ͤ΄ͱ子ʹໍ͗गΔΗɼͮͱ生ΉΗͪྙΝॉͶ৵ͻ͢ͱௗ
Ͳ͘ΖΓ͑ɼҫ療ɼگүɼ生活支援͵ʹΝण͜Ζ͞ͳ͗ฯ্͠ΗΉͤɽ

・子ども࠹વཤӻʤ子どもにͳͮͱ࠹もΓ͏͞ͳʥ
子ʹͶؖͤΖ͞ͳ͗ߨΚΗΖ࣎ͺɼʰͨ子ʹͶͳͮͱ࠹Γ͏͞ͳʱ
ΝҲͶ͓ߡΉͤɽ

・子どもқ見ଜ॑ʤқ見Νන͢ࢂՅͲ͘る͞ͳʥ
子ʹͺ自Ͷؖܐ͍ΖࣆณͶͯ͏ͱ自༟ͶқݡΝනͤ͞ͳ͗Ͳ͘ɼ
͕ͳ͵ͺͨқݡΝ子ʹୣͶԢͣͱॉͶྂ͢ߡΉͤɽ

・ࠫพࢯےʤࠫพ͵͏͞ͳʥ
ͤ΄ͱ子ʹͺɼ子ʹ自ਐΏ親ਕझɼพɼқݡɼ্͗͏ɼࡃܨয়ڱ
͵ʹʹΞ͵理༟Ͳࠫพ͠Ηͥɼড়༁ఈΌΖͤ΄ͱݘཤ͗ฯ্͠ΗΉͤɽ

ฟ㸸ࣘࢽセࣇヂをもと全社協స⾲
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Ꮛ↕ૅੲ≋ᅈ˟的ᜱ≌のឋのોծ܇・↱↘܇

ड़ఱʁ಼ֵ府ࣁྋにخͰ͘સ社ڢൊਰ

児童虐待防止対策の抜本的強化・予算確保

2000年度 2011年度 ϮϬϮϬ೧ౕ
̏ɿՊఋ養育༩ֻࢋ 12億円 47億円 ϭϮϵԱԃ
⑴里親 12億円 41億円 76億円
⑵ファミリーホーム ― 7億円 53億円

̐ɿࢬઅ養育༩ֻࢋ 563億円 758億円 ϭ͕ϭϱϯԱԃ
⑴児童養護施設 373億円 498億円 781億円
⑵乳児院 110億円 123億円 150億円
⑶児童自立支援施設 27億円 35億円 61億円
⑷児童心理治療施設 13億円 31億円 59億円
⑸⺟子生活支援施設 41億円 70億円 101億円

合 計 575億円 805億円 ϭϮϴϮԱԃ

ଢ๏ਓϮϬϮϬ๏ਓࠐ会٠ɼֵ྇ܐにؖͤるؖࡨଲࢯಒٰଶࣉ
э ྫϯ೧ౕࠅඇϗʖη༩ࢋҌ ϭ͕ϵϬϮԱԃʤZϮ೧ౕ̑ึ࣏ਜ਼ϭϲϲԱԃʥ

ड़ఱʁਫ਼࿓ಉࣁྋにخͰ͘સ社ࡠڢ
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᪂࠸ࡋ社ⓗ養育ࣙࢪࣅン（平成 29 年 8 月）・ᕤ⛬⾲を㋃࠼ࡲた社ⓗ養護関ಀ等の動ࡁ（定）とྲྀり⤌ࡳ≧ἣ 

 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

ங児㝔 

 
ங児㝔㸸140 か所  

定員 3,900 ே ⌧員 2,706 ே 

職員総数 4,921 ே 

児童養護施設㸸605 か所  

定員 32,253 ே ⌧員 25,282 ே 

職員総数 17,883 ே �2018.3.31� 

ங児㝔㸸140 か所  

定員 3,857 ே ⌧員 2,678 ே 

職員総数 5,048 ே 

児童養護施設㸸605 か所 

定員 31,826 ே ⌧員 24,908 ே 

職員総数 18,869 ே（2019.3.31） 

       

 ஙᗂ児はཎ๎新つᥐ置入所ࢆṆ 
 ࢬ࣮ࢽࢣのෆᐜࡸ⛬度ᛂࡓࡌຍ⟬

 ᑠつᶍ・ᆅᇦ分ᩓࡋᑟ入ࢆ
 ≉ูࡀࢬ࣮ࢽ࡞あࡿ子ども以እはཎ๎里親委託 
 ᐙᗞ養育ඃඛཎ 㸸๎施設入所のሙ合も、

期㛫は᪥㹼㐌༢・長ࡃも数᭶ 
 
 
 
 
 
 

 都道府県社ⓗ養育᥎㐍計画策定 
 施設の高ᶵ⬟ཬࡧከᶵ⬟・ᶵ

⬟㌿、ᑠつᶍࡘᆅᇦ分ᩓ

 策定（ྛ施設）ࢆ計画ࡓࡅྥ
 市༊⏫ᮧ㐃ᦠࡓࡋᅾᏯᨭࡸ≉

定ዷ፬のᨭᙉ�  
 ࢬ࣮ࢽࢣの高࠸子どものࡵࡓの

� ேの⏕ά༢㢮ᆺ新設、養育యไ

ᐇ（�㸸�） 
 一時保護ᑓ⏝施設ᨵಟ費補助創

設、設置費補助 

 ≉支援ࡀᚲ要な子どもを一時保

護ᑓ⏝施設でཷࡅධࢀた㝿のຍ⟬

創設 

 補助職員の配置 

 㐍Ꮫ等の㝿の補助創設 

 ᑠつᶍ・ᆅᇦศᩓ化児童養護施設

の職員配置基準強化（6㸸4） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ᑠつᶍ施設等創設

のための施設ᨵಟ

ᮇ間୰のᘓ≀㈤

ᩱ補助 

 一時保護ᑓ⏝施設

設置ᨵಟ費補助の

拡充、ᨵಟ୰の㈤

ᩱ補助を᪂つィ上 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 ≉ูࢬ࣮ࢽ࡞のあࡿ

子ども以እは里親委

託 
 ୍ ಖㆤయไᵓ⠏ண定 

  

全࡚の施設はཎ๎ࡋ

࡚ᑠつᶍ（᭱大 �
ே）・ᆅᇦ分ᩓ、ᖖ

� ே以上の⫋ဨ㓄置 
Ў 

እ࠸の高ࢬ࣮ࢽࢣ

ᑠつᶍは᭦࡚࠸ࡘ

（� ே�� ༢⛬度） 
 

児童養護施設 

 

 
 
 
 
 
入所ᚋࡽ � 年以ෆᐙᗞᖐ・里親委託 

 

 

 児童養護施設の職

員配置基準強化（᭱

 6㸸6） 

 ⮬❧支援担当職員

᪂つ配置 

 

     

児童家庭支援センター 

 

か所数 122 

社⚟ 117 か所 132 5 か所 

�2017.10.1� 

か所数 127 

社⚟ 122 か所 132 5 か所 

（2018.10.1） 

       

        児童相ㄯ所⟶ෆே口

つᶍᛂ࡚ࡌ � 所以

上の児童ᐙᗞᨭࣥࢭ

ࢱ ࣮ ࢆ 設 置

（��������㸸児童相ㄯ

所 ���  （所
 
 
 

市༊⏫ᮧ子どもᐙᗞ⥲合ᨭᣐⅬ㐃ᦠࡋ、里親ࢸࢫࢺ࣮ࣙࢩㄪ整、ࢫ࢛ࣇ
代替養育ᚋ、ࡸのᨭᐙᗞࢡࢫど高ࣜ࡞ᶵ㛵、ᅾᏯᥐ置・㏻所ᥐ置ࢢࣥࣜࢱ
のࢣ・࣮ࢱࣇ等ࡀ期ᚅࠋࡿࢀࡉ児童養ㆤ施設ࡸங児㝔等設ࡿࡍ形のࡳ
のの社福♴ἲே、་⒪ἲே、132ࡑ、ࡎࡽ࡞ ἲே等ࡀ✚ᴟⓗ設置ࡿࡍ
ࡓࡌᛂ⦼ᐇࡸ施設整ഛ㈝のᐇ、⫋ဨ㓄置数のቑ、相ㄯ・ᨭのෆᐜ、ࡃ
㐺ษ࡞入等、ᶵ⬟ᛂࡓࡌ⤌ࢆࡳᑟ入（���� 年度以降） 

児童ᐙᗞᨭ࣮ࢱࣥࢭ� 設置ಁ㐍 

施設ࡀᆅᇦᨭᴗࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇࡸᶵ㛵ᴗ等ࢆ⾜うከᵝࢆ、ங児㝔ࡽ始ࡵ、 
児童養ㆤ施設・児童ᚰ理⒪施設、児童⮬❧ᨭ施設でも⾜うࠋ 

ᖹᡂ �� 年度ḟୡ代育ᡂᨭᑐ策施設整ഛ㔠ಀࡿ᥇ᢥ᪉㔪 
㸯㸬ඃඛⓗ᥇ᢥ 
ձᆅᇦᑠつᶍ� ղ分ᅬᆺᑠつᶍ 
㸰㸬᮲௳ࡁで᥇ᢥ 
ձ本య施設ᩜ୍ྠᆅෆཪは施設ෆ 
㸱㸬᥇ᢥ࠸࡞ࡋ� 大・୰・ᑠ⯋の整ഛ 

 ங児㝔ᅛ᭷の

ᶵ⬟ࡸ新࡞ࡓ

ᴗࢆ᫂☜

ࡧஙᗂ児ཬ、ࡋ

ᐙᗞࢆᨭࡍ

࣮ࢱࣥࢭࡿ

のᶵ⬟の࡚ࡋ

ヲ⣽ࢆᥦ♧ 
→ங児㝔ྡ⛠ኚ᭦ 
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 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

㔛ぶ 

 

Ⓩ㘓㔛ぶ 11,730 世ᖏ 

ጤク児童数 6,858 ே 

�2018.3.31� 

Ⓩ㘓㔛ぶ 12,315 世ᖏ 

ጤク児童数 7,104 ே 

（㔛ぶጤク⋡ 20.5㸣）（2019.3.31） 

       

 都道府県�ஙᗂ児ᐙᗞ養育⛣⾜計画సᡂ  
（� 年以ෆࢬ࣮ࢽ࡞ู≉のあࡿ子ども

以እࢆ里親委託（里親委託率 ��％以上）） 
 ࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇᴗ⪅ࢆ里親Ⓩ㘓⪅

 㝈定
（うち、࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇ ��� 所 ����� ே）  

 
 委託児童数・委託里親数ᛂࡓࡌ

里親相ㄯᨭဨの㓄置 
 里親委託୰の子どものᐇ親の㠃

ὶᨭࢆ里親ᨭᴗ㏣ຍ 
数࣒࣮࣮࣑࣍ࣜࣇ） ��� �����、所 ே（���������） 

 

 ጤク๓のࢳࢵ࣐ン

対する支援創ࢢ

設 

 2 ே┠以㝆の㔛ぶ

ᡭ当の拡充 
 

 

  � 歳未満児 
里親等委託率 ��％ 
 ⮬❧ᨭ（࣮ࣜࣥࣅ

ࢣ࣮ࢱࣇ、ࢣࢢ

 ᙉࢆ⬟ᶵ（

 ᗂ児（就学前） 
里 親 等 委 託 率

��％ 

  学童期以降 
里親等委託率 ��％ 

タࣜࢫ࢛ࣇ

ンࢢ機関�㔛

ぶ養育包括

支援機関� 

 都道府県 ᐙᗞ養育᥎㐍計画ࢆసᡂ 
ࢆᶵ㛵ᴗࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇ） ���� でࡲ

設） 
 ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛ࣇᶵ㛵ཬࡑࡧのᴗົ㛵

 （��������）ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ

᭱ึの数年㛫は、里親のࣜࢺ࣮ࣝࢡ

里࠸㉁の高ࡿᅗࢆᨭ・Ọ⥆ⓗゎỴࡽ

親養育యไの☜❧ࡿࡼ里親委託の

ᣑ᭱ࡀඃඛㄢ㢟 

ࣇの都道府県で࡚ࡍ

 ᶵ㛵設置ࢢࣥࣜࢱࢫ࢛
 

 24 時間の┦ㄯ支援

体制整備（費⏝補

助） 

      

養子⦕⤌の

᥎㐍 

養子⦕⤌ࢇࡏࡗ࠶機関㸸18（2018.12.26） 

社⚟ 1 ་⒪ のࡑ 5 132 8 4 

養子⦕⤌ࢇࡏࡗ࠶機関数㸸21（2019.10.1）  

社⚟ 1 ་⒪ のࡑ 5 132 8 7 

       

養子⦕⤌あࢇࡏࡗἲ施⾜（ ��������）

（������� ᡂ❧） 
ᑗ᮶ⓗᐇの親ࡿࡼ養育ࡀᮃ࠸࡞ࡵሙ

合、子どもの㌟分のἲⓗᏳ定ᛶの☜ಖのࡓ

 㑅ᢥ୍➨ࢆ⤌⦖養子ࡵ
 

 Ẹ間ࢇࡏࡗ࠶機関の➨୕者ホ౯基

準施⾜（2019.4.1）、ཷᑂ費⏝ィ上 

 ࣔࣝࢹⓗྲྀり⤌ࢇࡏࡗ࠶ࡴ機関

への支援拡充（ᚰ理⒪ἲ担当職員

配置等） 

 養ぶᕼᮃ者ᡭ数ᩱ㈇担㍍ῶ 

 ࢫ࢛ࣇタࣜンࢢ機関のேᮦ育成

 た◊ಟᴗ創設ࡅྥ

 養子となる年㱋の

上㝈ᘬࡁ上ࡆ（ཎ๎

15 ṓᮍ‶） 

  ≉ู養子⦕⤌ᡂ❧௳数

ࢆ ���� 年度ẚでಸቑ

（���� 年㸸��� ௳） 
概ね � 年で養子⦕⤌数

年㛫 ���� ேࢆ㐩ᡂ 

   

ẕ子⏕活支援施設 

227 か所 

定員 4,648 世ᖏ 

⌧員 3,789 世ᖏ 

職員総数 1,994 ே 

�2018.3.31� 

227 か所 

定員 4,648 世ᖏ ⌧員 3,789 世ᖏ 

職員総数 1,994 ே �2018.3.31� 

226 か所 

定員 4,672 世ᖏ ⌧員 3,735 世ᖏ 

職員総数 2,084 ே（2019.3.31） 

       

 ⏘前⏘ᚋẕ子࣒࣮࣍の設（ᖹᡂ �� 年

度ࣔࣝࢹᐇ施、⤖ᯝࢆ㋃࠼ࡲไ度ᵓ⠏） 
 ፬ேಖㆤᴗの㐠⏝見┤ࡋ㝿࡚ࡋ、ẕ

子⏕άᨭ施設のά⏝ಁ㐍ࢆ᫂グ 

 ᆅᇦ㛤ࡓࢀ施設 '9 ᑐᛂ

の㛢㙐ࡓࡋ施設の༊分ࢆ᫂☜

ᥦࡀᅜࢆᅾり᪉࠸࡞ࡋΰᅾ࡚ࡋ

♧ 
 ᅔ㞴࡞ၥ㢟ࢆᢪࡿ࠼ዪᛶのᨭのあ

り᪉㛵 ࡍ ウ᳨ࡿ ୰ 㛫ࡵࡲ

（����������） 
 ẕ子⏕活支援施設の✚ᴟⓗな活

⏝（Ꮫ⩦支援、ࣙࢩーࢸࢫࢺイ、

 （ࡴイ等をྵࢸࢫࢺイライ࣡ࢺ
 ዷ፬・ฟ⏘ᚋのẕ子をධ所ࡏࡉる

ための施設整備費等ࡀ補助対㇟

 

 ẕ子⏕活支援施設

の✚ᴟⓗな活⏝ 

 ≉定ዷ፬等をཷࡅ

ධࢀたሙ合の⏕活

費ࡸᒃሙ所࡙ࡃり

かかる㈤ᩱ補

助 

      

 ࢸࢫࢺ࣮ࣙࢩ

୍、里親 ಖ

ㆤ里親、親子里

親等の新࠸ࡋ

里親㢮ᆺ設 
→里親ྡ⛠ኚ᭦ 
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 ～2018（平成 30）年度 2019（令和元）年度 2020 年度 2021 年度 2022～23 年度 2024 年度（5年経過） 2026 年度（7年経過） 2027～28 年度 2029 年度（10 年経過） 

一時保護 136 か所（2018.4.1） 

平均在所日数 29.4 日（2018 年度） 

139 か所（2019.4.1） 144 か所（2020.7.1）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

୍ಖㆤの➨三⪅ホ౯ᇶ‽の策定�

 

୍ಖㆤ࣮ࢨࣂ࣮ࣃ࣮ࢫの設、◊ಟ�

 

一時保護ガイドライン策定（2018.7.6） 

職員配置基準を児童養護施設と同等以上

とすることを明記。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

全୍ಖㆤ所で➨三⪅

ホ౯ࢆᐇ施�

      

市町村の 

体制強化 

子ども家庭総合支援拠点 106 市町村 

要対協調整機関調整担当者 988 市町村 

 

 

 

 

要対協調整機関調整担当者 8,150 名

（要対協設置市町村は 1,736 市町村）

（2018.4.1） 

子育て世代包括支援センター 525 市

町村（1,106 か所）（2017.4） 

 

子ども家庭総合支援拠点 495 か所

（2020.4） 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 市町村子ども家庭総合支援拠点開

設準備経費への補助創設。 

 土日・夜間の運営費などの補助創

設 

 

 
 
 

 子育て世代包括支

援センターの市町

村同士での共同実

施経費補助 

 市区町村子ども家

庭総合支援拠点の

機能強化（児童虐待

の関する普及啓発

活動の強化、見守り

活動強化のための

補助拡充） 

 

      

 
 

2020（令和 2）年 11 月 12 日/全社協政策企画部整理 

児童ᚅ㜵Ṇᑐ策⥲合ᙉࣥࣛࣉ（新ࣥࣛࣉ）（����㹼����） 
子どもᐙᗞ⥲合ᨭᣐⅬ・せᑐ協ㄪ整ᶵ㛵ㄪ整ᢸᙜ⪅� 全市⏫ᮧ設置・㓄

都道府県୍ಖㆤ㐺ṇ計画の策定（2019㹼2024 年度）�
※概ね 5年以ෆ子どものᶒࡀಖ㞀୍ࡓࢀࡉಖㆤのᐇ⌧�

᪤Ꮡの୍ಖㆤ所の見┤ࡋ、୍ಖㆤᑓ⏝施設・୍ಖㆤ委託里親

のᚲせ数、୍ಖㆤ㛵ࡿࢃ⫋ဨの育ᡂࠋ�
⥭ᛴ୍ಖㆤ、

ಖ୍ࢺ࣓ࣥࢫࢭ

ㆤのᖹᆒ入所期㛫

㏻ཎ⡠ᰯࡧࡼ࠾

学でࡿࡁ学⏕以上

の子どもの⤫計㸻

ྍど 

୍ಖㆤ所ࡿࡅ࠾子どものᶒ᧦ㆤ≧ἣのㄪᰝ◊✲ᴗ 
（୍ಖㆤゎ㝖ᚋの↓グྡ࡞ࢺ࣮ࢣࣥど） 

児童相ㄯ所、୍ಖ

ㆤࢆ⾜う施設・里親

等㛵ࡿࡍ子ども福

♴のホ౯ᶵᵓࢆᵓ⠏ 
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